
ISSN 1347-3662

No.

IC
D

 N
EW

S
法
務
省
法
務
総
合
研
究
所
国
際
協
力
部

二
〇
二
一
年
一
二
月

第
89
号

89

2021.12

巻頭言
 1 伝統を繋ぐということ 国際協力部長　内藤晋太郎

外国法制・実務
 6 ［ベトナム］ベトナム司法制度の概要 ＪＩＣＡ長期派遣専門家　枝川　充志

国際協力部教官　黒木　宏太
 27 ［ベトナム］ベトナムの判例についての覚書（２）　－民事判例について－ ＪＩＣＡ長期派遣専門家　枝川　充志

国際協力部教官　黒木　宏太
 64 ［ラオス］ラオス最高裁判決の評釈③（刑事事件） ＪＩＣＡ長期派遣専門家　鈴木　一子
 81 ［インドネシア］インドネシア新プロジェクトの概要　  

～ビジネス環境改善のためのドラフターの能力向上及び紛争解決機能強化プロジェクト～  
 ＪＩＣＡ長期派遣専門家　西尾　信員

活動報告
【会合】
 88 第１回法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラム（Ｃｏｌ－ＹＦ）の開催について 国際協力部教官　黒木　宏太

【国際研修・共同研究】
 94 ［カンボジア］カンボジア王立司法学院とのオンラインセミナー 国際協力部教官　伊藤みずき
 99 ［ラオス］ラオス刑法における未遂犯　－ラオス国立司法研修所との共同セミナーより－ 国際協力部教官　矢尾板　隼
 103 ［インドネシア］インドネシア法整備支援オンラインセミナー（法令の整合性確保のための方策について）  

 国際協力部教官　庄地美菜子
 108 ［東ティモール］東ティモールオンラインセミナー実施報告 国際協力部教官　川野麻衣子
 113 ［モンゴル］モンゴルＮＬＩとのオンライン・ワークショップ（～ＭＯＣに基づく活動の一環として～）  

 国際協力部教官　河野　龍三
 118 ［バングラデシュ］バングラデシュ：調停人オンライントレーニングの実施について 国際協力部教官　黒木　宏太
 122 ［スリランカ］２０２１年８月スリランカオンラインセミナー（刑事司法実務改善～刑事訴訟の遅延解消に向けて～）  

 国際協力部教官　及川　裕美

【対外研修】
 127 インターンシップ実施報告　～法整備支援の未来を担う若者たち～ 国際協力部教官　伊藤みずき

【講義・講演】
 132 国際専門官　岡田　泰弘

【研修等実施履歴】
 133 国際専門官　岡田　泰弘

業務調整専門家の眼
 136 ミャンマー法整備支援に関わって 前ＪＩＣＡ業務調整専門家　黒田　龍二

専門官の眼
 146 国際専門官の業務 国際専門官　北野　月湖

各国プロジェクトオフィスから
 150 ベトナム長期派遣専門家　渡部　吉俊

カンボジア業務調整専門家　川口　裕子
ラオス長期派遣専門家　前田　佳行

ミャンマー長期派遣専門家　岩井　具之
インドネシア長期派遣専門家　西尾　信員

編集後記
 153 国際専門官　岡田　泰弘



ICD NEWS　第89号（2021.12） 1

巻頭言

伝統を繋ぐということ

国際協力部長　　
内　藤　晋太郎

令和３年７月１６日付けで森永太郎氏の後任として法務総合研究所国際協力部長に就任
しました。前任者が国際協力の分野で実績・経験共に豊富な方であったのに対し，私は国
際連合研修協力部（アジ研）に勤務した経験はあるもののそれは相当に以前のことであ
り，国際協力部（ＩＣＤ）での勤務は初めてですが，これまで様々な職種・職掌を経験し
てきているので，自分なりにこの職務を全うしたいと思っています。

就任当初は当部の業務の詳細について職員の皆さんに教えてもらうことが多かったので
すが，ようやく当部の業務にも慣れてきました。新型コロナ感染症の流行という現在の困
難な状況下にあって，職員の皆さんがオンラインを駆使しながら相手国への支援を継続さ
れ，相手国のカウンターパートと共に奮闘される姿に接し，大変心強く思いました。ま
た，オンラインでのプロジェクトやセミナー等に出席した折々に，相手国の方々からこれ
までの当部の活動に対する感謝と今後の支援への期待の言葉が寄せられ，先人が築き上げ
てきた業績の大きさを改めて思い，身が引き締まる思いです。

先人が築き上げた法制度整備支援の伝統を受け継ぎ，当部の職員と共に法制度整備支援
に関わるすべての関係者の皆様方と協力・連携をし，当部の活動をより一層充実発展させ
ていきたいと思っているので，御指導・御鞭撻をどうぞよろしくお願いいたします。

国際協力部は平成１３年４月に法制度整備支援に専従する部署として法務総合研究所に
設置され，今年で創部２１年目となります。ベトナム，カンボジア，ラオス，インドネシ
ア等の東南アジア諸国を始めとして様々な活動を行ってきましたが，現在では支援対象国
の数も十か国余りを数え，法制度整備支援の質・量ともにより幅広いものとなっていま
す。

当部の活動はこれまで，①基本法令の起草支援，②制定された法令を運用する司法関係
機関の制度整備支援，③検察官，裁判官等法曹実務家等の人材育成支援等を３つの基本的
な柱としてきました。これらの活動は，独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）が実施主
体となり当部がこれに協力する形式のものもあれば，当部が実施主体となって行うものも
あります。しかし，いずれにおいても相手国の要請に基づきその自主性（オーナーシッ
プ）を尊重して支援を行うという点，そして，自国の法制度を支援相手国に押し付けるの
ではなく，ＪＩＣＡ，長期専門家，学者の先生方など関係者・関係機関も交えながら相手
国との間で徹底した議論を行い，法令の適切な運用とこれを担う相手国の人材の育成も含
めて継続的にかつきめ細やかに実施するという点において，他国・他機関が行う法制度整
備支援とはその特色を異にしています。我が国の法制度整備支援は，「顔の見える国際協
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力」，「寄り添い型の法制度整備支援」などといわれ，相手国からも高い評価を得ていま
す。先人が築き上げてきたこれらの良き伝統と相手国との強固な信頼関係は，当部の強み
であり原点です。

もっとも，当部においても２０年以上も法制度整備支援を続けてきていることから新た
な課題も生じてきています。

直近の課題は，現在進行中のプロジェクトを適切確実に実行していくことです。最近の
特徴としては，相手国において基本法令の整備は相当に進んできたものの法令間に齟齬が
生じているケースも見受けられ，これに対する支援の需要が高まっています。その他に
も，知的財産分野等のビジネスにより直結する法分野への支援やより高度な内容を含む支
援等が新たに求められています。また，新型コロナ感染症の収束後の状況も見据え，本邦
研修の再開とオンライン研修との適切な役割分担の構築も見据えなければなりません。い
ずれも相当の議論と準備を必要としますが，これらの期待や要請には適切に対応していく
必要があります。

これとは別に中長期的な課題もあります。一般的に，どのような組織・活動であって
も，草創期においては，先が見えない中でとにかくがむしゃらに物事を進めていくという
時期があり，その過程で得られる「生みの苦しみ」は一つの成功体験として組織に受け継
がれます。次に，これが一段落すると成熟期を迎えます。成熟期に至りますと草創期のよ
うにがむしゃらに物事を進めることは難しくなります。創部以来の２０年という歳月は法
制度整備支援に携わる人の裾野も広げています。後から法制度整備支援に加わった者は，
草創期の出来事は伝聞を通じてしか知り得ず，先人の苦労を十分に体感できないこともあ
るでしょう。以前から法制度整備支援に携わってきた方々は現状にもどかしい思いを抱い
ておられるかもしれません。また，我々の法制度整備支援は税金で成り立っており，プロ
ジェクトを進める上で現実的な成果が求められてもいますし，それに向けての努力も必要
です。他方で，我が国の法制度整備支援は携わってきた方々の熱意と情熱を支えとして相
手国との信頼関係の上に成立してきたという面もあります。法制度整備支援という事業の
性格上，短期的な利益・成果のみを追い求めては失われるものもあります。中長期的視点
からみたときの国益をどのように考えるべきなのか，という観点も重要であると思われま
す。以上のような視点に立ち，当部の創部から現在に至るまでの過程を俯瞰してみます
と，当部も草創期を過ぎて成熟期に入り，「育ての苦しみ」を迎えているといえるのかも
しれません。

これまで当部が２０年にわたり行ってきた法制度整備支援は素晴らしい成果を上げてい
ますが，今後とも法制度整備支援を続けこれを発展させていくためには，「司法外交」と
いう我が国の政策目的も踏まえ，相手国にどのような支援を行うことが求められているの
か，現在の優先課題は何であるのか，そしてその課題に対してどのように向き合うべきな
のか，そのためにどのような人材を用意し，準備を行うべきであるのかを常に考えていく
必要があるのだろうと思います。
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直近のＩＣＤＮＥＷＳをみますと，第８７号の特集記事は「ＩＣＤ創設２０周年特集」
であり，第８８号には活動報告として「第２２回法整備支援連絡会」が掲載され，同連絡
会のテーマは「新たな時代の法整備支援～ＩＣＤ創設２０周年を機として～」というもの
でした。第８８号の活動報告をみますと，我が国の法制度整備支援に関わる方々が現時点
の問題意識を率直に議論されています。私自身も多くの関係者の皆さんが様々な考えを抱
いて法制度整備支援に関与していることが改めて分かり，この多様性が我が国の法制度整
備支援の強みであると認識しました。法制度整備支援に関心がある方には是非御一読をお
勧めします。

ところで，ＮＨＫテレビに「ＳＷＩＴＣＨインタビュー達人達」という対談番組があり
ます。先般たまたま日本舞踊家・尾上菊之丞氏と和紙作家・堀木エリ子氏の対談が放送さ
れるのを視聴する機会がありました（初回放送日２０２１年９月２５日）。いずれも我が
国の伝統文化の世界で仕事をされ，尾上氏は日本舞踊，堀木氏は和紙という世界で新風を
吹かせていらっしゃいます。その番組中の堀木氏の言葉が印象に残っています。記憶が曖
昧のため一部不正確な部分もありますが，おおむね以下のような内容であったと記憶して
います。

自分は，地元の学校を卒業後は銀行で経理事務の仕事をしていたが，遊んでいた
ときにたまたま人に誘われ，銀行を辞めて和紙を制作する会社の事務の仕事をする
ようになった

当時和紙は廃れる一方であったが，仕事をするうちに和紙の奥深さに気づき，そ
の伝統の世界を守りたいという思いから自分で会社を興した

和紙の本当の良さ・強みは何かと考えたが，それは丈夫で長持ちがするというこ
とである

しかし，当時和紙は小袋等の小さい物ばかりが制作されていて和紙の本当の良さ
が生かされていないと思った

自分は和紙は大柄のインテリアにこそ向いていると思い，できないとされている
ことでも絶対にできると信じてやってきた

はじめは，職人さんたちには相手にされなかったが，自分から飛び込んでやった
ら職人さんたちも協力して力を貸してくれた

堀木氏の話は人生において「運」や「偶然」という要素が大きいことを改めて感じさせ
ます。番組では堀木氏が制作した作品として，建物の通路内壁を覆うような十数メートル
にも及ぶ長大な和紙やビルの外壁を覆うような巨大な和紙，演舞劇場の緞帳やクラシック
コンサートの背景に利用された和紙，展覧会用の電気自動車の外装・内装として使用され
た和紙などが紹介されていました。それらは日頃私が想像する和紙とは異なるものでした
が，その幽玄・玄妙な雰囲気，光彩，色彩は和紙そのものです。私はそれらの独創的な和
紙の作品の素晴らしさに思わず魅せられましたが，最も感銘を受けたのは，堀木氏が「和
紙の本当の良さ・強み」ということを徹底的に考え，和紙の持つ長所を最大限に活かし，
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他方で和紙の持つ弱さを補うために，最初は消極的であった職人の知識・経験・技能を借
り，職人を巻き込みながら様々な技術的な改良を重ねて自分が思い描いた和紙を作品に結
実させたところです。その創作の過程は「運」や「偶然」ではない，堀木氏の明確で揺る
ぎのない意志があります。堀木氏は，自分のことを「素人」であるともおっしゃっていま
したが，それゆえにこそ既成の概念にとらわれることなく，和紙の本当の美質を見抜き，
大胆果敢に新しい世界に挑戦することができたのであろうとも思います。

堀木氏は，自身のウェブサイト（https://www.eriko-horiki.com/profile/）では次のように
語っていらっしゃいます。

･･･ 原点に戻って考えてみると，１３００年前，和紙を漉（す）く手法は「革
新」だったはずです。その革新的な技術が，長い年月，人の役に立ち，変化しなが
ら受け継がれ，現代において，「伝統」と呼ばれているのです。つまり伝統と革新
は対局にあるものではなく，革新的に生みだしたものを数百年後も人の役に立つよ
うに進化させていくことが重要なのだと気づきました。

そこで，私は，越前和紙の工房において職人さんの伝統的な技術に現代の用途や
機能を与えて，伝統を未来へ繋ぐ方向性と，京都の自社工房で独自の新たな技術を
使って革新を興し，その革新を未来の伝統に育てていくという，２つの方向性に仕
事を分けました。伝統産業にとって，伝統を未来へ，革新を伝統へというどちらの
方向性が欠けても，発展はないのではないかと思っています。･･･

和紙という伝統工芸の世界と法制度整備支援は客観的にみれば相当に異なり，通常比較
の対象にはなり難いものです。しかし，堀木氏の仕事への姿勢は我々に多くの示唆を与え
てくれているように思います。とりわけ，堀木氏が仕事をしていく上で示した伝統に対し
て向かい合う姿勢は，法制度整備支援に限らない，仕事をしていく上での普遍的な内容を
含んでいるように思われます。

国際協力部においては，検察官，裁判官，行政官など職業的・専門的なバックグラウン
ドを異にする職員が法制度整備支援という共通の目的のためにサブ・ロジの両面で努力を
重ねています。最初は皆，国際協力分野の素人ですが，彼ら・彼女らが当部に新風を吹き
込み，過去の事例を手がかりにしつつ，現在の状況を踏まえて自ら調査し自ら考え，内外
の関係者と議論を重ねながらプロジェクトを進め，様々な経験を積み，何人かは再び法制
度整備支援の現場に戻り，あるいは隣接する国際業務に関連する分野に進むなど，当部の
伝統が承継，伝播される好循環も生まれてきています。当部には２０年もの歳月をかけて
築かれてきた「顔の見える国際協力」，「寄り添い型の法制度整備支援」という原点があ
り，相手国との確固とした信頼関係があります。最大の資産は，法務省，裁判所，弁護士
会，学者の先生方など大学関係者，ＪＩＣＡ，国際民商事法センター（ＩＣＣＬＣ）その
他多くの関係者から多大の御協力をいただいているということです。

これまで当部で培われてきた法制度整備支援の良き伝統を未来に繋ぎ，その上に更に少
しでも新しい良き伝統を重ねていくためにはどのようにしたら良いのかについて，誰もが
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直ちに納得できるような解はないでしょう。しかし，法制度整備支援の伝統を繋いでいく
上で重要なことは，当部の原点に立脚しながら「我が国の法制度整備支援の本当の良さ・
強み」とは何なのかということを徹底的に考え，それを再発見し，多くの関係者の知恵と
経験と技術を借りながら協働していく以外にはないのだろうと思っています。

改めて法制度整備支援に関わる皆様の御支援・御協力をお願いする次第です。
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外国法制・実務

ベトナム司法制度の概要

ＪＩＣＡ長期派遣専門家　
枝　川　充　志

国際協力部教官　
黒　木　宏　太1

ベトナムでは，１９８６年にドイモイ（刷新）政策が採用され，それまでの社会主義計
画経済に代わり市場経済が導入された。しかし，市場経済への移行のためには，それを支
えるための新たな法制度を整備しなければならなかった。そこで，ベトナムは，我が国に
対し，市場経済化に向けた法整備支援の要請をした。

法務省は，この要請に応じて，１９９４年，ベトナムの司法関係者を国内に招いて研修
を実施し，１９９６年には，ＪＩＣＡ（当時の特殊法人国際協力事業団，現在の独立行政
法人国際協力機構）による法整備支援プロジェクトがスタートした。法務省及びＪＩＣＡ
は，それ以降，ベトナムに対する法整備支援を続けており，法務省及びＪＩＣＡの民商事
法分野における支援としてはベトナムに対する法整備支援が最も古いものである。

そして，２０２１年１月，ベトナムに対する新たな法整備支援プロジェクトとして，
法・司法改革の促進と国家の国際競争力の強化に寄与するため，ベトナムの法規範文書制
度の質及びその効果的な執行が国際標準に照らして向上することを目的として，「法整
備・執行の質及び効率性向上プロジェクト」がスタートした。その期間は２０２１年１月
から２０２５年１２月までである。

本稿は，上記プロジェクトのスタートを契機として，これまでのベトナムにおける法整
備支援の状況を踏まえて，改めてベトナムの基礎知識を含めて統治機構や司法制度につい
て，紹介するものである2。

１　ベトナムの統治機構の概要

⑴　はじめに
ベトナムの統治機構は，共産党による一党支配の下，「民主集中制の原理」と「権

限分配の原理」を統治の基本原理としている。この原理の下，ベトナムでは，すべて
の国家権力は人民に帰属し（２０１３年憲法3２条２項），人民の代表機関である国会
が人民の最高の代表機関・国家権力機関として，国の活動に対する最高の監察を行う
（６９条）。

1  本稿のうち意見に渉る部分は筆者らの私見であり，筆者らの所属する団体や組織の見解でないことを申し添える。
2  司法制度の概観を紹介したものとしては，伊藤文規「ベトナムの統治機構，司法制度の概観」（ＩＣＤＮＥＷＳ第
２８号（２００６．９））４頁がある。本稿は，その後の変化や情報の蓄積を踏まえて，司法制度を中心にこれをアップ
デートしたものである。

3  以下，特に断りがない限りは，（　　）内で引用する憲法は，２０１３年１１月２８日に国会で可決された２０１３
年憲法を指す。訳は「ＪＩＣＡベトナム六法」による。https://www.jica.go.jp/project/vietnam/021/legal/index.html



ICD NEWS　第89号（2021.12） 7

その上で，国家主席，政府，最高人民裁判所長官，最高人民検察院長官，国家会計
検査院長官は，それぞれ国会に対して責任を負う統治構造となっている（８７条２
文，９４条２文，１０５条２項，１０８条２項，１１８条２項２文）。国会が有する
国家権力は統一されており，立法権・法執行権・司法権の各権限は，各国家機関に配
分され協同・抑制される関係にある（２条３項）。

以下では，司法制度に関する範囲で各国家機関を概観する。
⑵　国会（憲法第Ｖ章）

ベトナムは，いわゆる社会主義モデルと呼ばれる統治機構であり，上述のとおり共
産党一党支配の下での統治の基本原則を採用している。こうした基本原則の下，人民
の代表機関である国会がある。既述のとおり国会は全ての権力の源泉とされ，立法権
のみならず，憲法制定権力，内政，外交から社会経済問題，国防など一切の国事に対
する基本的政策の決定権を有している（民主集中原則（８条１項））。

国会は一院制で，定員上限は５００人である（国会組織法4２３条）。２０２１年５
月２３日に行われた第１５期（２０２１年から２０２６年任期）国会議員選挙では
４９９人が当選した。国家選挙評議会によれば5，当選者のうち，女性は１５１人
（３０．２６％），少数民族が８９人（１７．８４％）とされている。またベトナムで
は，国会議員は専従議員と兼任議員と区別されるが，第１５期では専従議員が
３８．６％を占めるにいたったとされ，この割合は，第１１期の２３．９％，第１２期
の２９．２１％，第１３期の３１％，第１４期の３３．８％と，期を経るごとに徐々に
増えてきている。

⑶　国家主席（憲法第Ⅵ章）
憲法上，国家主席は国家元首であり，対外及び対内的にベトナム社会主義共和国を

代表している（８６条）。国家元首は国会議員の中から選出され，その任期は国会の
任期に準じている（８７条）

⑷　政府（憲法第Ⅶ章）
上記民主集中原理の下では，チェックアンドバランスを主たる目的とした三権分立

とは異なり，司法府及び行政府を含む全ての国家機関は国会の下位に位置づけられ，
単に権限の一部を分配され執行しているにすぎないと解されている（権限分配の原
理）。こうした構造の中，政府は国会の執行機関であり，最高の国家行政機関でもあ
ると位置づけられている（９４条）。

⑸　人民裁判所と人民検察院（憲法第Ⅷ章）
最高人民裁判所及び最高人民検察院は，１９９２年憲法では同一の条文に規定さ

れ，一般に両者共に司法機関に属すると理解されていた。しかし１９９２年憲法で
は，明文上，「司法（tư pháp）」という言葉が使用されていないなど，三権分立制度を

4  ５７／２０１４／ＱＨ１３（「ＱＨ」は「QUỐC HỘI」の略で「国会」を意味する。）。訳については「ＪＩＣＡベト
ナム六法」参照。

5  国家選挙評議会のＨＰ「https://hoidongbaucu.quochoi.vn/tintuc/pages/chi-tiet.aspx?ItemID=11731」参照（２０２１年１２
月９日閲覧）。
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持たないベトナムにおいては，その概念を認めるかについては争いがあった。
２０１３年憲法では，人民裁判所は司法権を行使することが明記され（１０２条），

司法活動を検察することを任務とする人民検察院とは区別された。しかし司法権の意
義等については依然として明らかではないとされている。

⑹　人民評議会と人民委員会（憲法Ⅸ章）
人民評議会は「地方における国の権力機関であり，人民の意思，願望及び主人権6

を代表し，地方人民により選出され，地方人民及び上級の国の機関に対し責任を負
う。」（１１３条１項）機関であり，地方議会としての役割を持つ。

また，人民委員会は，人民評議会により選出された委員長，副委員長及び委員で構
成される，人民評議会の執行機関であり（１１４条１項），地方行政機関としての役
割を持つ。

なお，各地方には，司法局，財政局といった，我が国の地方支分部局に相当する機
関も置かれている。これらは中央省庁の指導監督を受けるが，人民委員会の一部局で
もある。ベトナムの行政機関は，取扱事務の分類を縦軸とし，地方政権を横軸とした
複雑な関係にある。

⑺　共産党
２０１３年憲法においては，党組織は「憲法と法令の枠内」で活動するとされてい

るものの，「国家と社会の指導勢力」であり，「人民と密接に結びつき，人民に奉仕
し，人民の監察を受け，自らの各決定につき人民に責任を負う」とされている（憲法
４条）。こうした「指導勢力」としての位置づけから，国家機関における幹部の多く
を党員が占め，指導的幹部になる条件として党の影響下にある政治学校7での政治教
育が義務づけられていたり，国家機関には党の意向が反映される党委員会が設置され
ている。人事面でも，共産党の幹部が国家機関の要職に据えられ各ポストを歴任する
という構造がある。大臣クラス以上は，共産党の中央執行委員会のメンバーや国会議
員を兼ねる者が多く，官職よりも党の役職が重視されることも多い。

共産党の中央レベルの党組織は，最高機関である①「全国共産党代表者大会」（５
年ごとに開催。），②前記党大会で選出される党中央委員からなる「中央執行委員会」
（２００人（正規委員１８０人，補欠委員２０人），概ね半年ごとに開催。），③中央
執行委員会で選出される「政治局」（１８人，党書記長を含む。），④「書記局」（１１
人，党書記長を含む。），⑤党中央事務局及び同各委員会で構成される。

①党大会は国家運営・党活動の総括と基本方針の提起を行う最高指導機関であり，
②中央執行委員会は党大会会期の間，党大会に代わる共産党の指導機関である。③政
治局は党の政策・指針，人事等の決定，④書記局は党の日常活動の指導・調整を行

6  「主人権」と訳したベトナム語は「quyền làm chủ」である。直訳すると「主人の権利」である。英訳では，“people’s 
mastery”や“people’s right as masters”などと訳されている。

7  たとえば「ホーチミン国家政治学院」（Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh）がある。同学院は，中央執行委員会
に直属し，政治局と書記局の指導を受ける党機関である。同学院の研修受講は，地方を含む公的機関の課長級に就く者
全員に求められているとされる。
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う。⑤党中央事務局等は，②・③・④に対し助言・補佐を行う。
共産党内の序列は書記長（現在はグエン・フー・チョン氏），国家主席（グエン・

スアン・フック氏），首相（ファム・ミン・チン氏），国会議長（ブオン・ディン・フ
エ氏）の順となっており，国家主席，首相，国会議長はいずれも政治局員である。書
記長，国家主席，首相，国家議長の４人は「四柱」又は「トップ４」と呼称される。
なお，現在，最高人民裁判所長官を務めるグエン・ホア・ビン氏は政治局員である。

以上のように，国家権力機関の背後に，書記長をトップとする政治局からなる意思
決定機関が存在し，少数の共産党上層部による集団指導体制が敷かれている8。

ベトナム統治機構図（作成：筆者ら）9

２　裁判所の種類

ベトナムの裁判制度は審級制を採用しており，最高人民裁判所，高級人民裁判所，省・
中央直轄市10人民裁判所（以下「省級人民裁判所」という。），県・区・市社・省所属市及
び同等の人民裁判所（以下「県級裁判所」という。）の四段階に分かれている。その他
に，特別の裁判所として軍事裁判所がある（人民裁判所組織法３条。以下「裁判所法11」
という。）

8  なお，共産党員の総数は，２０２１年１月時点の発表では５１０万人とされ（https://daihoidang.vn/ トップページにお
ける「Số lượng đảng viên: 5.100.000」との記載より。２０２１年１２月９日閲覧。），これは人口約９７６２万人（日本
外務省ＨＰが引用する「２０２０年，越統計総局」の数字）のうち約５％に相当する。

9  前掲注２のＩＣＤＮＥＷＳ２８号２１頁の図を踏まえ，２０１４年人民裁判所組織法（６２／２０１４／ＱＨ１３）
及び２０１４年人民検察院組織法（６３／２０１４／ＱＨ１３）を反映した限りのものである。

10  中央直轄市は，ハノイ市，ハイフォン市，ダナン市，ホーチミン市，カントー市を指す。
11  以下，特に断りがない限り，引用している裁判所法は，２０１４年１１月２４日に国会で可決された裁判所法（６２
／２０１４／ＱＨ１３）を指す。訳語は「ＪＩＣＡベトナム六法」による。

書　記　局

各級党委員会

祖国戦線
中央委員会本部

各級祖国戦線

全国共産党
代表大会

中央執行委員会

政　治　局

司　法　省

各　省　庁

街区・町・村の
人民評議会

街区・町・村の
人民委員会

高級人民裁判所

省級
（省，中央直轄市）

人民裁判所

国　会

常務委員会

各種委員会

県級
人民委員会

県級
人民評議会

省級
人民委員会

省級
人民評議会

最高人民裁判所 最高人民検察院

県級
人民検察院

県級
人民裁判所

政　府

副　首　相

首　相

高級人民検察院

国家主席
（大統領）

国防安全保障
委員会

人　民　軍

省級
（省，中央直轄市）

人民検察院
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⑴　審級制度（二審制，監督審・再審）
ベトナムでは二審制が採用されており，控訴審の判決・決定は言渡しの日から法的

効力を有する（裁判所法６条１項，民訴法12３１３条６項など）。なお，ベトナム法
では判決が“確定する”という表現ではなく，判決が“法的効力を有する”（có hiệu 

lực pháp luật）と表現される。
法的効力が生じた判決・決定に，法律違反等や新しい事情が発見された場合，これ

を再検討する手続として監督審・再審という制度が存在する（裁判所法６条２項，後
記６⑵にて補足。）。

⑵　人民裁判所の種類
ア　最高人民裁判所

最高人民裁判所の組織機構は，
⒤　最高人民裁判所裁判官評議会（１３名～１７名）
ⅱ　事務補佐機構（①事務局，②計画財政局，③刑事・行政監査検査部（第一監

査検査部），④民事・経営商事監査検査部（第二監査検査部），⑤労働・家庭・
未成年者監査検査部（第三監査検査部），⑥法制・科学管理部，⑦監査委員
会，⑧組織・人事部，⑨総務部，⑩国際協力部，⑪褒章部，⑫南部事業担当
部，⑬正義新聞，⑭人民裁判所雑誌）13

ⅲ　養成・研修施設（裁判所学院14）
からなる（裁判所法２１条１項，２２条，２４条，２５条）。最高人民裁判所は，
長官，副長官，最高人民裁判所判事，審査官（９３条），裁判所書記官（９２条），
その他公務員，準公務員及び労働者を有する（２１条２項）。

最高人民裁判所は，最高人民裁判所裁判官評議会により構成されるベトナムの最

12  以下，特に断りがない限り，引用している民事訴訟法は，２０１５年１１月２５日に国会で可決された民事訴訟法
（９２／２０１５／ＱＨ１３）を指す。訳語は「ＪＩＣＡベトナム六法」による。

13  ２０１５年６月２３日付「最高人民裁判所の事務補佐機構における各部門の組織機構，任務，権限に関する最高人民
裁判所決定」（９１８／２０１５／ＱＤ－ＴＡＮＤＴＣ（「ＱＤ」は「QUYẾT ĐỊNH」の略で「決定」を意味し，「ＴＡ
ＮＤＴＣ」は「TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO」の略で「最高人民裁判所」を意味する。）参照。

  参考までに，各部署のベトナム語の名称は，順に，次のとおりである。① Văn phòng, ② Cục Kế hoạch - Tài chính, ③
Vụ Giám đốc, kiểm tra về hình sự, hành chính (Vụ Giám đốc kiểm tra I), ④ Vụ Giám đốc, kiểm tra về dân sự, kinh doanh - thương 
mại (Vụ Giám đốc kiểm tra II), ⑤ Vụ Giám đốc, kiểm tra về lao động, gia đình và người chưa thành niên (Vụ Giám đốc kiểm tra 
III), ⑥ Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, ⑦ Ban Thanh tra, ⑧ Vụ Tổ chức - Cán bộ, ⑨ Vụ Tổng hợp, ⑩ Vụ Hợp tác quốc tế, ⑪
Vụ Thi đua - Khen thưởng, ⑫ Vụ Công tác phía Nam

  日本語訳では，「Vụ」（部）と「Cục」（局）を区別せず，一律に「局」と訳すことがあるが，ここではベトナム語に
忠実に訳出した。この違いは，確認できる限りでは，「Vụ」（部）と「Cục」（局）は同じレベルであるが，規模が異な
り，「Cục」（局）には独自の印鑑と口座があるため，財務と権限の観点から区部されており，「Cục」（局）の方が独立
しているとされている。

14  前身の「裁判官養成学校」はＫＯＩＣＡ（韓国国際協力団）の支援によって建設され，２０１５年７月３０日付首相
決定１１９１／ＱＤ－ＴＴｇ（「ＴＴｇ」は「THỦ TƯỚNG」の略で「首相」を意味する。）により，同校の機能任務等
を承継した上で，「裁判所学院（Học viện Tòa Án）」と名称変更されている。裁判所学院では，既に任官している裁判官
の継続研修や裁判所職員の研修，新任裁判官の研修，養成を行っている。２０１６年からは大学教育も実施している。

  なお，司法省が管轄している「司法学院（Học viện Tư Pháp）」が別に存在しており，従前，裁判官養成教育も行って
いたが，裁判所学院によれば，その機能は完全に同院に移行しているとのことである。

  参考までに，ＫＯＩＣＡによる裁判所学院を含む最高人民裁判所に対する協力プロジェクトは２００８年から開始さ
れ，フェーズ１「裁判官養成学校改善プロジェクト」（２００８年から２０１２年），フェーズ２「裁判官養成学校能力
強化プロジェクト」（２０１３年から２０１７年），フォローアップ期間を経て，フェーズ３「人民裁判所の透明性及び
審理の質改善プロジェクト」（２０１９年から２０２３年）を行っている。最近のＫＯＩＣＡの協力概要については，
投稿時点の内容であるが，拙稿（枝川）「主要な開発援助機関等による対ベトナム法司法協力の概要」（ＩＣＤＮＥＷＳ
第８４号（２０２０．９））８頁参照。
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高審理機関である（憲法１０４条１項，裁判所法２０条）。最高人民裁判所は，既
に法的効力が生じている判決・決定につき異議が申し立てられた事件について，監
督審・再審を担当する（裁判所法２０条１項）。また，各裁判所の審理を監督する
ほか（憲法１０４条２項，裁判所法２０条２項），審理における法令の統一的な適
用を保障するため，法規範文書である議決を発行する事務や司法行政事務も担当す
る（憲法１０４条３項，裁判所法２０条３項）。

最高人民裁判所裁判官評議会は，最高人民裁判所の裁判官５人又は裁判官全員に
より構成される裁判15合議体により，監督審・再審を審理する（裁判所法２３条）。

参考までに，上述の最高人民裁判所の事務補佐機構を日本の最高裁にあわせて比
較を試みると，①日本の最高裁事務総局的なものとして「事務局」「計画財政局」
「監査委員会」「組織・人事部」「総務部」「国際協力部」「褒章部」「南部事業担当
部」「正義新聞」「人民裁判所雑誌」，②日本の司法研修所及び裁判所職員総合研修
所（いずれも研究担当）的なものであり，判例を扱う部署として「法制・科学管理
部」（従前の審理科学研究所），③日本の最高裁調査官室的なものとして「刑事・行
政監査検査部（第一監査検査部）」「民事・経営商事監査検査部（第二監査検査部）」
「労働・家庭・未成年者監査検査部（第三監査検査部）」と整理されうる。また，
④日本の司法研修所及び裁判所職員総合研修所（いずれも研修担当）的なものとし
て，養成・研修施設の「裁判所学院」がある。

２０１９年６月３０日時点で，最高人民裁判所裁判官は１７名16である。また，
書記官及び審査官は合計３８７名である。

15  「裁判合議体」と訳したベトナム語は「Hội đồng xét xử」である。「審理合議体」と訳されることがある。
16  ２０２１年１２月９日現在（最高人民裁判所ＨＰ閲覧日），１６名（男性１４名，女性２名）となっている。

【写真１】　 最高人民裁判所の模型 

（全体写真）
【写真２】　 最高人民裁判所 

（従来からある建物）
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【写真３】　 最高人民裁判所 

（新設された建物）17 

【写真４】　 従来からある建物（写真２）
が「国家遺跡」であることの
表示18 

イ　高級人民裁判所
２０１４年の人民裁判所組織法の改正により，ハノイ市19，ダナン市20及びホーチ

ミン市21に３つの高級人民裁判所が設置されている。
高級人民裁判所の組織機構は，
⒤　高級人民裁判所裁判官委員会（裁判官１１名から１３名）
ⅱ　刑事法廷，民事法廷，行政法廷，経済法廷，労働法廷，家庭・未成年者法廷
ⅲ　事務補佐機構（事務局他）

からなる（裁判所法３０条，３１条）。高級人民裁判所は，長官，副長官，裁判
長22，副裁判長，裁判官，審査官，裁判所書記官，その他公務員及び労働者を有す
る。

高級人民裁判所は，前述のとおり，２０１４年人民裁判所組織法により新たに設
置された23。従前は最高人民裁判所内に控訴審法廷が設けられており，現行制度で
の最高人民裁判所裁判官に相当する役職を含めて，約１１０名もの「最高人民裁判
所裁判官」が存在していた。しかし，最高人民裁判所を法の統一的適用の保障とい

17  ２０２０年１０月２８日に開所式が行われた。
18  ２０１９年１２月１３日に写真２は国家遺跡に指定された。
19  ハノイ市における高級人民裁判所は，ハノイ市，ハイフォン市，ホアビン省，フート省，トュエンクアン省，ハザン
省，タイグエン省，カオバン省，バッカン省，ラオカイ省，イエンバイ省，ランソン省，ソンラ省，ライチャウ省，
ディエンビエン省，ビンフック省，フンイエン省，ハイズオン省，バクニン省，バクザン省，ハナム省，クアンニン
省，タイビン省，ナムディン省，ニンビン省，タインホア省，ゲアン省，ハティン省からなる北部及び北中部の２８
省・中央直轄市において土地管轄を有する。

20  ダナン市における高級人民裁判所は，ダナン市，クアンビン省，クアンチ省，トゥア・ティエン・フエ省，クアンナ
ム省，クアンガイ省，ビンディン省，フーイエン省，カインホア省，ザーライ省，コントゥム省，ダクラク省からなる
中部及び西高原における１２省・中央直轄市において土地管轄を有する。

21  ホーチミン市における高級人民裁判所は，ホーチミン市，カントー市，ビントゥアン省，ニントゥアン省，ドンナイ
省，バリア・ブンタウ省，ビンズオン省，ビンフオック省，ロンアン省，タイニン省，ダクノン省，ラムドン省，ハウ
ザン省，ドンタップ省，ティエンザン省，ベンチェ省，チャビン省，ビンロン省，ソクチャン省，バクリエウ省，カマ
ウ省，アンザン省，キエンザン省からなる南部の２３省・中央直轄市において土地管轄を有する。

22  各法廷のトップである者を指す。我が国の部総括判事に近い概念と思われる。
23  高級人民裁判所の設立については，「ベトナム新裁判所法，検察院法，企業法，投資法及び民事判決執行法の概要」
（ＩＣＤＮＥＷＳ第６３号（２０１５．６））１７５頁参照。
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う任務に集中させるため，控訴審法廷部門を下級裁判所として独立させた。
上記構成からなる高級人民裁判所は，①控訴審（第一審である省級人民裁判所の

第一審判決・決定につき，控訴・異議申立てがされた事件の控訴審），②監督審・
再審（省級人民裁判所及び県級人民裁判所の法的効力を生じた判決・決定につき，
異議申立てがされたものの監督審・再審）である（裁判所法２９条）。

高級人民裁判所裁判官委員会は，高級人民裁判所裁判官委員会の裁判官３人又は
全員により構成される裁判合議体により監督審・再審を審理する（裁判所法３２
条）。高級人民裁判所の専門法廷は，未だ法的効力を生じていない省級人民裁判所
の判決・決定の控訴審を行う（裁判所法３３条）。

２０１９年６月３０日時点で，高級人民裁判所の裁判官は９８名である。また，
書記官及び審査官は合計２０７名である。

ウ　省級人民裁判所（５８省及び５中央直轄市）
省級人民裁判所は，
⒤　裁判官委員会（裁判官委員会の構成員数は，省級人民裁判所長官の提議によ

り最高人民裁判所長官が決定する。）
ⅱ　刑事法廷，民事法廷，行政法廷，経済法廷，労働法廷，家庭・未成年者法廷
ⅲ　事務補佐機構（事務局他）

からなる（裁判所法３８条１項）。省級人民裁判所は，長官，副長官，裁判長，副
裁判長，裁判官，審査官，裁判所書記官，その他公務員及び労働者を有する（裁判
所法３８条２項）。

上記構成からなる省級人民裁判所は，①第一審（一定の複雑重大な刑事・民事・
経済・労働・行政及び家庭・未成年者事件について，第一審24），②控訴審（第一
審である県級人民裁判所の第一審判決・決定につき，控訴・異議申立てがされた事
件の控訴審），③再検査担当（県級人民裁判所の法的効力を生じた判決・決定を検
査し，訴訟法の規定による法令違反がある又は新たな事情があることを発見したと
きは，高級人民裁判所長官，最高人民裁判所長官に検討，異議申立てを建議する）
である（裁判所法３７条）。

２０１９年６月３０日時点で，省級人民裁判所の裁判官は１，１４５名である。
また，書記官及び審査官は合計２，２３８名である。

エ　県・区・市社・省所属市及び同等の人民裁判所（７１０か所25）
県・区・市社・省所属市及び同等の人民裁判所は，⒤刑事，民事，家庭・未成年

24  第一審をどの裁判所で行うかの詳細は，各訴訟法の定めに従う。民事訴訟法３５条以下，刑事訴訟法２６８条以下，
行政訴訟法３１条以下を参照のこと。

   以下，特に断りがない限り，引用している行政訴訟法は，２０１５年１１月２５日に国会で可決された行政訴訟法
（９３／２０１５／ＱＨ１３）を指す。

   以下，特に断りがない限り，引用している刑事訴訟法は，２０１５年１１月２７日に国会で可決された刑事訴訟法
（１０１／２０１５／ＱＨ１３）を指す。翻訳については「ＪＩＣＡベトナム六法」参照のこと。なおその後，施行ま
では技術上の問題が発見され，一定期間及び手続を要している。この点については，松尾宣宏「ベトナム２０１５年刑
事訴訟法の概要」（ＩＣＤＮＥＷＳ第７９号（２０１９．６））４３頁注３参照のこと。

25  ２０１９年１０月現在。
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者，行政処分の各専門法廷を置くことができ，ⅱ事務補佐機構がある（裁判所法
４５条）。

県級人民裁判所は，最下級の裁判所であり，上記ウ①で記載した事件以外の事件
について原則的に第一審管轄権を有する（裁判所法４４条）。

２０１９年６月３０日時点で，県級人民裁判所の裁判官は４，６８８名である。
なお，書記官及び審査官は合計４，５３６名である。

オ　事件数の推移
一定期間（２００４年度26，２０１５年度27，２０１９年度28）ごとの，一審，控訴

審，監督審・再審の事件受理数の推移は以下のとおりである。司法改革29期間に該
当する約１５年で受理事件数の総計は約２．７５倍に増加している。なかでも商事
経営事件は約１３倍近い増加率となっている。

26  ２００４年度は，２００４年１０月から２００５年８月末までの統計である。最高人民裁判所から，当時のＪＩＣＡ
プロジェクト専門家が入手した，２００５年後期国会に提出された報告書に基づく統計である。

27  ２０１５年度は，２０１５年１０月から２０１６年９月末までの統計である。最高人民裁判所から，当時のＪＩＣＡ
プロジェクト専門家が入手した資料に基づく。

28  ２０１９年度は，２０１９年１０月から２０２０年９月末までの統計である。最高人民裁判所から入手した資料に基
づく。

29  ２００５年６月２日付「２０２０年までの司法改革戦略に関する政治局４９号議決」（４９―ＮＱ／ＴＷ（「ＮＱ」は
「NGHỊ QUYẾT」の略であり「議決」又は「決議」と訳される。「ＴＷ」は「TRUNG ƯƠNG」の略であり「中央」を
意味する。「Ư」が「W」に変換されている。）による２００５年～２０２０年までの司法改革戦略。“４９号政治局議
決”と呼称される。



ICD NEWS　第89号（2021.12） 15

事件の種類／審級
２００４年度 ２０１５年度 ２０１９年度
受理事件数 受理事件数 受理事件数

1 刑事
一審 50,890 65,791 73,986
控訴審 12,830 15,572 15,399
監督審、再審 228 166 341

合計 63,948 81,529 89,726
2 民事

一審 63,837 113,092 168,099
控訴審 11,760 10,994 13,584
監督審、再審 340 573 695

合計 75,937 124,659 182,378
3 婚姻家族

一審 61,534 206,812 263,102
控訴審 2,880 2,494 2,446
監督審、再審 306 67 107

合計 64,720 209,373 265,655
4 商事経営

一審 1,220 16,022 17,521
控訴審 208 1,389 1,570
監督審、再審 4 182 165

合計 1,432 17,593 19,256
5 労働

一審 769 7,428 3,674
控訴審 170 371 372
監督審、再審 5 25 21

合計 944 7,824 4,067
6 行政

一審 741 4,933 9,602
控訴審 486 1,701 2,755
監督審、再審 21 74 113

合計 1,248 6,708 12,470
総計 208,229 447,686 573,552

受理事件数の推移（作成：筆者ら）

⑶　特別裁判所
特別裁判所として軍事裁判所がある。軍事裁判所は，中央軍事裁判所，軍区及び同

等の軍事裁判所，区域軍事裁判所がある（裁判所法４９条，５０条）。各軍事裁判所
は軍隊単位であり，管轄に属する各事件30を審理する職務を実施する。

30  軍事裁判所が管轄する事件は被告人が現役の軍人である刑事事件などである。
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（参照：最高人民裁判所　７０年の歩みと発展（１９４５年９月１３日－２０１５年９月１３日）２０１５年，３５６頁）

ベトナム人民裁判所機構図（２０１４年人民裁判所組織法に基づく）（作成：枝川）

３　裁判官の採用制度の概要

⑴　裁判官等の人数
人民裁判所の裁判官は，最高人民裁判所裁判官，高級裁判官，中級裁判官，初級裁

判官からなる。最高人民裁判所には最高人民裁判所裁判官，高級人民裁判所には高級
裁判官，省級人民裁判所には高級裁判官・中級裁判官・初級裁判官，県級人民裁判所
には中級裁判官・初級裁判官が，それぞれ置かれる（裁判所法６６条）

最高人民裁判所の２０１９年時点の報告によれば，人民裁判所の総定員数は
１５，２３７人とされ，２０１９年６月３０日時点で，裁判官は５，９４８人（最高
１７名，高級９８名，省級１，１４５名，県級４，６８８名）となっており，審査官及
び書記官が全体で７，３６８人，その他の職員は全体で５９１人，総計で１３，９０７
人となっている。総定員数より１，３３０人の不足がある。

⑵　任命権限
最高人民裁判所長官の任命権は国会が有する（憲法７０条７項，なお，同８８条３

項，裁判所法２６条１項）。他の最高人民裁判所裁判官の任命権は国家主席が有して
おり（憲法８８条３項，裁判所法７２条），候補者名簿については最高人民裁判所長
官が委員長を務める国家裁判官選抜・監察評議会（裁判所法７０条，７１条）が作成
する。
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⑶　資格要件及び養成制度
各級の裁判官の資格要件として，法学士以上の学位を有すること等（裁判所法６７

条）に加え，大要，下表のとおりの法令業務経験が要求される（以下，引用法令は裁
判所法である。詳細は同法を確認願いたい。）。

種類（６６条） 任命に必要な経験等（６８条，６９条） 裁判所（６６条）

最高人民裁判所裁判官

ａ）満５年以上，高級裁判官であった。
ｂ）訴訟法の規定に基づき最高人民裁判所の管轄に属す

る諸事件を審理し，その他の諸事案を解決する能力を
有する。

※ただし，裁判所業務をしたことがなくとも，高官経験
者・法令の専門家等の例外あり。

最高人民裁判所

高級裁判官

ａ）満５年以上，中級裁判官であった。
ｂ）訴訟法の規定に基づき高級裁判所，中央軍事裁判所

の管轄に属する諸事件を審理し，その他の諸事案を解
決する能力を有する。

ｃ）高級裁判官への昇級試験に合格した。
※ただし，ａ）につき，人事上の必要性がある場合に

は，中級裁判官でないものであっても，１８年以上，
法令業務に従事した期間があれば，任命可能。

高級人民裁判所
省級人民裁判所

中級裁判官

ａ）満５年以上，初級裁判官であった。
ｂ）訴訟法の規定に基づき裁判所の管轄に属する諸事件

を審理し，その他の諸事案を解決する能力を有する。
ｃ）中級裁判官への昇級試験に合格した。
※ただし，ａ）につき，人事上の必要性がある場合に

は，初級裁判官でないものであっても１３年以上，法
令業務に従事した期間があれば，任命可能。

省級人民裁判所
県級人民裁判所

初級裁判官

ａ）５年以上，法令業務に従事した期間がある（※書記
官等）。

ｂ）訴訟法の規定に基づき裁判所の管轄に属する諸事件
を審理し，その他の諸事案を解決する能力を有する。

ｃ）初級裁判官選抜試験に合格した。

省級人民裁判所
県級人民裁判所

資格要件等（作成：筆者ら）

⑷　任期
各裁判官の最初の任期は５年である。再任された又は異なる等級の裁判官に任命さ

れた場合，次の任期は１０年である（裁判所法７４条）。
⑸　異動

最高人民裁判所長官の決定により，土地管轄の範囲外に異動することがある。ま
た，省級人民裁判所長官の決定により，土地管轄の範囲内の異動をすることがある
（裁判所法７８条）。
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⑹　裁判官の独立31

参考までに裁判官の独立について，憲法上，「裁判官，参審員は，独立して法令に
のみ従って審理する；機関・組織・個人が，裁判官，参審員の審理に干渉することを
厳禁する。」（１０３条２項，裁判所法９条）とされている。民訴法では１２条，行訴
法では１３条，刑訴法では２３条に規定されている。

４　民事訴訟手続の概要32 33

⑴　別紙の図を参考にされたい。
⑵　おおよその流れは以下のとおりである。

①　原告は，管轄のある人民裁判所に，書類及び証拠を添付した訴状を提出する（民
訴法１９０条）（以下，断りがない限り，引用条文は同法を指す。なお，同条１項
ｃ号においては，裁判所の電子ポータルサイトの電子形式でオンライン送信（あれ
ば）と規定されている34。）35。

②　裁判所は，訴状を受領した後，裁判所長官は訴状を検討する裁判官（以下「訴状
裁判官」という。）を１名指名する（１９１条２項）。

③　訴状裁判官は，法定の記載事項が含まれていない場合には，訴状を補正，補足す
るためにその旨を原告に必要な事項を明記した文書で通知する（１９３条１項）。
訴状裁判官が訴状，添付資料及び証拠を受領した後，当該事件がその管轄下にある
と判断した場合には，訴状裁判官は，原告に対し，訴訟費用の前金の納付を通知す
る（１９５条１項）。訴訟費用の前金の支払がされた後に，訴状裁判官は，正式に
当該事件を受理する（同３項）。

④　訴状裁判官の事件受理報告に基づき，裁判所長官は，公平性，客観性，無作為性
に配慮しつつ，事件を解決する裁判官（以下，単に「裁判官」という。）を指名す
る（１９７条１項）。

⑤　和解前置主義が採用されており，原則として，裁判所36は審理に入る前に，証拠
の提出，入手，開示の検査会議期日及び当事者間の和解期日を開く（２０５条，

31  ２０１８年７月４日付「裁判官職務倫理規程集（BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ CỦA THẨM PHÁN）」（８７ /
ＱＤ－ＨＤＴＣ（「ＨＤＴＣ」は「HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN GIÁM SÁT THẨM PHÁN QUỐC GIA」の略であり「国家
裁判官選抜・監察評議会」（裁判所法７０条参照）を意味する。））が制定されている。なお，「BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC 
VÀ ỨNG XỬ CỦA THẨM PHÁN」は文字どおり訳すと「裁判官の倫理及び適切対応規程集」といった訳になる。

32  西村あさひ法律事務所編「ベトナムのビジネス法務［第２版］」３２８頁以下にて，分かりやすく整理されている。
なお，刑事訴訟手続については前掲松尾「ベトナム２０１５年刑事訴訟法の概要」の４３頁以下参照。

33  ベトナムの訴訟手続では，事件は，民事，婚姻家族，経営商事，労働，行政，刑事に分類される。このうち民事訴訟
法では，「民事，婚姻家族，経営商事，労働」を扱う。

34  最高人民裁判所によれば，導入されたもののあまり利用されておらず，手続を定めた最高裁判所裁判官評議会による
２０１６年１２月３０日付「電子手段による訴状，資料，証書の受領・送付，及び訴訟文書の発給・送達・通知に関す
る民事訴訟法９２／２０１５／ＱＨ１３及び行政訴訟法９３／２０１５／ＱＨ１３の諸規定の施行案内に関する最高人
民裁判所裁判官評議会議決（０４／２０１６／ＮＱ－ＨＤＴＰ）（「ＨＤＴＰ」は「HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN 
NHÂN DÂN TỐI CAO」の略であり「最高人民裁判所裁判官評議会」を意味する。）の改訂が検討されている由である。

35  「裁判所による調停・対話法（５８／２０２０／ＱＨ１４）（２０２１年１月１日施行，訳語は「ＪＩＣＡベトナム六
法」）１６条３項によれば，一定の例外を除いて，「訴状，申立書を受領した日から２営業日以内に，この法律（引用者
注：調停・対話法を指す。）第１９条第１項，第２項，第４項，第６項及び第７項に定めるいずれの場合にも該当しな
い場合，裁判所は，訴訟人，申立人に対し，この法律に定める調停・対話の選択及び調停員の選定の権利について知ら
せるため，書面により通知する。」とされ，調停に付するか否か，当事者にいわば選択権が付与されている。

36  ２０５条では，「裁判官」ではなく，「裁判所」とされている。
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２０８条）。和解期日では，裁判所主導による当事者間の和解実施手続を設定し，
そこでは，裁判官が，当該紛争において当事者が和解による合意に到達できるよう
に，仲介の役割をする（２１０条４項参照）。和解で解決できなければ，裁判所は
審理期日を定める。

⑥　標準的な民事事件は，公開で審理される（１５条２項）。
⑦　民事訴訟事件の第一審は，簡易手続の場合37を除き，人民参審員が参加すること

とされており（１１条１項），裁判官１名・人民参審員２名から構成される合議体
により審理が行われる（６３条）38。

⑧　第一審の判決・決定については，控訴することが可能である（１７条１項）。控
訴されない場合には，第一審の判決・決定が，控訴期間39満了時に法的効力を有す
る（１７条１項，２７３条）。控訴された場合における，控訴審の判決・決定は，
その言い渡しの日に法的効力を有する（１７条１項，３１３条６項，３１４条６
項）。

⑨　法的効力を有するこれらの判決・決定に基づいて，執行が可能となる（４８２条
１項）。

⑩　もっとも，法的執行力のある裁判所の判決・決定であっても，再審査される場合
がある。監督審と再審である。具体的には，（ｉ）事件の客観的事実関係と矛盾し
ている判決又は決定の結論が，当事者の合法的権利，利益に害を与える場合，（ⅱ）
事件手続の重大な違反により，当事者は自身の訴訟権利，義務を行使せず，合法的
権利，利益に至り，法令に基づき保護されていない場合，（ⅲ）不当な判決，決定
に至る法律適用において過誤があり，当事者の合法的な権利，利益に害を与え，公
共利益，国家利益，第三者の合法的権利，利益を侵害する場合には，監督審手続に
おいて再検討される（３２５条，３２６条）。

⒤事件の解決において当事者が知り得なかった事件の新しい事実関係が発見され
た場合，ⅱ鑑定人の結論及び通訳人の通訳に虚偽があり，又は証拠が偽造されたこ
とを証明する根拠がある場合，ⅲ裁判官，人民参審員又は検察官が事件記録を意図
的に転用し，又は故意に不法な結論を出した場合，ⅳ裁判所が事件の解決のために
根拠とした刑事，行政，民事，婚姻及び家族，営業，商事又は労働に関する裁判所
の決定又は国家機関の決定が既に破棄された場合には，再審手続において審理され
る（３５１条，３５２条）。

37  簡易手続の場合は，第一審，控訴審ともに，単独の裁判官が行う（民訴法６５条。２０１３年憲法１０３条１項参
照。）。

38  第一審でも，特別な事件の場合には，裁判官２名・人民参審員３名の合議体で審理が行われる（民訴法６３条）。人
民参審員は，民事訴訟事件の解決の決定の投票において，裁判官と同等の権限を有する（１１条）。民事訴訟事件の控
訴審は，裁判官３名による合議体で審理が行われる（６４条）。

39  第一審判決言渡しの日から１５日である（民訴法２７３条）。
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５　民事判決執行制度の概要40 41 42

⑴　判決執行債権者（以下「債権者」という。）は，判決執行債務者（以下「債務者」
という。）からの任意の履行がされない場合には，民事判決執行法に規定された手続
に従い，日本と異なり，司法省が管轄する執行機関（民事判決執行局等）に対して強
制執行を申し立てることができる。

強制執行の手段には，日本と同様に，債務者の財産を差し押さえた上で競売するこ
となどがある。判決等の執行を促進するため，民間機関であるＢａｉｌｉｆｆが裁判
所の判決等の執行業務の一部を担っていることもある43。

民事判決執行の組織体制は次のとおりである（民事判決執行法１３条参照。）。
・中央レベル：民事判決執行総局は，司法省直属の民事判決執行管理機関
・省レベル：省，中央直轄市にある民事判決執行局（以下「民事判決執行局」とい

う。）は，民事判決執行総局に属する民事判決執行機関
・県レベル：県，区，市社，省所属市の民事判決執行支局は，民事判決執行局に属

する民事判決執行機関
また，控訴される可能性がある場合でも，下記の場合には，第一審の判決・決定

は，直ちに執行することができる（民事判決執行法２条２項，民訴法４８２条２項）
・扶養，給与の支払，労賃の支払，退職手当，失業手当，労働能力喪失手当，生

命，健康に関する損害，精神的損害の賠償，労働者の業務への復帰を認める判
決，決定

・緊急保全処分の適用決定
⑵　手続の概要は次のとおりである。執行手続を進めるにあたり，民事判決執行機関内

（執行機関，執行官等含む。）の主宰機関は執行段階において異なっている。また，
判決執行の一連の手続において，人民検察院は民事判決執行を検察する役割を担って
いる（民事判決執行法１２条２項。以下，断りがない限り，同法を指す。）
【ステップ１：事件の受領】

民事判決執行機関は，判決等の執行申立てを受領し，執行決定の後に執行官へ事
件配点をする。この段階の手続主体44は，民事判決執行局の事務局に加え，審査官
又は判決執行書記官45である。大まかな流れは以下のとおりである。

40  日本では「民事執行」と表現されるが，ベトナムでは「民事判決執行（thi hành án dân sự）」と表現される。「民事執
行」という表現をそのままベトナム語に翻訳すると，そのまま「民事（dân sự）」の「執行（thi hành）」と表現され，
「判決」にあたる「án」が欠けることになり意味が通じなくなる恐れがある。

41  西村あさひ法律事務所編「ベトナムのビジネス法務［第２版］」３３２頁が参考になる。
42  ２００８年及び２０１４年改正後の民事判決執行法（２６／２００８／ＱＨ１２，６４／２０１４／ＱＨ１３）の翻
訳については，「ＪＩＣＡベトナム六法」を参照のこと。さらに詳細については，同法の下位法規である２０１５年議
定６２／２０１５／ＮＤ－ＣＰ（「ＮＤ」は「NGHỊ ĐỊNH」の略であり「議定」又は「政令」と訳される。「ＣＰ」は
「CHÍNH PHỦ」の略であり「政府」を意味する。），及びこれを一部改正した２０２０年議定３３／２０２０／ＮＤ－
ＣＰを参照。本稿で記載した内容は，原則的な内容を概括したに留まるので，念のため。

43  判決の執行を促進するため，ホーチミン市など一部の地域においては Bailiff 制度が実験的に運用され，民間機関で
ある Bailiff が裁判所の判決等の執行業務の一部を担ってきたが，２０１６年１月１日からは，正式な制度として Bailiff
制度が全国的に導入された。２０１９年９月３日現在，ホーチミン市，ハノイ市，ハイフォン市等の地域において合計
８１の Bailiff 事務所が設立されている。西村あさひ法律事務所編「ベトナムのビジネス法務［第２版］」３３１頁。

44  手続主体については，ベトナム司法省作成パンフレット「民事判決執行総局」（TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ）
（２０１７年）を参考にし，記載の便宜上，省レベルの機関を念頭において表記した。

45  「事務局」「審査官」「判決執行書記官」のベトナム語はそれぞれ「Văn phòng」「Thẩm tra viên」「Thư ký thi hành án」
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①　執行力のある判決・決定
裁判所は，当事者に対し，「執行用」と記載した判決・決定を交付する（２７

条）。また，裁判所は権限を有する民事判決執行機関に対し，原則として，判
決・決定が法的効力を生じた日から３０日以内に，当該判決・決定を送付しなけ
ればならない（２８条１項）46。

②　判決執行申立及び判決執行決定
民事判決執行機関の長は，申立権のある者（判決執行債権者，判決執行債務者

（３０条１項））からの執行申立書（３１条２項）を受理してから，５営業日以
内に判決執行決定を出す（３６条１項）とともに，執行官を任命する（３６条２
項）。

なお，判決執行申立には時効があり，判決・決定の法的効力が生じた日から５
年間である（３０条１項）。また，判決執行決定には，判決の任意執行の期限が
明記される（３６条３項）。

判決執行決定は，同級の検察院に送付されるとともに（３８条），判決の強制
執行決定は，判決の強制執行当事者及び関連する権利義務を有する者に通知され
る（３９条）。

③　判決執行条件の確認
判決の任意執行期限は，判決執行債務者が判決執行決定を受領した日，又は判

決執行決定に基づいて適式な通知を受けた日から１０日である（４５条１項）。
判決の任意履行期限が満了した日から１０日以内に，判決執行債務者が任意に

履行しないとき，執行官が執行条件の確認を行う（４４条１項１文）。
前記任意執行期限が満了し，判決執行条件を備えているのに判決執行債務者が

任意に判決を執行しないときは，強制執行を行うことになる（４６条）。
【ステップ２：強制執行】

執行官は，強制執行の前に，強制執行計画を作成し，その中で適用すべき強制執
行の措置，日時・場所などの強制執行の具体的な内容を定める（７２条）。

強制執行の種類は７１条に列挙された６種類である。金銭執行に関するものは
７１条１項から４項であり，非金銭執行のうち，物の引渡請求に関するものは５
項，それ以外の作為・不作為を命じる判決・決定の履行を命じる判決・決定の履行
は６項に該当する。

この段階の手続主体は，判決執行業務・組織課及び執行官47等である。
【ステップ３：判決執行の終結（判決執行記録の審査・保管）】

判決執行の終結は，当事者が自己の権利の行使，義務の履行を終えたことを，民
事判決執行機関が確認した場合，判決執行停止決定があった（５０条）場合，判決

である。
46  判決執行の管轄については３５条が定める。
47  「判決執行業務・組織課」「執行官」と訳したベトナム語はそれぞれ「Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án」「Chấp 
hành viên」である。
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執行は当然に終了する（５２条）。
また，判決執行記録の審査・保管も行われ，不服申立て及び告訴告発監査解決

課48の他，審査官又は書記官がこれを行う。

６　日本の裁判制度との主な相違点等

⑴　審級制
人民裁判所は，これまで述べたとおり，最高人民裁判所，高級人民裁判所，省級人

民裁判所，県級人民裁判所の四級に別れているものの，原則として二審制をとってい
る。

⑵　監督審及び再審制度
以上に述べた四級二審制の原則に加え，ベトナムに特徴的な制度として，判決・決

定の違法等を再審査する監督審（越：giám đốc thẩm，英：cassation）49，及び新証拠が
発見された場合の再審（越：tái thẩm，英：reopening）50制度があることが挙げられる。
監督審・再審は，判決・決定が法的効力を有した後に，判決・決定を再検討（xem 

xét lại）するために行われる（民訴法１７条，刑訴法２７条，行訴法１１条）。
もともとフランス植民地時代に同国の破棄院に倣った制度・手続が導入され，その

後，ソ連をはじめとする社会主義国の影響等を受けて次第に変容して現在のような形
になったとされている。

例えば，民訴法の場合，監督審・再審を申し立てられるのは，高級人民裁判所の法
的効力を有する判決・決定に対しては，最高人民裁判所長官及び最高人民検察院長官
であり，省級・県級人民裁判所の法的効力を有する判決・決定に対しては，高級人民
裁判所長官及び高級人民検察院長官となっている（３３１条，３５４条）51。

当事者は，監督審については３３１条が定める者に文書で提議し，再審については
３５４条が定める者に文書で通知する権限を有するに過ぎない（３２７条１項，
３５３条１項）。つまり，当事者には監督審・再審の申立権限はない。また，原則と
して非公開の手続となっている52。これは，監督審・再審が各裁判所の審理の監督の
一環として置かれていることの現れと考えられている。

48  「不服申立て及び告訴告発監査・解決課」と訳したベトナム語は，「Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo」である。
49  民訴法３２５条，同３２６条，刑訴法３７０条，同３７１条，行訴法２５４条，同２５５条参照。
50  民訴訟３５１条，同３５２条，刑訴法３９７条，同３９８条，行訴法２８０条，同２８１条参照。
51  なお，刑訴法では，監督審を申し立てられるのは，高級人民裁判所の法的効力を有する判決・決定に対しては，最高
人民裁判所長官及び最高人民検察院長官等であり，省級・県級人民裁判所の法的効力を有する判決・決定に対しては，
高級人民裁判所長官及び高級人民検察院長官となっている（３７３条，３８２条参照）。これに対し，再審を申し立て
られるのは，最高人民検察院長官，高級人民検察院長官等に限られている（４００条）。このような違いは，最高人民
検察院によれば，沿革的に，事実関係に関して一次的な責任を負うのは最高人民検察院である，と考えられてきたこと
にあるようである。

52  監督審・再審は，判決・決定が法的効力を有した後に行われる手続であり，審級（一審・控訴審）とは異なる手続と
位置づけられている。このことを踏まえ，最高人民裁判所によれば，各訴訟法には裁判の公開原則の規定があるが（民
訴法１５条２項，刑訴法２５条第２段，行訴法１６条２項），監督審・再審では同規定は適用されず，公開非公開とい
う問題は生じない，とされている。但し，最高人民裁判所によれば，市民の関心を集めた刑事事件の監督審期日につい
て，透明性確保の観点から，弁護士や報道機関に公開されたケースがあるとのことである。

  なお，検察院は，訴訟機関が法律の手続を遵守しているかを監督する観点から，訴訟法上，監督審・再審期日におけ
る出席が必要的となっている。これに対し，当事者等は必要に応じて召喚されることになっている（民訴法３３８条，
同３５７条等，刑訴法３８３条，同４０３条等，行訴法２６７条，同２８６条等）
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⑶　人民参審員（Hội thẩm nhân dân）制度
人民参審員制度は，第一審において，原則として，裁判官と同等の立場で人民参審

員が人民の代表として裁判に参加する制度である（憲法第１０３条１項）。これは，
社会主義理念に基づき，民衆参加という視点から行われている。

人民参審員の任免については，各級の人民裁判所の長官が，各級（省，県など）の
ベトナム祖国戦線委員会の同意を得た上で，当該級の人民評議会に対し要請すること
になっている。任期は，人民参審員を選任した人民評議会の任期に従う（裁判所法
８４条乃至９１条）。

２０２１年に入り，最高人民裁判所内で人民参審員制度の見直しが開始されてい
る。

⑷　人民検察院の民事手続等への関与
人民検察院の任務は，公訴権の行使及び司法活動の検察である（憲法１０７条１

項，２０１４年人民検察院組織法２条53）。司法活動に関する検察として，監督審・
再審申立てを行うことのほか，刑事事件以外の民事，行政事件等に検察官が法廷に立
会い，意見を陳述することができる。また，当事者が控訴しない場合でも，異議を申
し立てることができる（民訴法５７条，５８条等，行訴法４２条，４３条等）。さら
に，民事及び行政判決執行の検察も行う（民事判決執行法１２条等，行訴法３１５
条，人民検察院組織法６条２項等）。

⑸　判例（Án lệ）制度
２０１３年憲法以前の憲法では，司法機関は憲法・法律・法令の解釈権を有してお

らず，これに関連して，法規範文書上，「判例」の概念はなかった。その後，
２００５年の共産党４９号政治局議決54で「判例の発展」が指針として定められたこ
と，その後，２０１３年憲法において最高人民裁判所は「法令の統一的な適用を保障
する」（１０４条３項，裁判所法２０条３項）と規定されたことを受け，２０１５年
１２月から「判例の選定，公布，適用の手続に関する最高人民裁判所裁判官評議会議
決」55により判例制度が施行され，ベトナム独自の「判例制度」が開始されている56 57。

その後，２０１９年に改訂された上記議決によれば，法的効力をする判決・決定の
中から標準性を有するなどの基準を満たすものを選定し，これらを最高人民裁判所長
官が「判例」として「公布」することとされている。また，民法等の実体法や各訴訟

53  ６３／２０１４／ＱＨ。翻訳については「ＪＩＣＡベトナム六法」を参照。
54  前掲注２９参照。
55  ２０１５年１０月２８日付０３／２０１５／ＮＱ－ＨＤＴＰ。なお，前記議決は２０１９年６月１８日付０４／
２０１９／ＮＱ－ＨＤＴＰにより改正されている。翻訳についてはいずれも「ＪＩＣＡベトナム六法」掲載の翻訳参
照。

56  ＪＩＣＡプロジェクトでは，ベトナム現地でのセミナー（短期専門家の派遣），本邦研修を通じて判例制度導入に係
る各種支援を実施してきている。「法整備支援プロジェクトフェーズ３」（２００３年７月～２００７年３月）では，
「ベトナムにおける判例の発展に関する越日共同研究」を行い報告書として製本（２００７年）された。判決について
も「判決書作成マニュアル」として製本されている（２００９年）。判決書マニュアルの和訳は，以下よりダウンロー
ド可。https://www.jica.go.jp/activities/issues/governance/portal/vietnam/index.html

57  判例制度導入当時の経緯については，酒井直樹・鎌田咲子「ベトナム判例制度の実情及び展望」（ＩＣＤＮＥＷＳ第
７３号（２０１７．１２））２９頁参照
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法では判例を法源として定めており58，法律等に次いで裁判官を拘束することになっ
ている。

２０２１年１１月末時点で，４３件の判決・決定が判例として選定されている59。
なお，憲法・法律・法令の解釈（giải thích）権は，国会の委任により国会常務委員

会に属する60 61（憲法７４条２項，国会組織法４９条62）。実際の裁判の場面では，事
実上一定の法解釈を行って事件を解決しているとされている。

⑹　争訟原則（Nguyên tắc tranh tụng）
憲法上，「審理中は争訟原則が保障される」と規定されている（１０３条５項）。そ

の定義は明らかではないが，いわゆる職権主義的訴訟構造の中に，当事者に主張や証
拠の提出を尽くさせる当事者主義的要素を加え，当事者の裁判を受ける権利を実質化
させる考え方と推測される。

この争訟原則は突然規定されたのではなく，ベトナムにおける司法分野での政治的
指導文書である２００２年１月２日の８号政治局議決63，これに続く司法改革を規定
する２００５年４９号政治局議決64にも争訟の質の向上という文脈でこのことは規定
されていた。また，２０１３年憲法以降，裁判所法１３条，民訴法２４条，行訴法
１８条，刑訴法２６条65にも規定され，訴訟手続における基本原則の一つとなってい
る。

58  ２０１５年民法６条２項，民訴法４５条３項，行訴法１９１条３項等。但し，刑法，刑訴法には「判例」を言及する
条文はない。もっとも刑事判例は存在し，判例を適用した裁判例もある。

59  最高人民裁判所によれば，４３判例の内訳は，労働１件，行政２件，刑事７件，経営・商事９件，民事２４件となっ
ている。

60  参考までに，ハノイ国家大学法学部（当時）の Đặng Phương Hải 氏による２０１９年７月２４日付ホーチミン国家政
治学院ＨＰ「政治理論（LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ）」上の投稿記事「国会常務委員会の憲法・法律・法令解釈機能（Chức 
năng giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội）」によれば，憲法が国会から国会常務委員会に解
釈権限を委ねているのは，立法機関である国会が常時開催されないことに起因しており，国会開催を待っていては解釈
の要請に機動的に対応できないこと，また，そもそも解釈行為は国家権力機関（注：国会と思われる）の立法行為
（hoạt động lập pháp của cơ quan quyền lực nhà nước）であることから，国会から解釈権限を国会常務委員会に委ねる形が
採られているとされている。

  また，これまで（注：記事掲載時である２０１９年７月２４日までに）に解釈議決は５回発行されており，これらは
①商法に関する解釈議決，②国家監査法に関する解釈議決，③土地所有権に係る紛争及び国家管理住居に対する私的所
有賠償請求の上限の関連決議（注：訳語原文直訳）（３回）からなっているとされている。Hải 氏によれば，①②は該
当条文の解釈がなされたものであったが，③乃至⑤については追加立法的な内容になっているとされ，憲法が定める解
釈権限規定の機能と合致していないとされている。

  さらに，実態として国会常務委員会は法運用機関と異なり，法運用機関が直面するような解釈上の問題に直面せず，
それゆえ解釈することは稀である，同委員会は自ら解釈議決を提案することは可能であるものの，主に解釈提案機関
（国会組織法４９条）の提案に基づいて議決を発行しており受動的である，としている。Hải 氏は，その他に立法行為
と解釈行為を担う機関の分離などの論を展開しているが，ここでは紙幅の都合から省略させていただく。

  以上は，前記ＨＰ記事に基づいているが，筆者（枝川）が適宜要約した内容であるため，その点留意願いたい。必要
に応じて適宜原文を参照のこと。

  http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/thuc-tien/item/2885-chuc-nang-giai-thich-hien-phap-luat-phap-lenh-cua-uy-ban-thuong-
vu-quoc-hoi.html

61  国会常務委員会による憲法・法律・法令の解釈議決発行手続は，２０１５年法規範文書発行法１５８条以下参照。
  前掲注５３では同記事掲載時点である２０１９年７月までに５つの解釈議決が発行されたことが指摘されている。民
間検索サイトで確認できた（２０２１年１２月９日時点）限りであるが，その後，６つ目にあたる計画法に関する解釈
議決（７５１／２０１９／ＵＢＴＶＱＨ１４）が２０１９年８月に，７つ目にあたる刑法２８９条１項の解釈議決
（０８／２０２１／ＮＱ－ＵＢＴＶＱＨ１５）が２０２１年１１月に発行されている。

62  ５７／２０１４／ＱＨ１３。翻訳については「ＪＩＣＡベトナム六法」を参照のこと。
63  ２００２年１月２日付「今後の司法活動における重要任務に関する政治局議決」（０８－ＮＱ／ＴＷ）
64  前掲注２９参照。
65  長橋正憲「ベトナムにおける法曹三者の共同活動」（ＩＣＤＮＥＷＳ第８６号（２０２１．３）１６頁参照。
  「２０２０年を目標とする法・司法改革支援プロジェクト」（２０１５年４月～２０２０年１２月）における上記法曹
三者の共同活動の成果物として「Báo cáo nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm（刑事
第一審における争訟の質の向上のための研究報告）」が作成されている。
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⑺　緊急保全処分（Biện pháp khẩn cấp tạm thời）
日本でいう民事保全手続に相当するものとして，緊急保全処分が存在する（民訴法

１１１条以下参照）。なお，いわゆる本案係属が要件となっており，本案訴訟提起前
の緊急保全処分は認められていない。

⑻　民事判決執行制度
民事判決執行はもともと人民裁判所の一部署が所管していたが，１９９３年に人民

裁判所から政府機関（司法省直属の民事執行機関）に移管されている66。民事判決執
行法が国会で採択されたのは２００８年であり，それまでは２００４年民事判決執行
令により運用されていた。

なお，前記のとおり現在では，民間機関であるＢａｉｌｉｆｆが裁判所の判決等の
執行業務の一部を担っている。

⑼　公開制度
最後に，参考までに，審理の公開と判決・決定の公開について触れておく。
審理の公開については，憲法上，保障されており（１０３条３項），民訴法では

１５条２項，行訴法では１６条２項，刑訴法では２５条第２段に，それぞれ規定され
ている67。

また，判決・決定の公開について，ベトナム最高人民裁判所は，２０１７年７月１
日より68，原則として，法的効力を有する判決・決定を電子ポータル上にて公開して
いる69。

66  ベトナム司法省作成パンフレット「民事判決執行総局（TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ）」（２０１７年）による。
67  なお，監督審・再審には適用されない。前掲注５２参照。
68  ２０１７年３月１６日付「裁判所電子通信ポータルでの判決・決定公開に関する最高人民裁判所裁判官評議会議決」
（０３／２０１７／ＮＱ－ＨＤＴＰ）参照。

69  http://congbobanan.toaan.gov.vn/ よりアクセス可（ベトナム語）
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（別紙）民事訴訟手続の概要

第一審審理 
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ベトナムの判例についての覚書（２） 

－民事判例について－

ＪＩＣＡ長期派遣専門家　
枝　川　充　志

国際協力部教官　
黒　木　宏　太

第１　はじめに1

今回は，民事判例をみていくことにしたい。民事判例については，前号のＩＣＤＮＥＷ
Ｓ2で紹介したとおり，判例勉強会において，３件の民事判例（判例３５3：土地返還，判
例１５：土地返還，判例２１：賃貸借）を取り扱った。

これらの事案の概要を簡単に紹介するとともに，所感を述べることにする。

第２　ベトナムの民事判決の構成について4 5

まず，民事判例を見る前に，その元となることが想定される民事判決（下級審も含む）
がどういうものかについて概観する。

１　民事判決の形式面
ベトナムでは，裁判所は「ベトナム社会主義共和国の名において」判決を言い渡す

（２０１５年民訴法6２６６条１項）。判決の構成としては，①導入部，②事件の内
容，③裁判所の認定，④決定（判決主文）からなっている（同２項）。

ところで，民事判決を含む民事訴訟における各種書式は，２０１７年１月１３日付
最高人民裁判所裁判官評議会議決第０１／２０１７／ＮＱ－ＨＤＴＰ号（以下「本件
議決」という。）で定められている7。本議決によれば，同議決に添付されている第一

1  本稿のうち意見にわたる部分は筆者らの私見であり，筆者らの所属する団体や組織の見解でないことを申し添える。
また，本稿の日本語訳は，あくまで仮訳であり，必要に応じてベトナム語原文を確認していただきたい。

2  拙稿「ベトナムの判例についての覚書（１）－判例制度の現状と今後の課題－」（ＩＣＤ　ＮＥＷＳ　第８８号
（２０２１．９）９頁以下参照。

3  上記引用注２の記事（９頁）に誤記がありました。お詫びして訂正致します。
  （修正前）第１回２０２１年２月２５日：民事１件（判例１８：土地返還），刑事１件（判例３５：殺人）
  （修正後）第１回２０２１年２月２５日：民事１件（判例３５：土地返還），刑事１件（判例１８：殺人）
4  本稿作成にあたって，ベトナム「２０２０年を目標とする法・司法改革支援プロジェクト」で実施した最高人民裁判
所との協力活動「判決書作成技能セミナー」（２０１９年１２月１９日）の際の，Hoàng Ngọc Thành（ホアン・ゴック・
タイン）ハノイ市人民裁判所経済法廷裁判長によるプレゼン資料「民事判決起案における課題及び提言」を適宜参照し
た。引用する場合には「タイン裁判官よれば」といった形で引用する。

5  ＪＩＣＡプロジェクトでは，最高人民裁判所との協力の中でこれまでに「判決書マニュアル」（Sổ Tay Viết Bản Án）
の作成に協力している（２００９年）。同マニュアルの翻訳は，https://www.jica.go.jp/activities/issues/governance/portal/
vietnam/index.html に掲載されている。

  同マニュアルは「第１部　概要」「第２部　民事判決書の記載」「第３部　刑事判決書の記載」「第４部　参考の判決
書」「第５部　判決書フォーム」で構成されている。２００９年以降の訴訟法の改正，判例制度の導入により，本マ
ニュアル改訂の必要性が指摘されている。なお，前掲注４のセミナーで実施したアンケートによれば，８割強の参加者
が，頻度は異にするものの，同マニュアルを活用していると回答している。

6  ２０１５年民事訴訟法（92/2015/QH13）の訳は，ＪＩＣＡベトナム六法（https://www.jica.go.jp/project/vietnam/021/
legal/index.html），又は法務省法務総合研究所国際協力部のウェブサイト（https://www.moj.go.jp/housouken/houso_
houkoku_vietnam.html）をそれぞれ参照されたい。特に断りがない限り，引用する民訴法は同法を指す。

7  本件議決には９３件の書式として，緊急保全処分，訴状，控訴状，和解，簡易手続，監督審，再審などの民事訴訟関
連手続に関する書式が定められている。
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審判決の書式（以下「本件書式」という。別添１（ただし仮訳）参照。）は，民訴法
２６６条の趣旨8に基づき作成されたとされ，また全ての裁判所の民事，婚姻家族，
経営商事，労働事件の第一審判決に適用されるとされている。

以下では，上記①から④までについてその概要を見ていきたい。適宜，別添１の本
件書式を参照していただきたい。

２　民事判決における「①導入部」（別添１参照）
⑴　民訴法２６６条２項ａ号によれば，「判決の導入部では，第一審裁判所の名称，

事件受理の連番及び日付，判決の連番及び判決の言渡し日，裁判合議体の構成9，公
判期日の書記官，検察官10，鑑定人及び通訳人の氏名，原告，被告，関連する権利
義務を有する者，訴えを提起する機関，組織，個人の氏名及び住所，当事者の合法
的代理人11，合法的権利及び利益の弁護人12，紛争の目的物，事件の公判を行う決定
の連番及び日付，公判の公開又は非公開，公判の時間及び場所を明記しなければな
らない」とされている。本件書式には，上記に係る記載方法が説明されている。

⑵　上記導入部についてハノイ市人民裁判所経済法廷裁判長タイン裁判官13は，「判
決書では，空間，時間，審理場所，審理裁判所の名称，裁判合議体の構成員，検察
官及び公判期日の書記官のような他の訴訟手続を行う者，そして事件における訴訟
手続参加者を明示すべき」とし，「判決において使用される言語はベトナム語であ
る（外国人又は少数民族の場合，ベトナム裁判所で自らの民族の言語を使用するこ
とができるが，判決はベトナム語で記載されなければならない。）14。判決は，異な
る考え方で理解又は解釈されないよう明確に記載されなければならず，Times New 

Roman のフォントで１４の文字サイズで，綴りが正しく記載されなければならな
い」としている。

３　民事判決における「②事件の内容」（別添１参照）
⑴　第一審判決

民訴法２６６条２項ｂ号によると，第一審判決における「事件の内容」部分に
は，原告の訴えの請求，被告の反訴又は提案，関連する権利義務を有する者の独立
した請求又は提案を記載しなければならない。ここには検察院の主張も明記され
る。

また，本件書式によれば，「資料，証拠についての情報，事件の詳細を簡潔に記
載し，証明を要しない各事由・事実，当事者によって合意されたこと，合意してい
ないことを明記する。当事者により合意できない事件の各詳細・事実の場合，各当
事者の立論，その根拠を明記しなければならない。」とされている。

8  原文となるベトナム語は「tinh thân」であり，「詳解ベトナム語辞典」（川本邦衛，（株）大修館書店，２０１５年１１
月１日）によれば，「精神」「観念」と訳されるが，本件の文脈から本文のとおり訳出した。

9  本件書式によれば，裁判合議体に加わった人民参審員の氏名も記載される。
10  本件書式によれば，「〇〇人民検察院の代表者が公判に出席した」と記載される。
11  民訴法８５条参照。
12  民訴法７５条参照。
13  前掲注４参照。
14  民訴法２０条参照。
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⑵　控訴審判決
参考までに，民訴法３１３条４項によると，控訴審判決の「事件の内容」は，事

件の内容，第一審裁判所の決定，当事者による控訴又は検察院による異議申立ての
内容の要約をして記載しなければならないとされている。

４　民事判決における「③裁判所の認定」（別添１参照）
⑴　「裁判所の認定」部分について，本件書式によれば，「事件において解決する必

要がある課題に関する裁判所の認定を記載する。」とされ，「裁判所は，事件の事実
及び証拠について十分かつ客観的に分析，評価，認定するために，公判で検討され
た資料，証拠及び公判での争訟15の結果に基づかなければならない。当事者の請
求，提議，他の者の合法的な権利及び利益を保護するために訴えた機関，組織，個
人（もしあれば）の請求，提議，当事者の弁護人の請求，提議，検察院（もしあれ
ば）の意見を認容するか否かを決定するために，他の問題を解決するために，法的
根拠，判例（もしあれば）を分析し，引用しなければならない。その事件が，民事
訴訟法第４条２項に該当する場合，裁判所は，場合に応じて，慣習の適用，類似法
令の適用，民事法令の基本原則，判例又は公平の原理の適用16について立論，分析
する。」とされている（民訴法２６６条２項ｂ号参照）。

⑵　このように規定されている「裁判所の認定」について，タイン裁判官は，裁判官
の視点から，「判決の最も重要な部分である。」との認識を示し，「この部分は，紛
争のすべての内容及び訴訟問題についての裁判合議体の立論である。このうち，当
事者によって提供され又は裁判所によって事件記録を作成する過程で収集された証
拠，書類，及び事件解決の過程の結果，特に公判期日における尋問及び論争17の結
果に基づいた認定，評価，分析，証明が含まれる。証拠の分析，評価及び法令の規
定に基づいて，裁判合議体は，各当事者及び当事者の適法な権利利益の弁護人によ
る請求，提議の全部又は一部を認容するか否かの立論を行う。判決は，裁判合議体
の認定及び評価が厳格，論理的，明白であり，法令の規定に従っている場合にの
み，説得力を有する」として原則的な考え方を示している。加えて，「裁判合議体
の認定及び評価は，事件記録における証拠，資料に基づき，かつ公判で審査され，
明らかにされた証拠，資料のみに基づくべきである。」とし，「（認定された）事実
に法規を当てはめ裁判合議体が立論し，請求の一部又は全部について認めるか認め
ないかの結論を出す」としている。

また，「事件が法令によって規定されていない場合，判決は，慣習，類似の法
令，民事法令の基本原則，判例，公平の原理に基づいた裁判合議体による事件解決
のための立論を明確に記載すべきである。それにより，裁判合議体は，当事者の請
求（第一審判決の場合），又は控訴，異義申立ての請求（控訴審の場合）を認容す

15  民訴法２４条参照。ＪＩＣＡベトナム六法上は「論争」と訳されているが，一般に「争訟」と訳されるのが通常であ
る。元となるベトナム語は「tranh tụng」である。

16  民訴法４３条乃至４５条参照。
17  「論争」と訳したベトナム語は「tranh luận」である。
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るか否かを決定する。」としている。
５　民事判決における「④決定」部分（別添１参照）

⑴　判決の決定部分には，本件書式によれば，「事件の解決に必要なこと，緊急保全
処分18の適用，訴訟費用，手続費用及び判決に対する控訴権についての裁判所の決
定を記入する。即時に執行する必要がある決定があれば，当該決定を明記しなけれ
ばならない。」とされている（民訴法２６６条２項ｃ号参照）。

⑵　決定部分について，タイン裁判官は，次の二つの内容，すなわち，「一つは適用
された法律条項を記載する「根拠」」の部分と，「もう一つは，事件における各当事
者の権利及び義務を記載する「判決（注：ベトナム語は「Xử」である。）」」の部分
からなるとしている。その上で，「内容及び訴訟，訴訟費用，事件の当事者の権利
（第一審判決に対する当事者の控訴の権限又は検察院の異議申立ての権限も含まれ
る。），控訴審の判決の効力を含め，事件において解決すべきそれぞれの問題につい
ての裁判合議体の決定を十分具体的かつ明確に記載すべきである。」と補足する。
加えて判決の決定部分を執行できるために，「以下の要件を満たさなければならな
いと考えられている。」と指摘する。具体的には，以下のような形で判決決定部分
の書き方について注意を促している。
・　判決を執行するために，各当事者の権利及び義務は明確かつ正確，具体的に記

載すべきである（実際は，不明確ゆえ執行されない判決が多数出されており，こ
れらの判決は，当事者又は執行機関により建議され，監督審手続により取り消さ
れた。）。

・　判決の決定部分は，判決の認定部分と一致している必要がある（実際は，決定
部分が認定部分と完全に反対である多くの判決がある。これらの判決は，控訴審
又は監督審の手続に従い棄却又は訂正された。）。

・　決定部分は，裁判合議体によって協議，承認された評議調書を反映したもので
なければならない。

６　判例との関係
以上のとおり，ベトナムの民事判決は４つの構成要素からなっている。このように

作成される民事判決であるが，現状では必ずしもこうした民事判決がそのまま判例と
して選定されているわけではない。

すなわち，前号のＩＣＤＮＥＷＳ第８８号「ベトナムの判例についての覚書⑴－判
例制度の現状と今後の課題」（以下「覚書⑴」という。）で記載したとおり，ベトナム
における判例は，改正判例手続議決に基づき判決・決定の中から選定されるプロセス
を辿る。

本稿作成時点までに４３件の判例が選定されているが，民事判例はこのうち２４件

18  民訴法１１１条以下参照。日本でいう民事保全手続に該当するが，本案係属が要件となっている。
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あるものの19，通常の審級（一審・控訴審）20を経て法的効力を有した「民事判決」か
ら判例として選定されたのは４件にすぎない。つまり，残り２０件は「民事判決」で
はなく，判決・決定に違法等がある場合に審理される監督審における決定から選定さ
れている。このことは通常の審級（一審・控訴審）で法的効力を有した判断（民事判
決）がそのまま維持されず，監督審を経ることで何らかの修正（監督審決定）を迫ら
れたものが21，民事判例の大半を占めていることを意味する22。

覚書⑴で記載したとおり，本稿はもともと判例勉強会を端緒として作成している。
そのため，民事判決については判決書の書式概要を参考までに示すに留めている23。
しかし，上記で述べた判例選定の実態をみる限り，今後は，判例の多くを占める監督
審決定と民事判決の違い及びその特徴や，判決書の形式面の整備のみならずその判断
内容を精査していく，つまり，判決の実態を精査していく必要があるようにも思え
る。

ベトナム最高人民裁判所は，司法改革について定める２００５年４９号政治局決議
などの指導文書を踏まえ，司法改革の一環として「判例の発展」を継続的課題として
位置付ける。判例をあまねく判決・決定から選定するという手続を採用している中，
民事判決のいわば修正判断（監督審決定）が判例の大半を占めるような実態を見る限
り，「判例の発展」の土台となる判例・決定に課題があることを示しているようにも
思える。判決のあり方の検討は「判例の発展」に直接寄与するものと考えられる。

第３　ベトナムの民事判例の構成及び実際の民事判例について

１　以下では，民事判例の特徴を概観していきたい。そもそも，ベトナムにおける判例
は，改正判例手続議決24７条２項によると，判例の公布の内容につき，①判例の番号
および名称，②判例となる内容を含む裁判所の判決・決定の番号及び名称，③判例の
法的事実，法的解決，④判例に関連する法令の規定，⑤判例の法的事実，法的解決に
関するキーワード25，⑥判例に関連する事実関係及び裁判所の判断26，⑦判例の内容と
定められている。

２　民事判例の構成についても，上記の定めに従い，概ね，次のとおりとなっている。

19  ベトナムでは，事件の種類は，通常，民事，経営商事，労働，行政，刑事と分類されている。本稿で「民事」という
場合，この分類に従っている。

20  ベトナムでは，二審制（一審・控訴審）が採用されている。控訴審の判決・決定は言渡しの日から法的効力を有す
る。

21  ベトナムでは，法的効力が生じた判決・決定に，法律違反等や新しい事情が発見された場合，これを是正する手続と
して監督審・再審という制度が存在する。

22  なお，民事判例以外の判例１９件のうち１７件が監督審決定となっている。
23  選定された判例の下級審での判決内容は監督審決定に記載されているが，勉強会で扱った判例のもととなる下級審判
決そのものは，公開制度導入以前のもので公開対象となっておらず入手できなかったという事情がある。

24  ２０１９年６月１８日付０４／２０１９／ＮＱ－Ｈ Đ ＴＰ「判例の選定，公布及び適用手続に関する最高人民裁判
所裁判官評議会議決」。本議決の仮訳については，ＪＩＣＡベトナム六法又は法務省法務総合研究所国際協力部のウェ
ブサイトをそれぞれ参照されたい。

25  注２４を参考にしたが，多少修正している。「判例の法的事実，法的解決」と訳したベトナム語は「Tình huống pháp 
lý, giải pháp pháp lý của án lệ」である。前者については「法的状況」と訳すことも可能である。

26  注２４を参考にしたが，多少修正している。「判例に関連する事実関係及び裁判所の判断」と訳したベトナム語は
「Các tình tiết trong vụ án và phán quyết của Tòa án có liên quan đến án lệ」である。
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判例第ＸＸ／２０ＸＸ／ＡＬ号27

○○について
２０ＸＸ年Ｘ月ＸＸ日に最高人民裁判所裁判官評議会により採択され，最高人民裁

判所の長官による２０ＸＸ年Ｘ月ＸＸ日付決定第ＸＸ／Ｑ Đ －ＣＡ号28に基づき公布
された。
判例源

原告であるＸと被告であるＹ間の「○○についての紛争」という民事事件に関する
○○裁判所の２０ＸＸ年Ｘ月Ｘ日付監督審決定第ＸＸ／２０ＸＸ／ＸＸＸ－ＸＸ号
判例内容の位置

「裁判所の認定」の第○段落，第○段落部分
判例内容の概要29

－判例の事実
　・・・・。
－法的解決
　・・・・。
判例に関する法令の規定

ＸＸＸＸ年○○法第ＺＺ条
判例のキーワード

「・・・・」
事件の内容

ＸＸＸＸ年Ｘ月Ｘ日付訴状及び訴訟過程において，原告であるＸは次のとおり陳述
した。・・・・。

裁判所の認定
［１］Ｘは，・・・。
［２］・・・。
［３］・・・。

上記を踏まえて，２０ＸＸ年民事訴訟法第ＸＸ条第Ｘ項第Ｘ号に基づき，
決定

１．・・・。
２．・・・。

判例の内容
「［Ｙ］・・・・・・

27  最高人民裁判所によって選定された判例は，選定順に番号が付されている。たとえば２０番の判例であれば「Án lệ 
số20/2018/AL」と表記される。具体的には「Án lệ（＝判例）số（＝Ｎｏ．）２０（→選定順の番号）／２０１８（→選
定年）／ＡＬ（→ベトナム語の「Án Lệ」の頭文字）」となる。判決において判例を引用する場合，この番号が記載さ
れている。

28  判決・決定は「ベトナム社会主義共和国」名義でなされるが，判例は最高裁長官による決定に基づく。「QĐ-CA」は
「QĐ（QUYẾT ĐỊNH）：決定」及び「CA（CHÁNH ÁN）：長官」の略である。

29  判例として先例性を示す部分は，「判例内容の概要」「判例の内容」に記載される。
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　［Ｙ］・・・・。
 」

３　以下では，３つの判決の概要と所感を簡単に記載したい。３つの判例の全文（仮
訳）30については，別添２から４までのとおり，末尾に添付しているので，そちらも
参照されたい。

●判例３５－ベトナム人が外国へ定住に行く前に農地を国内に居住する者に交付すること

についてー（別添２）

【事案の概要】31

土地返還に関する事件である。原告Ｋは長らくドイツに出国していた者，被告Ｄ（又
はＤＴ夫婦）はその間土地を管理していたものであり，原告Ｋは被告Ｄに対して，本件
土地の返還請求をしている。なお，Ｄは，Ａ銀行に対し，本件土地について抵当を設定
し，それが実行された結果，Ｈが本件土地を取得した。本件は民事訴訟であるが，原告
Ｋは，被告Ｄに土地使用権証明書を発行し，Ｋにつき土地使用権証明書を回収した決定
の取り消しを求める行政訴訟なども提起している。

【判例の事実】32

ベトナム人が外国へ定住に行く前に，農地を国内に居住する者に交付した。国内に居
住する者は，当該土地を安定的長期に使用し，土地使用権証明書の発行を受けた。

【法的解決】33

この場合，国内に居住する者は，適法な土地使用権を有するとしなければならず，裁
判所は，土地使用権の返還請求を認容34しない。

【判例公布の必要性】35

判例公布の必要性につき，次のとおり，説明されている。
「　法令の規定36によれば，土地使用権は，国による土地の交付又は賃貸の場合，法

令の規定及び国により承認された場合を根拠に確立される。
国により承認された場合について，法令の規定が未だ不明確であるため，実際に

は複雑で長期にわたる紛争があり；解決の観点が，各機関及び権限を持つ者によっ
て異なって認識されている。特に農地は，個人によって生み出されたものの，外国

30  判例が掲載されている最高人民裁判所のＨＰはこちら。https://anle.toaan.gov.vn/webcenter/portal/anle/home
31  「事案の概要」部分は筆者らによる要約である。以下同様。
32  各判例からの引用である。以下同様。
33  各判例からの引用である。以下同様。
34  「認容」と訳したベトナム語は「chấp nhận」である。
35  「判例公布の必要性」の部分は，最高人民裁判所が発行する「判例及び評論」（Án lệ và Bình luận）からの引用であ
る。本稿執筆時点で３巻まで公刊（非売品）され，１巻には判例１から１６まで，２巻には判例１７から２９まで，３
巻には判例３０から３９までが，それぞれ所収されている。

  「判例及び評論」は，各判例につき，「Ｉ．判例に関連する法律上の規定」「Ⅱ．判例公布の必要性」「Ⅲ．判例の内
容」という構成からなっている。ここで引用した「判例公布の必要性」は「Ⅱ．判例公布の必要性」を転記したもので
あり，判例の選定理由が記述されている。

36  （「判例及び評論」上の注）１９９３年土地法，２００３年土地法，２０１３年土地法，１９９５年民法，２００５年
民法
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に定住した人が，使用のため国内に居住する者に交付した；国内に居住する者は，
安定して長期にわたって土地を使用し，土地使用権証明書を付与された；その後，
外国に定住した者が帰国して，土地使用権の返還を求めて提訴した。この場合，国
内に居住する者は，その農地の合法的な使用者として認容されるか？外国に定住し
ていた者が土地使用権を取り戻すために提訴する場合，その請求は裁判所によって
認容されるか？

民事事件の解決において法令の適用の整合性を確保するために；類似の法的状況
の事件は類似に（同様に）解決されなければならないことを確保するために，最高
人民裁判所は，ベトナム人が外国へ定住に行く前に農地を国内に居住する者に交付
することに関する判例第３５号／２０２０／ＡＬ号を選定し，公布した。本判例
は，在ダナン高級人民裁判所による２０１８年８月６日付監督審決定第６５／
２０１８／ＧＤＴ－ＤＳ号から作成された。」

【所感】37

○　日本の視点から本判例をみると，原告Ｋに権利があるかどうかだけが問題になるは
ずであり，すなわち，Ｋに土地使用権がないといえれば結論の出る事案であり，土地
使用権が誰にあるのかを認定する必要はない事案である。

要件事実論的に考えると少々奇異な認定にも思われるが，ここには土地を巡るベト
ナム固有の事情があると思われる。つまり，ベトナムの土地使用権の割り当ては行政
処分的な面が強いことなどを踏まえると，国所有の土地について，誰が使用権者とし
て適切かという後見的観点や，多発事例であることを踏まえた土地制度の安定性確保
の観点から，本判例は指導的な視点を提示したと思われる。

しかし，紛争の全体的解決という観点からはこのような指摘はできるものの，訴訟
手続としての相当性は，ベトナムの実務運用も踏まえつつ，別途問われる余地がある
ように思える38。

〇　なお，ベトナム土地法では土地使用権の権利変動の効力は原則として登記の時から
発生39する。土地使用権者は権利確立のため登記をし，さらに土地使用権証明書の発
行を受ける必要がある40 41。権利変動上は登記が重要であるが，実務上，所有権者で
あることを表示するものとして，この土地使用権証明書の保持がより重要である42。

37  以下，所感はいずれも仮訳を通じてのものである。
38  ２０１５年民訴法５条１項第二文「裁判所は，当事者から訴状又は申立て書を受けたときにのみ民事訴訟・非訟事件
を受理し，訴状又は申立て書の範囲内でのみその事件を解決する。」参照。

39  参考までに関連条文は，２００５年民法６９２条／２０１５年民法５０３条，２０１３年土地法１８８条３項。
40  参考までに現行の２０１３年土地法９５条１項，同条５項，同条７項。
41  ２０１３年土地法２２条７項・９７条，天然資源環境省２０１４年５月１９日付２３／２０１４／ＴＴ－ＢＴＮＭＴ
号天然資源環境省「土地使用権，住宅所有権，土地付着財産に関する証明書に関する規程」に係る通達参照（その後，
一部修正，補充）。

 土地使用権証明書の表紙の色が赤色であることから「レッドブック」，建物所有権証明書については「ピンクブック」
と呼称されていた。しかし上記通達により，建物所有権についても土地使用権証明書に一元化され土地所有権等証明書
として発行されている。一元化後の証明書の表紙はピンク色であるが，一般に「レッドブック」と呼ばれている（森・
濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループ編「ベトナムのビジネス法務」，㈱商事法務，２０１８年７月３０
日，１３９頁参照）

42  これを示す事例として，たとえば土地使用権の取引の際，同使用権証明書の存在・真性が重要になることや，銀行が
土地使用権に抵当を設定する場合，同証明書を銀行が保管するという実務がある。これは，例えば２００５年民法で土
地使用権証明書の引き渡しが７１７条１項等で法定されていたことがその要因として挙げられる（譲渡担保のような法
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他方で登記は，日本民法で言う物権変動における公示方法としての登記というより
は，国家管理の観点からの登録が主たる目的と思われる43。

本件では，土地使用権証明書が適式に発行され，これを保持している者の権利保護
を，結論としてより明確にしたということも言えるように思える。

●判例１５－農地使用権を交換44する場合における当事者の口頭合意の承認についてー

（別添３）

【事案の概要】

土地返還に関する事件である。隣地に住む，原告Ｃと被告Ｔが，原告の土地と被告の
土地を交換し，一定期間その交換を前提に使用していた。その後，Ｃが，Ｔに対して，
土地の返還を求めたもの。なお，原告の土地は５％土地とされているが，これは地域の
公益的目的のために使用される土地で，ベトナムの土地政策の一つである。

【判例の事実】

１９９３年１０月１５日（土地法施行日45）の前に，当事者は農地使用権の交換につ
いて，互いに口頭で自主的に合意した。当事者は交換された土地面積を登記かつ申告
し，地政簿に記入された。当事者は直接耕作し，安定かつ継続して長期に使用した。

【法的解決】

この場合，裁判所は，当事者が，交換された土地面積の使用権を有することを確認す
るため，当該農地使用権の交換に係る当事者の口頭合意を承認46しなければならない。

【判例公布の必要性】

判例公布の必要性につき，次のとおり，説明されている。
「　１９９３年土地法施行日（１９９３年１０月１５日）以前，ベトナムの土地法令

は土地使用権に関する取引を比較的に（相対的に）制限していた。１９８７年土地
法では土地の売買が禁止された（第５条）；当事者間で土地移転の合意はできるも
のの，「生産組織の再編のため」の場合のみ認められた（第１６条）。土地使用権交
換目的に関する制限を設定することに加え，この時期における土地法は，契約の形
式，内容及び効力について明確かつ具体的に規定しなかったため，この時期におけ
る多くの土地使用権交換取引は恣意的に行われるという結果をもたらし，文書は作
成されず，又は交換された土地面積に対する土地使用権証明書発行のための登記は

律構成。）。そのため，別の金融機関から借入をし後順位抵当を付けるのは困難とされている。推測であるが，担保価値
を活用できないとの批判があったと思われ，２０１５年民法では２００５年民法の上記条項は削除されている。しかし
筆者（枝川）が知りうる限り，当事者間の契約においては，依然としてこの銀行実務は続いているようである。

43  「登記」「土地使用権証明書」の意義については，参考条文として，それぞれ２０１３年土地法３条１５項，１６項。
「登記」に該当するベトナム語は「đăng ký」であり，「登録」とも訳される。

  なお，２０１５年民法１０６条３項で「財産の登記は公開されなければならない」とあるものの，土地使用権に係る
登記情報については，土地登記事務所で閲覧請求をする方法がとられている（２０１４年６月３０日付３４／２０１４
／ＴＴ－ＢＴＮＭ号天然資源環境省「土地情報システムの整備，管理，運用に関する規程」に係る通達参照。その後，
一部修正，補充。）。

44  「交換」と訳したベトナム語は「chuyển đổi」である。２０１５年ベトナム民法では「移転」と訳されているが，ここ
では事案の内容からこのように訳出した。「交換」と訳されている場合，事案の内容を踏まえ「đôi」というベトナム語
もそのように訳している。

45  「施行」に当たるベトナム語は「có hiệu lực thi hành」である。「施行効力」と訳される場合がある。
46  「承認」と訳したベトナム語は「công nhận」である。
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なされなかった。その結果，１９８７年土地法が効力を失った後，紛争が発生し
た。

判例第１５／２０１７／ＡＬ号の事件は以上で述べた場合に属し，以下の内容か
らなる：１９９２年始め，Ｔさんの家族とＣさんの家族との間で，文書でなく口頭
で土地交換に合意した。当事者が土地を受領し，申告し，受領した土地を安定的に
使用した。２００６年までに，当事者の一方が交換された土地について提訴した。

上記の場合，「土地使用権は価値を有する財産であり，国家により厳密に管理さ
れるため，土地使用権に関する取引は国家機関で登記されないといけない。そこ
で，土地使用権交換契約は文書で作成されなければならない」という見解がある。
その他，「１９９３年１０月１５日（１９９３年土地法発行日）以前，土地法は厳
密ではなく，契約の形式，内容及び効力について明確かつ具体的に規定していな
かった。そして，国民及び国家管理を任務とする公務員47の一部の，土地に関する
法令の認識は未だ高くなかった。そのため多くの場合，土地使用権の交換につい
て，口頭のみで合意した後，交換された土地面積が自己のものであると申告し地政
簿に記入された。契約は文書で作成されていないものの，交換合意は完全に自主的
なものであり，当事者は土地を安定的かつ長期にわたり受領している。この場合，
この事実を認め，彼らが交換された土地面積の使用権を有していることを承認しな
ければならない」という見解もある。異なる見解がある法令の規定を明確にし，か
つ類似事件の解決に際し，他の裁判所における法律の統一適用の案内のため，最高
人民裁判所は，１９９３年１０月１５日以前の農地使用権の交換に関する当事者間
の口頭合意を承認することについて，判例第１５／２０１７／ＡＬ号を選定し公布
した。」

【所感】

○　１９８７年土地法は，原則として，土地使用権の交換を禁止していたものの，「生
産組織の再編」のため農協，農業生産団体及び個人の合意による土地使用権の交換は
認めていた。

この合意の方式について，「土地使用権交換契約は文書で作成されなければならな
い」という見解があったものの，この判例によって，そのような解釈は採用せず，口
頭合意でも良いとされたものと読まれている。見解が分かれていた論点について一定
の方向性を示したという点で，判例３５同様，土地制度の安定性確保という観点を踏
まえて，法令の統一適用を案内する機能を担っている判例と言えるであろう。

このような見解が分かれている問題については，ベトナムでは，議定等の下位法規
を用いて整理することが多いが，本判例は，旧法下において未解決となっていた問題
を，具体的事案を基に整理したものともいえる。

○　原告の請求権は不明である。事情によると，土地の交換に加えて，再び交換したい

47  ベトナム語原文は「cán bộ」である。
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ときは１週間前に報告する旨の合意をしているところ，この再び交換するという合意
に基づく請求という構成もありうる。それにもかかわらず，裁判所は，交換契約につ
いての口頭合意の無効を判断している。必ずしも主張として構成されていなくても，
裁判所が法律構成を加えて判断している可能性もあり，訴訟法の観点からは興味深
い。

○　本件は，土地制度の安定的な権利関係が重視されたといえる。もっとも，８年なら
安定なのか，１２年なら安定なのかといった点は明確になっておらず，今後の事例の
集積が待たれると考えられる。

●判例２１－財産賃貸借契約の一方的終了における過失及び損害についてー（別添４）

【事案の概要】

Ｄ社（貸主）とＣ社（借主）の間のタグボートの賃貸借契約を巡る紛争の事案であ
る。契約期間は，２００６年４月１０日～２００６年１２月３１日であった。

Ｃ社（借主）が，２００６年８月１７日に一方的に通知し，同月２０日に契約を終了
しようとしたところ，Ｄ社（貸主）が，損害賠償請求（と解される請求）をした事案で
ある。

第一審は認容せず，第二審は控訴期限徒過により認容しなかった。
監督審はこれを破棄し，結論として，契約の残りの期間の賃料については，損害とし

て損害賠償請求できる旨を判示した。
【判例の事実】

財産賃貸借契約は有期であり，契約の終了の条件に関する合意は存在しない。賃借人
は期限前に契約を終了させようとしたが，賃貸人の同意を得られなかった。

賃借人が通知書を発行した時から契約終了時までの時間が短すぎたため，賃貸人は，
賃貸借契約の残りの期間について，代替の契約を直ちに締結することができなかった。

賃貸人は，賃借人に対し，契約の残期間の財産の賃料を支払うよう請求した。
【法的解決】

この場合には，賃借人に過失があり，賃貸人に与えた損害に対し責任を負わなければ
ならないと判断すべきである。考慮しなければならない実損は，契約の残期間における
目的物の賃料である。

【判例公布の必要性】

判例公布の必要性につき，次のとおり，説明されている。
「　事件の内容は次のとおりである：借主は一方的に賃貸借契約を終了する。貸主

は，契約終了時の契約の残存価額の支払いを請求する。貸主の本請求には法的根拠
があるか，または具体的な根拠は何か。

２００６年４月１０日に契約が締結された。そのため，本契約の紛争を解決する
ために適用される法令は，２００５年民法及び２００５年商法である。

２００５年商法第２６９条によれば，貸主及び借主の義務は並行しているため，
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借主が財産の使用価値を利用することはできないと，借主が賃貸代を支払う根拠は
ない。しかし，回収されない賃貸代は，一方的な契約終了による損害であるか否
か，又は一方的な契約終了は契約違反であり，直接的な損害の原因であるかは，法
令に具体的に規定されていない。

第一審裁判所（控訴審は，期限を徒過した控訴を認定したため，内容を再検討し
なかった。）は，回収されなかった賃貸代は貸主への損害でないと判断し，貸主は
損害賠償を請求しなかったため，貸主の主張を認容しなかった。

実際は，２００６年４月１０日に締結された契約は，二つの賃貸資産に対するＤ
社の収入についてのＣ社の約束である。契約を一方的に終了するのは，生産，事業
計画，収入計画に悪影響を与えるため，短期間に代替計画を立てることは困難であ
る。したがって，残りの契約期間に応じた賠償を請求することは合理的である。し
かし，この請求を認容するには，法的根拠を見つける必要がある。

監督審の決定により，回収されない賃貸代は，貸主の実際の損害であり，一方的
に契約を終了する際に借主は過失があると判断されるため，借主に貸主に対し損害
賠償を強制する必要がある。それを踏まえて，原告の請求は，２００５年商法第
３０２条，第３０５条の規定に基づく法的根拠がある。

監督審の損害の認定方法，損害賠償責任の認定方法は，法令に具体的に規定され
ていないため，第一審裁判所のような不合理な認識及び決定につながる可能性があ
る場合，契約を一方的に終了する時に類似の事件を導く意味がある。したがって，
この監督審決定には，類似の事件に適用するために公布する必要のある判例の内容
がある。」

【所感】

○　訴状等の一審記録まで確認できていないものの，判例自体からしても，いわゆる訴
訟物を把握しづらい点が指摘できる。日本で同様の事案があれば，契約が存続するこ
とを前提に，賃料の履行請求をすべき事案といえる。また，その予備的請求として，
契約が終了したものの，損害賠償請求をするという構成はあり得る。

本件で原告がどのような法的根拠に基づいて請求を立てたかまで確認できていない
が，本判例は，端的に２００５年民法４２６条を根拠に，本件の場合における損害賠
償の範囲を示した判例ともいいうる。他方で，上記で引用した「判例公布の必要性」
をみると，民法のみならず商法が引用されており，その適用関係は今ひとつ判然とし
ていないように思える。

○　加えて，本件で興味深い点は，控訴期間が既に徒過し，すでに効力を有しているに
もかかわらず，監督審で救済されている点である。結論の当否の観点から一審の判断
を見直したと言えるが，法的安定性の観点から，控訴期間を徒過した判断までも監督
審で再検討する点をどのように評価すべきであろうか。

なお，この事案に適用される民訴法（２０１５年民訴法以前）では，破棄自判でき
ないので差戻しとなる。現在の２０１５年民訴法では破棄自判できる（３４３条５
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項）。

第４　まとめ

１　以上，３件の民事判例を見てきた限りであるが，同種かつ多発している問題を含む
事例について，判例により統一的判断を示しているという点が伺われた。法令の統一
適用の保障（憲法１０４条３項）の観点から判例制度が導入された経緯を踏まえる
と，その機能は果たされているといえる。

しかし，個別の判例を見ていくと，いわゆる「訴訟物」が何であるか，法律がどの
ように解釈・適用されているのか等について，今ひとつ判然としないという感想を抱
いた。

また，判例としての適格性をみていくと，本稿で取り上げた３つの判例は，一定の
準則を示しているものと評価でき，こうした判例も一定数存在する。もっとも，全体
としてみると，多くが事例判例であって，解釈48や一定の準則を示したと評価しうる
判例は少ないように思える。

２　このような状況の中で，今後注目すべきは下級審や訴訟実務で判例がどのように活
用されているかであろう。覚書⑴49で紹介したように，判例が引用・適用されている
判決は２０２１年４月現在１０２１件となっている。

これら判決のうちいくつかについて勉強会で扱ったところ，判例を事案の判断に適
用し結論を導いている判決も存在した。しかし，文字どおり判例の番号が「引用」さ
れているだけで，なぜその判例が引用されているのか不明なものや，事案の内容から
して無益的記載と思われるような判決もあった。

判例が出されて以降，下級審の類似の事案で判例は参照されているようであるが，
今後も，下級審や訴訟実務においてこうした判例をどのように事案に適用していくの
か等，判例をいかに活用していくかが，上述した判例の在り方や適格性と関連して，
課題になるように思われる。

48  この点は，国会から授権された国会常務委員会の法解釈権限（憲法７４条２項）に関連すると思われる。最高人民裁
判所との協力活動におけるベトナムの裁判官の発言や，歴代のＪＩＣＡ長期専門家の見解によれば，国会常務委員会の
法解釈は国会の立法作用の一部として，つまり法規範文書である国会常務委員会解釈議決（２０１５年法規範文書発行
法１５８条以下）として一般的な拘束力を持っているのに対し，裁判所による法解釈は個別事案の解決においてなされ
るのであって，その限りにおいて両者の解釈行為は衝突しない，という見解もあるようである。

49  「ＩＣＤ　ＮＥＷＳ　第８８号（２０２１．９）」１１頁以下。
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 （別添１：仮訳）

第５２書式（ ２０１７年１月１３日付最高人民裁判所の裁判官評議会の議決第０１／
２０１７／ＮＱ－Ｈ Đ ＴＰ号に添付され，発行された）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　............ 人民裁判所 ⑴

＿＿＿＿＿＿＿＿＿
判決第：⑵ ......... ／ ......... ／ ......... 号
日　付：⑶ ......... － ......... － ...............
⑷ .................................... 紛争について

ベトナム社会主義共和国
独立・自由・幸福

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ベトナム社会主義共和国の名により，

.............................. 人民裁判所 ⑸

－　第一審の裁判合議体の構成員は以下のとおりである：⑹

裁判官－裁判長： ............................................

裁判官： ............................................

人民参審員：
１．............................................

２．............................................

３．............................................

－　公判での書記官： ............................................ ⑺

－　...................... 人民検察院の代表者 ⑻　が公判に出席した。
検察官 ............................................

......... 年 ......... 月 ......... 日，......... において，⑼

......... 年 ......... 月 ......... 日付事件受理決定の第 ............ ／ ............ ／ＴＬＳＴ－ ............ ⑾号
によって ....................................... 紛争について ⑿ 第一審の公判 ⑽ を行う。
......... 年 ......... 月 ......... 日付審判に付す決定第 ............... ／ ............... ／Ｑ Đ ＸＸ－ＳＴに基
づき，以下の当事者間の紛争の解決を行う。
１．原告： ⒀　............................................

原告の合法的代理人： ⒁　............................................

原告の合法的権利・利益弁護人  ⒂　............................................

２．被告  ⒃　............................................

被告の合法的代理人： ⒄　............................................

被告の合法的権利・利益弁護人  ⒅　............................................

３．関連の権利義務を有する者（独立した請求を有する者，原告又は被告と訴訟に参加す
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る者） ⒆　............................................

関連の権利義務を有する者の合法的代理人 ⒇　............................................

関連の権利義務を有する者の合法的弁護人： ㉑　............................................

４．証人 ㉒　............................................

５．鑑定人 ㉓　............................................

６．通訳者 ㉔　............................................

事件の内容 ㉕

裁判所の認定㉖

［１］
［２］
［３］
以上の根拠に基づき，

決定
………… ㉗　　に基づいて，
㉘：
　　㉙
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第５２－ＤＳ号書式の使用案内：
本案内書に添付されている第一審判決の書式は，民事訴訟法の規定２６６条の趣旨に基

づいて作成された。本案内書に添付されている第一審判決の書式は，全ての裁判所の民
事，婚姻家族，経営，商事，労働に関する事件の第一審に対して適用される。

以下は，第一審判決の書式の使用に関する具体的な案内である。
⑴　県，区，市社，省所属都市の人民裁判所の場合，その県，区，市社，市の人民裁判所

がどのような省，中央直轄都市に所属するか名前を明記する。（例えば，Tu Liem 県人
民裁判所，ハノイ市）。省，中央直轄都市の人民裁判所の場合，その省（都市）の人民
裁判所の名前を記入する（例：Ha Nam 省人民裁判所）。

⑵　判決の番号，判決が発行された年，紛争の種類による判決の記号を記入する。（例：
２０１７年に第１００番目の民事紛争を解決する判決の場合，第１００／２０１７／Ｄ
Ｓ－ＳＴ号と記入する。２０１７年に第１０８番目の婚姻家族に係る紛争を解決する判
決の場合，第１０８／２０１７／ＨＮＧ Đ －ＳＴ号と記入する。２０１７年に第
１１０番目の経営，商事に係る紛争を解決する判決であれば，第１１０／２０１７／Ｋ
ＤＴＭ－ＳＴ号と記入する。２０１７年に第１１５番目の労働に係る紛争を解決する判
決の場合，第１１５／２０１７／ＫＤＴＭ－ＳＴ号と記入する。）

⑶　審理の結果を発表する年月日を記入する。第一審によって審理され，１日で審理が終
了する場合と数日に審理された場合を区別せず，同様に記入される。

⑷　裁判所が解決する紛争における関係を記入する：裁判所が受理した紛争は，民事訴訟
法におけるどの条文，項目にあてはまるのか確定する必要である。その内容を判決の概
要の箇所で記入するためである。（例：裁判所が受理した紛争は，民事訴訟法第２６条
１項に基づいてベトナム国籍に関する個人間の紛争である場合，「ベトナム国籍に関す
る個人間の紛争」と記入する。）

⑸　⑴のように記入する。
⑹　第一審の裁判合議体の構成員が３名の場合，裁判官－裁判長の氏名のみを記入し，下

の行の「裁判官」を削除する。人民参審員の箇所は，人民参審員の２名の氏名を記入す
る。第一審の裁判合議体の構成員が５名の場合，裁判官－裁判長，一般の裁判官，人民
参審員の３名の氏名を記入する。裁判官の職名，人民参審員の職名，職業を記入しては
いけないことに注意すべきである。

⑺　書記官の氏名を記入し，また，⑴の案内のように，どこの裁判所の書記官であるの
か，どこの裁判所の審査官50であるのか明記する。

⑻　人民検察院が公判に出席する場合，⑴の案内のように記入するが，「人民裁判所」の
代わりに「人民検察院」を記入する。

⑼　１日で審理が終了した場合，その日付を記入する（例：２０１７年７月１５日）。２

50  （訳者注）「審査官」とは，裁判所書記官を５年以上務めた裁判所の専門公務員であり，副長官の指示に従って監督
審，再審の段階で事件記録を審査し，審査の結論を出し，判決執行活動任務の実施を手助けし，その他の任務を実施す
るなどする者である。（２０１４年人民裁判所組織法の第９３条及び２０１５年民事訴訟法第５０条）
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日間にわたって審理した場合，列挙する（例２０１７年３月２日，３日）。３日間以上
にわたって連続的に審理した場合“…日から…日まで”と記入する（例：２０１７年
１０月６日から１０日まで）。３日間以上にわたって審理したが，連続的ではなかった
場合，その日付を記入する（例：２０１７年３月７日，８日及び１５日）。審理が連続
的であったが，翌月まで続いた場合，…月…日から…月…日までと記入する（例：
２０１７年５月３１日から６月２日まで）。連続しない場合，個別に記入する（例：
２０１７年３月３０日，３１日及び４月４日，５日）

⑽　非公開の裁判であれば，「公判」を「非公開裁判」に変える。
⑾　受理する番号，受理する年，という順番に記入する。そして，最後のところには，民

事紛争であれば“ＤＳ”と記入し，婚姻家族に関する紛争であれば“ＨＮＧ Đ”と記入
し，経営，商売に関する紛争であれば“ＫＤＴＭ”と記入し，労働に関する紛争であれ
ば“Ｌ Đ”と記入する。（例：第１８／２０１７／ＴＬＳＴ－ＨＮＧ Đ 号）．

⑿　⑷のように記入する。
⒀　原告は個人であれば，氏名，住所を記入する（未成年者であれば，その者の氏名の後

に生年月日及び合法的代理人の氏名を記入する）。原告が機関，組織である場合，その
名前及び住所を記入する。

⒁　原告が合法的な代理人がいる時のみに記入する。その者の氏名，住所及び法定代理人
なのか任意代理人なのかを明記する。法定代理人の場合，（　）に原告との関係を明記
しなければならず，任意代理人であれば，“…年…月…日付委任状”という脚注を付け
る。

例①： …で居住する Nguyễn Văn A 氏は，原告の法定代理人である（Thắng Lợi 有限会
社の社長）

例②： …で居住する Lê Thị B 氏は，原告の任意代理人である“…年…月…日付委任
状”

⒂　原告の合法的な権利利益弁護人がいる場合のみ記入する。その者の氏名，住所（弁護
士であれば，法律事務所の名前及び所属する弁護士会の名前）を記入する。複数の原告
がいる場合，弁護される原告についても明記する。

⒃　及び⒆には，⒀のように記入する。
⒄　及び⒇には，⒁のように記入する。
⒅　及び㉑には，⒂のように記入する。
㉒　氏名，住所を記入する。（未成年者であれば，氏名の後に生年月日及び法定代理人の

氏名を記入する）
㉓　氏名，職名，職場の住所（職場がなければ，居住の住所）を記入する。
㉔　氏名，職場の住所（職場がなければ，居住の住所）を記入する。
㉕　ここでは，原告，機関，組織，個人の請求，被告の反訴，提議，関連の権利義務を有

する者の独立的な請求，提議，検察院の意見を明記する。資料，証拠についての情報，
事件の詳細を簡潔に記載し，証明を要しない各事由・事実，当事者によって合意された
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こと，合意していないことを明記する。当事者により合意できない事件の各詳細・事実
の場合，各当事者の立論，その根拠を明記しなければならない。

㉖　事件において解決する必要がある課題に関する裁判所の認定を記載する（実体法と手
続法の適用について）。裁判所は，事件の事実及び証拠について十分かつ客観的に分
析，評価，認定するために，公判で検討された資料，証拠及び公判での争訟の結果に基
づかなければならない。当事者の請求，提議，他の者の合法的な権利及び利益を保護す
るために訴えた機関，組織，個人（もしあれば）の請求，提議，当事者の弁護人の請
求，提議，検察院（もしあれば）の意見を認容するか否か，他の問題を解決するため
に，法的根拠，判例（もしあれば）を分析し，引用しなければならない。その事件が，
民事訴訟法第４条２項に該当する場合，裁判所は，場合に応じて，慣習の適用，類似法
令の適用，民事法令の基本原則，判例又は公平の原理の適用について立論，分析する。

ここでは，各段落の番号は［　］に入れられる。
㉗　具体的な場合に応じて，決定した法的根拠を明記する。
㉘　事件に関する解決に必要なこと，緊急保全処分の適用，訴訟費用，手続費用及び判決

に対する控訴権についての裁判所の決定を記入する。即時に執行する必要がある決定が
あれば，当該決定を明記しなければならない。監督審又は再審の決定に基づき事件を再
審理するに当たり，判決，決定の一部又は全部が破棄された場合，破棄されたが法的効
力が発生している判決，決定に基づいて既に執行された財産，義務（≒債権債務）（も
しあれば）について記入する。民事訴訟法第４８２条に基づき執行される決定がある場
合，判決執行の請求権，判決執行の義務，判決執行の時効に関する内容を明確に記入し
なければならない。

㉙　判決の最後には，評議室で採択された判決書に裁判合議体の構成員の全員の署名と捺
印がなければならない（この判決書が事件記録に編綴される。）。当事者，訴えを提起し
た機関，組織，個人及び検察院に送付される判決書に対しては，以下のように記入す
る。

宛先：
民事訴訟法第２６９条に基づいて第一審の裁
判所が判決を引き渡し，又は送信しなければ
ならない場所及び要保管場所

第一審の裁判合議体の代表
裁判長

（署名捺印）
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 （別添２：仮訳）

判例第３５／２０２０／ＡＬ号51

ベトナム人が外国へ定住に行く前に農地を国内に居住する者に交付することについて

２０２０年２月０５日に最高人民裁判所裁判官評議会により採択され，２０２０年２月
２５日付最高人民裁判所長官決定第５０／ＱＤ－ＣＡ号に基づき公布された。

判例源

ダクラク省における原告たるグエン・ティ・Ｋと被告たるグエン・ティ・Ｔ間の「判決
により強制執行される財産に関する紛争」という民事事件についての在ダナン高級人民裁
判所の２０１８年８月６日付監督審決定第６５／２０１８／ＧＤＴ－ＤＳ号

判例内容の位置

「裁判所の認定」の第４，第５段落部分

判例内容の概要

－判例の事実

ベトナム人が外国へ定住に行く前に，農地を国内に居住する者に交付した。国内に居住
する者は，当該土地を安定的長期に使用し，土地使用権証明書の発行を受けた。
－法的解決

この場合，国内に居住する者は，適法な土地使用権を有するとしなければならならず，
裁判所は，土地使用権の返還請求を認容しない。

判例に関する法令の規定

－全国における農地管理の統一及び農地管理の強化についての政府評議会52による
１９８０年７月１日付決定第２０１－ＨＤＣＰ／ＱＤ号第Ⅲ部第３節，第Ｖ部第３節

－１９８７年土地法１４条，１９９３年土地法２６条，２００３年土地法３８条１１項，
５０条（２０１３年土地法６４条１項ｈ号，１００条が対応する。）

判例のキーワード

「外国に定住するベトナム人」「国内に居住する者に対し使用のため農地を交付する」
「土地使用権証明書が発行される」「土地使用権の返還請求」

事件の内容

２０１２年５月９日付訴状及び訴訟過程において，原告たるグエン・ティ・Ｋは次のと

51  この判例は，最高人民裁判所法制・科学管理部により提案された。
52  （翻訳者注）ベトナム語：Hội đồng Chính phủ
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おり述べた。１９７８年にグエン・ティ・Ｋ，グエンＣ夫婦は，書面によりグエン・ヴァ
ン・Ｄ（息子）に，東はＬ，西はグエン・ティ・Ｅ，南はトゥオン人53，北は国道第１４
号に接する土地を５サオー54贈与した。しかし，１９８２年，１９８３年にＤは，グエ
ン・ダン・Ｎ及びグエン・ヴァン・Ｂにすべて売却した。その後，Ｋは，Ｄに対し，さら
に隣接土地１５０㎡を贈与した。２００５年に贈与する時，書面を作成せず，Ｄに対し，
土地上の住宅を贈与した（Ｄに贈与した住宅については，東はＢ，西と南は家族の残りの
土地，北は国道第１４号に接すると確認された。）。２００５年，Ｋは土地使用権証明書の
発行を申請したため，２００６年３月９日，Ｐ市人民委員会は土地使用権証明書を２通発
行した。一つは，グエン・ティ・Ｋに対する，土地区画第９Ａ号地図シート第５８号に属
する面積１０，１１２．４㎡である土地の土地使用権証明書第ＡＤ５１６１６６号である。
使用目的は一年生樹木を栽培するためである。使用期間は２０１３年までである。もう一
つは，グエン・ティ・Ｋ，グエンＣに対する土地区画第９Ａ号地図シート第５８号に属す
面積が３００㎡である土地の土地使用権証明書第ＡＤ５１６１６５号である。使用目的は
都市での宅地のためである。２００６年１１月，Ｋは，土地上に自宅を建てた状態に合わ
せるために，土地使用権証明書の調整と再発行を申請した。。そのため，２００６年１１
月２４日，Ｐ市人民委員会は決定第７６２／ＱＤ－ＵＢＮＤ号を発行し，土地使用権証明
書第ＡＤ５１６１６５号と第ＡＤ５１６１６６号を回収し，グエン・ティ・Ｋ，グエンＣ
に対し，新たな土地使用権証明書第ＡＧ６８０７６９号と第ＡＧ６８０７６８号を発行し
た。２００９年６月１９日，Ｐ市人民委員会委員長は決定第１６５４号／ＱＤ－ＵＢＮＤ
号を発行し，グエン・ヴァン・Ｄに対して発行した土地使用権証明書の面積・土地区画番
号が重複していることを理由として，グエン・ティ・ＫとグエンＣに発行した土地使用権
証明書を回収した55。

Ｋは，同人らに発行した土地使用権証明書を回収した決定第１６５４／ＱＤ－ＵＢＮＤ
号を発行したことについて，Ｐ市人民委員会委員長に対し，行政事件を提起した。ブオン
マトゥット市人民裁判所による２０１０年６月１１日付第一審行政判決第０２／２０１０
／ＨＣ－ＳＴ号は，Ｋの提訴請求を認容しなかった。ダクラク省人民裁判所による
２０１０年９月１７日付控訴審行政判決第０７／２０１０／ＨＣ－ＰＴ号は，第一審判決
を修正し，Ｋの提訴請求を認容した。控訴審行政判決は，最高人民検察院長官により異議
申立てがなされ，２０１１年１１月１５日付監督審決定第１０／２０１１／ＨＣ－ＧＤＴ
号において，最高人民裁判所行政法廷は，ブオンマトゥット市人民裁判所による２０１０
年６月１１日付第一審行政判決第０２／２０１０／ＨＣ－ＳＴ号，ダクラク省人民裁判所
による２０１０年９月１７日付控訴審行政判決第０７／２０１０／ＨＣ－ＰＴ号を破棄
し，再び第一審の審理を行うために事件記録をブオンマトゥット市人民裁判所に送付し
た。事件を再び第一審の手続に従って受理した後，ブオンマトゥット市人民裁判所は，Ｋ

53  （翻訳者注）ベトナム語：người Thượng
54  （翻訳者注）ベトナム語：sào（ベトナムの昔の面積の物理単位である）
55  （監修者注）ベトナム語： thu hồi
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を２回適式に召喚したが，Ｋが欠席したため，ブオンマトゥット市人民裁判所は，事件解
決を中止した。

現在Ｋは，Ｄ夫婦に対し土地返還を請求するために民事事件を提起している。その理由
は次のとおりである。２００５年にＤは，１９７８年の土地贈与書面の写しを使い，土地
の住所をすべて修正し，修正したものの写しを作成し，それを土地使用権証明書の発行申
請のための申告書類として使用した。それと共に，Ｄは書類原本の喪失証明を申請し，Ｅ
区人民委員会により認定された。これらのＤにより提出された書類に基づき，Ｐ市人民委
員会は，Ｄに対し，面積が４，９２５．５㎡である土地の土地使用権証明書を発行した（地
図シート第５８号土地区画第９Ａ号に属する面積が３００．５㎡である土地の土地使用権
証明書第ＡＤ５７９３０２号，地図シート第５８号土地区画第９Ａ号に属す面積が４，
６２４㎡である土地の土地使用権証明書第ＡＤ５７９３１３号）。現在Ｋは，Ｄ夫婦に対
し４，６５２．７㎡の土地（Ｐ市人民委員会により２０１０年１月２４日付決定第４２３３
／ＱＤ－ＵＢＮＤで回収された２７２．８㎡を差し引いた．）を返還するよう提訴した。Ｋ
は，Ｄ夫婦に対し，１８３．７４㎡の土地（以前に贈与した１５０㎡を含み，また住宅を
建てたため３３．７４㎡を加えて贈与した。）を引き続き使用させるが，裁判所に対し，Ｐ
市人民委員会がＤ・Ｔ夫婦に発行した土地使用権証明書を取り消すよう請求した。

－以前，グイエンヴァンＤ（現在，死亡）とグエン・ティ・Ｔは，次のとおり述べた。
１９７８年，Ｃ・Ｋ夫婦は，彼らに対し，書面により，東はＬ，西はグエン・ティ・Ｅ，
南はトゥオン人，北は国道第１４号に接する土地を５サオー贈与した。しかし，１９８２
年にＫは，Ｎに土地を１サオー売却し，また１９８５年にＣは，Ｂに対し，土地を４サ
オー売却したため，１９７８年に彼らに贈与した土地５サオーは売却された。そこで，両
親は土地の取り換えに同意し，彼らに５サオーの隣接土地を贈与した。その後，両親はド
イツへ定住に行った。

ドイツへ定住に行く前に，Ｋは住宅・土地の書類をずべてグエン・ティ・Ｅに預けた。
２００４年にＫが帰国した。２００５年にＤ・Ｔ夫婦は，住宅・土地の書類を受け取るた
めにＥに会ったが，Ｅはそれらの写ししか渡さず，管轄機関の印や認定がある書類はＫが
所持していると答えた。Ｄ夫婦は，Ｅが渡した書類の写しをさらにコピーし，Ｐ市人民委
員会による１９８０年と１９９０年のコーヒー栽培土地の交付決定と共にＥ区人民委員会
に持参し，土地使用権証明書の発行手続を確認した。その際，住宅・土地の贈与書面の原
本のとおり，１９７８年に両親がＤ夫婦に１５０㎡の住宅及び３．５サオーの果樹を植え
る土地を贈与したと証明する，Ｋと家族の兄弟の署名が必要であると案内された。その後
Ｄは，Ｋに上記のことを伝え（当時，Ｃは死亡していた。），Ｋは，１９７８年にＤ夫婦に
当該住宅と土地を贈与したとの確認書に署名し，この確認書には，グエン・ヴァンＤＤ
（現在，死亡）とグエン・ティ・Ｅの署名もあった。この確認書を基礎に，２００５年
１２月２６日，Ｐ市人民委員会は，Ｄ夫婦に対し，地図シート第５８号土地区画第９Ａ号
に属す面積が３００．５㎡である宅地の土地使用権証明書第ＡＤ５７９３０２号，地図
シート第５８号土地区画第９Ａ号に属する面積が４，６２４．９㎡である農地の土地使用権
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証明書第ＡＤ５７９３１３号を発行した。
しかしながらその後の２００６年３月９日，Ｐ市人民委員会は，Ｋに対し，一年生樹木

を栽培するための地図シート第５８号土地区画第９Ａ号に属する面積が１０，１１２．４㎡
である土地の土地使用権証明書第ＡＤ５１６１６６号を発行し，Ｋ・Ｃに対し都市での宅
地のための地図シート第５８号土地区画第９Ａ号に属する面積が３００㎡である土地の土
地使用権証明書第ＡＤ５１６１６５号を発行した。それは，Ｄ夫婦に使用権証明書を発行
した土地の面積に重ねたものである。しかしながら，これらの誤りを発見したため，
２００６年１１月２４日，Ｐ市人民委員会は，Ｃ・Ｋに発行した土地使用権証明書を回収
する決定第７６２／ＱＤ－ＵＢＮＤ号を発行した。

現在，Ｄ夫婦は，Ｋの提訴請求を認めないと共に，次の事実を述べている。上記の土地
の２スロットにつき，３，０００，０００，０００ドンを借りるために，Ａ銀行に対し抵当
を設定した。また，その融資を返済できなかったため，銀行が提訴し，裁判所が事件を解
決し，判決執行機関が判決執行のための競売を行った。そのため，裁判所に対し，法令の
規定に基づき，解決するようを申し立てている。

関連する権利義務を有する者であるＰ市人民委員会の代表は，Ｄ・Ｔ夫婦に対する土地
使用権証明書の発行の手順，手続は適法であると述べた。

関連する権利義務を有する者であるＡ銀行の代表は，銀行とＤ・Ｔ間に締結された融資
の貸付契約は善意であり，法令の規定に基づき，担保取引が登記されたと述べた。

－２０１３年９月６日付第一審民事判決第１２４／２０１３／ＤＳ－ＳＴ号において，
ダクラク省ブオンマトゥット市人民裁判所は，原告の提訴請求を全部棄却した。

－２０１４年１月１４日付控訴審民事判決第０７／２０１４／ＤＳＰＴ号において，ダ
クラク省人民裁判所は，第一審判決を修正し，原告の提訴請求を全部認容し，Ｄ・Ｔ夫婦
は（Ｋが任意にＤに贈与し，Ｄが住宅を建てた１８３，７４㎡の土地を除く。），Ｋに土地
返還をすべきであるとし，Ｐ市人民委員会がＤ・Ｔ夫婦に発行した土地使用権証明書を取
り消した。

Ｄ夫婦，Ａ銀行とＨ（銀行とＤ夫婦間の金融貸付契約，及び土地使用権抵当契約の紛争
を解決した，ダックラック省人民裁判所による２０１１年６月１７日付当事者間の合意を
認める決定第４７／２０１１／ＱＤＳＴ－ＫＤＴＭ号に基づく競売の落札者である。）
は，監督審の申立てをした。

－２０１４年９月１６日付決定第３４３／２０１４／ＫＮ－ＤＳ号で，最高人民裁判所
長官は，監督審手続に基づき，ダクラク省人民裁判所による２０１４年１月１４日付控訴
審民事判決第０７／２０１４／ＤＳＰＴ号に対し，異議申立てをした。最高人民裁判所長
官は，控訴審判決と第一審判決を破棄するよう監督審の審理を行い，再審理するために，
事件記録を第一審裁判所に送付するよう申立てた。２０１４年１１月２４日付監督審決定
第４６１／２０１４／ＤＳ－ＧＤＴ号において，最高人民裁判所民事裁判所は，第一審判
決，控訴審判決を破棄し，次の認定（概要）に基づき，再び第一審を行うために事件記録
をブオンマトゥット市人民裁判所に送付した。
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＋存命中，Ｃ・Ｋ夫婦は２９，４１８．２７㎡の土地を使用していた。１９８３年にドイ
ツへ定住に行くため，子たちに土地を交付した。Ｄ夫婦は，その一部を使用させられ，
２００５年末，４，９２４㎡の土地（宅地が３００．５㎡と農地が４，６２４．９㎡からな
る。）に対し，土地使用権証明書の発行を受けた。２００４年にＫが帰国した。２００６
年にＫは，Ｄ夫婦が使用しており，土地使用権証明書が発行された土地を含む土地使用権
証明書の発行を受けた。しかしその後，人民委員会は，誤りを発見し，Ｋに対して発行し
た土地使用権証明書を取り消す決定を発行し，Ｄ夫婦に対する土地使用権証明書の発行は
適法であるとした。このように，紛争となった土地は，従来Ｋ・Ｃのものであったが，彼
らは外国に行き，１９８３年からＤ夫婦に使用のために交付し，Ｄ夫婦は，２００５年に
土地使用権証明書の発行を受けた。また，４，６２４．９㎡の農地については，Ｄ夫婦に交
付しなければ国家により回収されたものである。３００．５㎡の宅地は，ＫがＤに１５０
㎡贈与し，残部はＣの相続財産であるため，Ｋは返還を請求することができない。

＋他方で，２００９年にＤ夫婦は，融資を借入れるため，銀行に対し，抵当を土地に設
定した。融資を返済することができなかったため，銀行が提訴し，裁判所がそれを解決
し，判決執行機関が判決執行のための競売を行った。控訴審裁判所が，Ｄ夫婦に対し，土
地の全部（Ｄが住宅を建てた１８０㎡の土地を除く。）を返還すべきとしたのは相当では
なく，銀行とＨ（土地の落札者）の適法な権利・利益を保障することができない。

－２０１４年１月１４日付第一審民事判決第９８／２０１４／ＤＳ－ＳＴ号において，
ブオンマトゥット市人民裁判所は，原告の提訴請求を全部棄却した。

－２０１６年１月１１日付控訴審民事判決第０６／２０１６／ＤＳ－ＰＴ，ダクラク省
人民裁判所は，上記の第一審判決を維持すると決定した。

控訴審の審理を行った後，Ｋは，ダクラク省人民裁判所による２０１６年１月１１日付
控訴審民事判決第０６／２０１６／ＤＳ－ＰＴ号に対し，監督審手続による異議申立てを
求める届けを出した。

－２０１７年２月７日付異議申立第１１／２０１７／ＫＮ－ＤＳ－ＶＣ２号において，
再び第一審を解決するため，在ダナン高級人民検察院長官は，在ダナン高級人民裁判所裁
判官委員会に対し，ブオンマトゥット市人民裁判所による２０１４年１月１４日付第一審
民事判決第９８／２０１４／ＤＳ－ＳＴ号，及びダクラク省人民裁判所による２０１６年
１月１１日付控訴審民事判決第０６／２０１６／ＤＳ－ＰＴ号を破棄するよう，監督審の
審理を申立てた。その理由は次の通りである。

＋土地使用権証明書発行の申請のための申告過程において，グエン・ヴァンＤは，
１９７８年１月２日付住宅・土地の贈与書面の写しを使用し，偽造書面（接する四辺を修
正した）を作成し，農民連盟会56会長であるグエン・ヴァン・ＳとＥ区人民委員会委員長
による１９８３年１１月２５日付認証（土地贈与日から５年以上）を加えた。これは，違
法である。Ｐ市人民委員会は，２００５年１２月２６日に地図シート第５８号土地区画第

56  （翻訳者注）：ベトナム語：Hội Liên hiệp nông dân
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９ Ａ 号 に 属 す 面 積 が ３ ０ ０．５ ５ ㎡ で あ る 土 地 に つ き 土 地 使 用 権 証 明 書 第 Ａ Ｄ
５７９３０２号，地図シート第５８号土地区画第９Ａ号に属す面積が４，６２４㎡である
土地につき土地使用権証明書第ＡＤ５７９３１３号を，Ｄに発行することは正当ではな
い。他方で，農民連盟会会長であるグエン・ヴァン・ＳとＥ区人民委員会委員長は，
１９７８年１月２日付住宅・土地の贈与書面に１９８３年１１月２５日を記入し認証した
にもかかわらず，第一審裁判所と控訴審裁判所がこれを確認せず，これらの者の供述を聴
取しなかったことから，事件の全面的解明に至っていない。

＋被告は，次のとおり述べた。１９８２年にグエン・ティ・Ｋは，グエン・ダン・Ｎに
対し，被告の夫婦に贈与した土地の中の１サオーを売却した。また１９８５年にＣは，グ
エン・ヴァン・Ｂに土地を４サオー売却した。Ｃ・Ｋが土地を売却した後，Ｔ夫婦に対し
５サオーの隣接土地を贈与した。１９７８年にＣ・Ｋ夫婦が被告らに贈与した土地につい
ては，誰と隣接しているかわからなかったため，Ｃ・Ｋはそれを贈与書面に記載しなかっ
た。その土地が上記のように売却された後，Ｃ・Ｋから隣接土地を新たに５サオー贈与さ
れたため，その時被告らは，Ｂに接し，家族の土地に接すると記載し，ダクラク省文化
ティー57に属する国営映画館58，Ｅ区の団体農民協会59の認証を申請した。

しかし土地の譲渡書面には，Ｄが直接，ＮとＢに土地を譲渡したと記載されている。土
地の贈与については，Ｋにより提供された原本と，被告により提供された写しという証拠
のいずれも，当該土地は四辺があること明確であったが，写しに記載されていなかったわ
けではく，四辺が修正されたものであることを表していた。また，Ｔにより陳述された，
Ｃ・Ｋが５サオーの土地を譲渡した後に，再び隣接する５サオーの土地を贈与したこと
は，証拠がないため根拠のないことである。

被告は，Ｋが２００５年１０月１５日付文書60を作成し，１９７８年にＴ夫婦に対し住
宅及び数サオーの果樹の栽培土地を贈与したと認証したとも述べた。Ｋと家族の兄弟であ
るグイエンヴァンＤＤ（２００８年に死亡），グエン・ティ・Ｅのいずれも，上記の写し
により住宅・土地の贈与書面を適法化するために認証をした。しかし，上記の文書を検討
すると，Ｋが１５０㎡（５ｍｘ３０ｍ）の土地の面積に１００㎡（５ｍｘ２０ｍ）の面積
で建てられた住宅の贈与のみ認証したことを示しているだけであり，Ｔ夫婦に対し，数サ
オーの果樹栽培土地を贈与したことを認証する内容は存在しない。

訴訟について。２００５年にＤ・Ｔ夫婦は，Ｋ・Ｃにより１９７８年１月２日に贈与さ
れた土地ではなく，他の土地について土地使用権証明書の発行を申請した。しかし，Ｃは
１９８８年に死亡したため，この時点ではＫとＣ・Ｋの子の１４名に対する相続権が発生
した。第一審裁判所，控訴審裁判所が，これらの者を関連する権利義務を有する者として
訴訟に参加させないことは，２００４年民事訴訟法第６１条（２０１５年民事訴訟法第
７３条が対応する。）に違反している。

57  （翻訳者注）：ベトナム語：Ty văn hóa
58  （翻訳者注）：ベトナム語：Quốc doanh chiếu bóng
59  （翻訳者注）：ベトナム語：Hội nông dân tập thể
60  （監修者注）：ベトナム語： đơn
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監督審の公判において，在ダナン高級検察院代表は，在ダナン高級裁判所裁判官委員会
に対し，在ダナン高級検察院長官による異議申立てを認容するよう申立てた。

裁判所の認定

［１］Ｋ夫婦は，Ｄ・Ｔ夫婦がＰ市人民委員会より，２００５年１２月２６日付土地使用
権証明書を発行された面積４，９２４㎡の土地の返還請求権を有するかについて，在
ダナン高級裁判所裁判官委員会は，次のように判断する。

［２］グエンＣ・グエン・ティ・Ｋ夫婦は，１４名の子を有し，グエン・ヴァン・Ｄはそ
の子の一人である。ＫとＤ・Ｔ夫婦間において紛争となっている４，９２４㎡の土地
（宅地の３００．５㎡と農地の４，６２４．９㎡からなる。）は，Ｃ・Ｋ夫婦が生きてい
る間に確立した２９，４１８．２７㎡の土地の一部である（１９７５年前に，この土地
の面積はＣ村の境界に属していたが，１９７５年にＨ村の境界に属し，１９８３年か
らＥ村に属すことになった。現在はダクラク省Ｐ市Ｅ区である。）。１９７８年１０月
２日にＣ・Ｋ夫婦は，住宅・土地の贈与書面を作成した。その内容は，息子であるＤ
に対し，面積が５サオーである，東はＬの土地に，西はグエン・ティ・Ｅの土地に，
南はトゥオン人の土地に，北は国道第１４号に接する土地の上に所在する面積が４ｍ
ｘ１２ｍである住宅を贈与することである。しかしながら，１９８２年，１９８３年
にグエン・ダン・Ｎとグエン・ティ・Ｂは，右の５サオーの土地をすべて譲り受け
た。Ｋの陳述によれば，Ｎ・Ｂへの５サオーの土地の譲渡は，Ｄにより行なわれたの
に対して，Ｄはそれを認めず，Ｃ・Ｋが土地の譲渡人であったとした。監督審裁判所
は，Ｄの供述は，Ｃ・Ｋから土地を５サオー購入し，Ｃ・Ｋに対し代金を支払ったと
いうＮ・Ｂの供述と合致し，また１９７８年にＣ・Ｋは，Ｄへの住宅・土地の贈与に
つき，手書きの書面にしか署名しなかったため，法律上Ｃ・Ｋは，未だ当該土地の使
用者である事実にも合致する。

［３］１９７８年に，手書きの書面によりＤに対して贈与した土地の５サオーを譲渡した
後に，１９８３年からＣ・Ｋ夫婦は，ドイツに定住するために出国した。残りの住宅
と土地は，Ｄ・Ｔ夫婦が管理し使用していた。監督審の審理合議体は，両親がドイツ
へ定住に行く前にＮ・Ｂに売却した５サオーの土地を取り換えるため，隣接の５サ
オーの土地を贈与してくれたというＤ・Ｔの供述は，根拠があると判断する。なぜな
ら，この供述は，Ｃ・Ｋから土地を購入し，Ｃ・Ｋに対し代金を支払ったというＮ・
Ｂの供述と合致するためである。またこの供述は，Ｋが，２００５年１０月１５日付
説明文書（文書は，グエン・ヴァン・ＤＤ，グエン・ティ・Ｅ，証人たる隣人である
グエン・ヴァン・Ｈ１の署名，地方の管轄機関の認証がある。）に署名したという事
実にも合致している。この文書は，１９７８年にＫ夫婦が，Ｄに対し住宅・土地を贈
与したが，これらの書面が喪失したため，Ｄが，法令の規定に基づき，土地使用権登
記を行うため，この文書に署名したという内容を認証するためのものである。

［４］他方で，Ｄ・Ｔ夫婦がＰ市人民委員会により２００５年１２月２６日付土地使用権
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証明書を発行された面積４，９２４㎡の土地のうち，宅地は３００．５㎡しかなく（土
地使用権証明書第ＡＤ５７９３０２号，土地区画第９Ａ号地図シート第５８号），残
りの図シート第５８号土地区画第９Ａ号地に所在する４，６２４．９㎡は農地である
（土地使用権証明書第ＡＤ５７９３１３号。）。１９８７年土地法第１４条５項，
１９９３年土地法第２６条３項の定めるところにより，使用者が国の許可なしに６か
月又は１２か月を超えて土地を使用しない場合，国家は土地を回収する。２００３年
土地法第３８条１１項及び２０１３年土地法第６４条１項ｈ号に基づき，土地使用が
土地に関する法令に違反するいくつかの場合において，国家は土地を回収する。例え
ば，「一年生樹木栽培地が連続する１２か月間，多年生樹木の植林地が連続する１８
か月間，植林地が連続する２４か月間，使用されない」場合等である。監督審は次の
ように判断した。以前，Ｃ・Ｋは４，６２４．９４㎡の農地を使用していたが，彼らは
外国へ定住に行き，長期間に渡り使用しなかったため，この農地は，国家により回収
される土地となった。Ｄ夫婦は，直接使用し，毎年申告し，国家に税金を納め，
２００５年に国家より土地使用権証明書の発行を受けた。そのため，当該土地に対し
適法な使用権を有する。

［５］上記を踏まえて，監督審は次のことを認定するために十分な根拠がある。Ｃ・Ｋ夫
婦がドイツへ定住に行く前に，現在はＤ・Ｔ夫婦が土地使用権証明書の発行を受けて
いる５サオーの土地をＤ・Ｔ夫婦に対し贈与した。これは，Ｃ・Ｋ夫婦が１９７８年
にＤに贈与したが，１９８２年，１９８３年にＮ，Ｂに譲渡した５サオーの土地を補
うために贈与した土地である。他方で，Ｃ・Ｋ夫婦は長期間に渡り土地を使用しな
かったため，この土地は国により回収される土地となったのに対して，Ｄ夫婦は，土
地を使用し，申告し，国家に税金を納め，そして国家により土地使用権証明書を発行
された。そのためＤ・Ｔ夫婦は，当該土地に対し適法な使用権を有する。したがっ
て，ブオンマトゥット市人民裁判所による２０１４年１月１４日付第一審民事判決第
９８／２０１４／ＤＳ－ＳＴ号及びダクラク省人民裁判所による２０１６年１月１１
日付控訴審民事判決第０６／２０１６／ＤＳ－ＰＴ号が，Ｄ・Ｔに対する上記の土地
の返還請求という，Ｋの提訴請求を認容しないことには根拠があり，適法である。

［６］Ｐ市人民裁判所により，２００５年１２月２６日付土地使用権証明書（土地区画第
９Ａ号地図シート第５８号，面積が３００．５㎡である宅地についての土地使用権証
明書第ＡＤ５７９３０２号，及び土地区画第９Ａ号地図シート第５８号，面積が４，
６２４．９㎡である農地についての土地使用権証明書第ＡＤ５７９３１３号）を発行
された後，２００９年にＤ・Ｔは，融資を借入るために，これらつきＡ銀行に対し抵
当を設定した。Ｄ・Ｔは期限どおりに融資を返済しなかったため，銀行が提訴した。
ダクラク人民裁判所は，２０１１年６月１７日付で当事者間の合意を認める決定第
４７／２０１１／ＱＤＳＴ－ＫＤＴＭで解決し，Ｄ・Ｔ夫婦が銀行に融資を返済しな
ければならないとし，返済できない場合，銀行は，抵当を設定したＤ夫婦の土地の二
つの使用権を競売する権利を有するとした。その後，上記の土地使用権は，銀行に対
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する判決執行のために判決執行機関により競売された。落札者はＨであり，２００５
年民法第１３８条と第２５８条の定めるところにより，Ｈは善意の第三者であり，Ｋ
とＤ・Ｔ夫婦間の紛争に関係なく上記の土地に対して適法な使用権を有することにな
る。

［７］上記を踏まえて，在ダナン高級裁判所裁判官委員会は，ダクラク省人民裁判所によ
る２０１６年１月１１日付控訴審民事判決第０６／２０１６／ＤＳ－ＰＴ号に対する
ダナンに所在する高級検察院長官による２０１７年２月７日付監督審異義申立第１１
／２０１７／ＫＮ－ＤＳ－ＶＣ２号が，根拠のないものであると認定してこれを認容
せず，ダクラク省人民裁判所による２０１６年１月１１日付控訴審民事判決第０６／
２０１６／ＤＳ－ＰＴ号を維持すると決定する。

上記を踏まえて，

決定

２０１５年民事訴訟法第３３７条１項ｂ号，第３４３条１項に基づく決定：
１．在ダナン高級検察院長官による２０１７年２月７日付監督審異議申立第１１／

２０１７／ＫＮ－ＤＳ－ＶＣ２号を認容せず，ダクラク省人民裁判所による２０１６年
１月１１日付控訴審民事判決第０６・２０１６／ＤＳ－ＰＴ号を維持する。

２．ダクラク省人民裁判所による２０１６年１月１１日付控訴審民事判決第０６／
２０１６／ＤＳ－ＰＴ号は引き続き有効である。

監督審決定は執行効力を有する。

判例の内容

「［４ ］他方で，Ｄ・Ｔ夫婦がＰ市人民委員会により２００５年１２月２６日付土地使用
権証明書を発行された面積４，９２４㎡の土地のうち，宅地は３００．５㎡しかなく
（土地使用権証明書第ＡＤ５７９３０２号，土地区画第９Ａ号地図シート第５８
号），残りの図シート第５８号土地区画第９Ａ号地に所在する４，６２４．９㎡は，
農地である（土地使用権証明書第ＡＤ５７９３１３号。）。１９８７年土地法第１４
条５項，１９９３年土地法第２６条３項の定めるところにより，使用者が国の許可
なしに６か月又は１２か月を超えて土地を使用しない場合，国家は土地を回収す
る。２００３年土地法第３８条１１項及び２０１３年土地法第６４条１項ｈ号に基
づき，土地使用が土地に関する法令に違反するいくつかの場合において，国家は土
地を回収する。例えば，「一年生樹木栽培地が連続する１２か月間，多年生樹木の
植林地が連続する１８か月間，植林地が連続する２４か月間，使用されない」場合
等である。監督審は次のように判断した。以前，Ｃ・Ｋは４，６２４．９４㎡の農地
を使用していたが，彼らは外国へ定住に行き，長期間に渡り使用しなかったため，
この農地は，国家により回収される土地となった。Ｄ夫婦は，直接使用し，毎年申
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告し，国家に税金を納め，２００５年に国家より土地使用権証明書の発行を受け
た。そのため，当該土地に対し適法な使用権を有する。

［５ ］…ブオンマトゥット市人民裁判所による２０１４年１月１４日付第一審民事判決
第９８／２０１４／ＤＳ－ＳＴ号及びダクラク省人民裁判所による２０１６年１月
１１日付控訴審民事判決第０６／２０１６／ＤＳ－ＰＴ号が，Ｄ・Ｔに対する上記
の土地の返還請求という，Ｋの提訴請求を認容しないことには根拠があり，適法で
ある。」
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 （別添３：仮訳）

判例第１５／２０１７／ＡＬ号

農地使用権を交換する場合における当事者の口頭合意の承認について

２０１７年１２月１４日に最高人民裁判所裁判官評議会により採択され，２０１７年
１２月２８日付最高人民裁判所長官決定第２９９／ＱＤ－ＣＡに基づき公布された。

判例源

下記当事者間のハノイ市における「土地交換契約紛争」事件に関する２０１２年８月
２３日付最高人民裁判所の監督審決定第３９４／２０１２／ＤＳ－Ｇ Đ 号である。原告
はチン・ティ・Ｃ，被告はグエン・ミン・Ｔ；関連する権利義務を有する者はヴ・ティ・
Ｐ，グエン・ミン・Ｔｒ，ブイ・タイン・Ｈ，チュオン・ティ・Ｘ，チュオン・シ・Ｋ，
チュオン・ホン・Ｔ，チュオン・ティ・Ｈ１，チュオン・アイン・Ｔ，チュオン・トゥ
イ・Ｎ，チュオン・クアン・Ｋ，チュオン・ティ・Ｈ２である。

判例内容の位置

「裁判所の認定」の第１，第２段落部分

判例内容の概要

－判例の事実

１９９３年１０月１５日（土地法施行日）の前に，当事者は農地使用権の交換につい
て，互いに口頭で自主的に合意した。当事者は交換された土地面積を登記かつ申告し，地
政簿に記入された。当事者は直接耕作し，安定かつ継続して長期に使用した。
－法的解決

この場合，裁判所は，当事者が，交換された土地面積の使用権を有することを確認する
ため，当該農地使用権の交換に係る当事者の口頭合意を承認しなければならない。

判例に関する法令の規定

－１９８７年土地法１６条２項
－２００５年民法１７０条２項

判例のキーワード

「農地使用権の交換」「実際の土地使用権の交換」「土地使用権の承認」

事件の内容

２００６年５月２日の訴状及び事件解決過程の証言において，原告であるチン・ティ・
Ｃは以下のとおり述べた。
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１９６２年には，チン・ティ・Ｃ家族はＫエリアにある地図紙第４番の土地ロット第
２８番に属する５１７㎡の耕作するための５％土地61を付与された。この土地はグエン・
ミン・Ｔ（被告）の隣にある。１９８７年地図によれば，この土地は土地ロット第１５８
及び第１５９に属する。１９９２年始め，耕作の便宜のため，グエン・ミン・Ｔはチン・
ティ・ＣにＣの５％土地，及び，ＴのＢ田畑にある１０請負政策62に基づき交付された
５４０㎡の土地を一時的に交換しようと提案した。両当事者は口頭で合意し，文書を作成
せず，必要に応じて一時的に交換し，１週間前に通知すれば再び交換することとした。
１９９４年，生産需要のため，チン・ティ・Ｃは土地の交換を要求したが，グエン・ミ
ン・Ｔは同意しなかった。チン・ティ・Ｃは県及び市に不服を申し立てたが，完全に解決
されなかった。そのため，チン・ティ・Ｃは，裁判所に対し，法令の規定に基づき，グエ
ン・ミン・Ｔがチン・ティ・Ｃに土地を返還するよう提議した。

被告であるグエン・ミン・Ｔは以下のように述べた。
１０請負政策により，１９９１年始めに，農協 Đ は家族世帯に土地を交付した。この

政策実施中，農協は家族世帯に土地交換を案内した。１９９２年２月には，原告の主張の
ように，グエン・ミン・Ｔとチン・ティ・Ｃは口頭で土地を交換した。土地を交換した
後，グエン・ミン・Ｔは土地を池に改修し，墓１０個を村の霊園に移転した。１９９４年
５月，１９９３年土地法に基づき，各家族世帯の耕作地を申告し，各家族の土地税帳簿に
記入する方針があった。この時，チン・ティ・Ｃは交換されたＢ田畑にある土地を申告
し，グエン・ミン・Ｔは，チン・ティ・Ｃとの間で交換されたＫ区域にある土地及び自己
使用している土地を申告した（グエン・ミン・Ｔは，チン・ティ・Ｃの家族が交換した土
地及びグエン・ミン・Ｔの家族が使用している土地を申告した。）。１９９４年末に農協 Đ
が世帯に出した土地交付の文書には，グエン・ミン・Ｔとチン・ティ・Ｃの間で，互い
に，土地交換が行われたと記載されている。グエン・ミン・Ｔは，１９９２年からこれま
でその土地を直接耕作している。したがって，グエン・ミン・Ｔは，原告の土地の再交換
の請求を認めない。

関連をする権利義務を有する者であるチュオン・ティ・Ｈ２は次のように述べた：
Ｋ区域は元々１９６２年にＨ２の両親が供与された土地である。Ｈ２の父が亡くなった

後，本土地の名義者はＨ２の兄である。１９９０年，１９９１年には，Ａは，Ｈ２に対
し，１００㎡を分割した。チン・ティ・Ｃは，グエン・ミン・Ｔに対し，土地の全部を交
換するのは適切でないと述べ，Ｔに土地返還を請求した。

２００８年８月２０日付けの第一審民事判決第１７／２００８／ＤＳＳＴ号において，
ホアン・マイ区人民裁判所は以下の通り決定した。

「１ ．チン・ティ・Ｃ及びグエン・ミン・Ｔ間の，１９９２年２月に確立した５％土地

61  （監修者注）「５％土地」とは、ベトナム土地政策上の土地の呼称を意味する。
62  （監修者注）共産党のホームページ記事（２０２１年１１月１９日閲覧）によれば、１９８８年４月５日付け政治局
議決第１０号に基づく政策。世帯は自立的経済単位とされ、農民には土地使用権と長期契約が付与された。

  https://dangcongsan.vn/huong-toi-ky-niem-90-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tuyen-giao/thong-tin-tu-lieu/nghi-quyet-10-nq-tw-
nam-1988-ve-doi-moi-quan-ly-kinh-te-nong-nghiep-556557.html
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及び１０請負政策により交付された土地の間の，農業生産地の交換に係る口頭取引
は無効であると宣言する。

グエン・ミン・Ｔ世帯は，チン・ティ・Ｃ世帯に対し，１９９０年，Ｋ区域にあ
る地図紙第４番の土地ロット第２８番（現在は，ハノイ，Ｍ区，Ｌワード，３３番
の土地）に属する５１７平方メートの５％土地を返還せよ。

チン・ティ・Ｃ世帯は，グエン・ミン・Ｔ世帯に対し，ハノイ，Ｍ区，Ｌワー
ド，Ｂアリアにある，１９９４年に作成した土地管理地図の地図紙第４２－Ａ２号
の土地ロット第８０番の一部である，５４０㎡の土地を返還せよ。

２．チン・ティ・Ｃは，グエン・ミン・Ｔに対し，１１２，８１７，０００ドンの土地
修復費用及び墓移動費用を支払え。

３．グエン・ミン・Ｔｒ，ブイ・タイン・Ｈは，チン・ティ・Ｃ世帯に土地を返還す
るために，１９９０年土地管理地図の地図紙第４番の土地ロット第２８番に属する
５１７㎡の土地面積中にある７５．２８㎡の個別住宅63を撤去せよ。」

グエン・ミン・Ｔは第一審民事判決の全体を控訴した。
２００８年１１月２７日付控訴審判決第１１１／２００８／ＤＳＰＴ号において，ハノ

イ人民裁判所は第一審判決を維持すると決定する。
その他，控訴審は事件費を決定する。
控訴審の後，グエン・ミン・Ｔは，以上の控訴審民事判決に対し不服申立書を出した。
２０１１年８月２日付決定第４８２／２０１１／ＫＮ－ＤＳ号において，最高人民裁判

所長官は以上の控訴審民事判決に対し異議を述べ；最高人民裁判所民事法廷は第一審判決
及び控訴審判決を破棄するために，監督審で審理するよう提議した。そして，法令の規定
に基づき，再び第一審を審理するため，ホアン・マイ人民裁判所に当該事件の記録を差し
戻すと提案した。

本日，最高人民検察院の代表者は最高人民裁判所長官の異議内容に同意した。

裁判所の認定

⑴　事件記録の研究及び協議を経た後，人民裁判所の裁判合議体は，異議申立ての内容に
同意した：当事者間の土地交換は自主的であり，当事者の耕作使用ニーズに基づく根拠
がある。土地を交換した後，当事者は，交換された面積に対し，登記かつ申告し，地政
簿に記入され，１９９２年からこれまで直接耕作し，安定かつ継続して使用している。
土地使用過程において，グエン・ミン・Ｔは土地の一部を池に改修し，土地上の墓を移
転した。

⑵　実際には，土地交換は１９９２年２月に行われたが，事件記録にある証拠は，当事者
は，１９９４年から地方機関において交換された土地面積に対する登記かつ申告の手

63  （翻訳者注）ベトナム語：「nhà cấp 4」
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続，土地書類の発給，確定申告の手続も１９９４年から行われていると示している。こ
の場合，交換された土地面積の使用権を有することを承認するために，土地交換が実際
に発生したと承認すべきであったのであり，それは正確かつ実態に符合している。一時
的な土地交換を認定するため，チン・ティ・Ｃの証言に基づき，第一審裁判所及び控訴
審裁判所が，土地交換は違法と判断して土地交換取引を取り消し，各当事者に対し，住
宅を撤去して土地を返還せよと確定するのは誤りであり，各当事者の土地使用に無用な
混乱を生じさせる。

そのため，上記の理由により，
民事訴訟法２９１条２項，２９７条３項，２９９条に基づき，

決定

原告チン・ティ・Ｃ及び被告グエン・ミン・Ｔ間の「土地交換契約紛争」に関する事件
における２００８年１１月２７日付ハノイ市人民裁判所の控訴審判決第１１１／２００８
／ＤＳＰＴ号の全部，及び２００８年８月２０日付ホアン・マイ区人民裁判所の第一審判
決第１７／２００８／ＤＳＳＴ号の全部を破棄する。

法令の規定に基づき，再び第一審を審理するため，ホアン・マイ区人民裁判所，ハノイ
市人民裁判所に当該事件の記録を差し戻す。

判例の内容

⑴　事件記録の研究及び協議を経た後，人民裁判所の裁判合議体は，異議申立ての内容に
同意した：当事者間の土地交換は自主的であり，当事者の耕作使用ニーズに基づく根拠
がある。土地を交換した後，当事者は，交換された面積に対し，登記かつ申告し，地政
簿に記入され，１９９２年からこれまで直接耕作し，安定かつ継続して使用している。
土地使用過程において，グエン・ミン・Ｔは土地の一部を池に改修し，土地上の墓を移
転した。

⑵　実際には，土地交換は１９９２年２月に行われたが，事件記録にある証拠は，当事者
は，１９９４年から地方機関において交換された土地面積に対する登記かつ申告の手
続，土地書類の発給，確定申告の手続も１９９４年から行われていると示している。こ
の場合，交換された土地面積の使用権を有することを承認するために，土地交換が実際
に発生したと承認すべきであったのであり，それは正確かつ実態に符合している。一時
的な土地交換を認定するため，チン・ティ・Ｃの証言に基づき，第一審裁判所及び控訴
審裁判所が，土地交換は違法と判断して土地交換取引を取り消し，各当事者に対し，住
宅を撤去して土地を返還せよと確定するのは誤りであり，各当事者の土地使用に無用な
混乱を生じさせる。
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 （別添４：仮訳）

判例第２１／２０１８／ＡＬ号

財産賃貸借契約の一方的終了における過失及び損害について

２０１８年１０月１７日に最高人民裁判所裁判官評議会により採択され，２０１８年
１１月６日付最高人民裁判所長官決定第２６９／ＱＤ－ＣＡに基づき公布された。

判例の源

クアンニン省における，原告であるＤ有限会社，及び被告であるＣ株式会社の間の「財
産賃貸借契約紛争」という経営商事事件に係る，最高人民裁判所裁判官評議会の２０１６
年５月２０日付監督審決定第０８／２０１６／ＫＤＴＭ－ＧＤＴ号。

判例内容の位置

「裁判所の認定」の第１段落部分

判例内容の概要

－判例の事実

財産賃貸借契約は有期であり，契約の終了の条件に関する合意は存在しない。賃借人は
期限前に契約を終了させようとしたが，賃貸人の同意を得られなかった。

賃借人が通知書を発行した時から契約終了時までの期間が短すぎたため，賃貸人は，賃
貸借契約の残りの期間について，代替の契約を直ちに締結することができなかった。

賃貸人は，賃借人に対し，契約の残期間の財産の賃料を支払うよう請求した。
－法的解決

この場合には，賃借人に過失があり，賃貸人に与えた損害に対し責任を負わなければな
らないと判断すべきである。考慮しなければならない実損は，契約の残期間における目的
物の賃料である。

判例に関する法令の規定

２００５年民法第４２６条（２０１５年民法第４２８条が対応する。）
２００５年商法第２６９条，第３０２条，第３０３条

判例のキーワード

「財産賃貸借契約」「契約終了の条件」「期限前の契約終了」「損害賠償」「実損」「過失」

事件の内容

２００７年３月１８日付訴状及びその後の陳述で，Ｄ有限会社の代表は次のとおり述べ
た。
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２００６年４月１０日，Ｄ有限会社（以下「Ｄ会社」という。）は，Ｃ株式会社と（タ
グボートの賃貸借にする）経済契約第１１４１／ＨＤ－ＣＮＱＮ号を締結した。契約によ
り，Ｄ会社は，Ｃ株式会社に対し，１３５馬力ある，ナンバープレートＮＢ２０１０，Ｎ
Ｂ２１７２のスチールのタグボートの２台を賃貸した。そして，クアンニン省の１０－
１０港とケーザイ港で，物品の受取り及び出入りのため，Ｃ株式会社の船の牽引（出し入
れ）を引き受けた。賃料（ＶＡＴ込み）は，タグボートの１台につき月額５０００万ドン
である。タグボートの燃料代は，ディーゼルオイル１７リットル／エンジン始動の１時間
／１３５馬力の１台＋０．２３リトルの潤滑剤／１時間／１台であり，Ｃ株式会社はその
全部をＤ会社に支払う（燃料の値段，及び船着き場で発生するコスト（もしあれば）は，
支払い時点で，当事者間で再計算する。）。Ｄ会社は，船長１人，エンジンチーフ１人，船
員１人からなるタグボートの人員を手配し，それらの職位を配置する責任を負い，乗員の
賃金全てを支払わなければならない。契約は，締結日から２００６年１２月３１日まで有
効である。

２００６年８月１７日，Ｃ株式会社は，文書64第２３４９ＩＮＤＥＶＣＯ号を発行し，
Ｄ会社に対し，２００６年８月２０日をもって，２００６年４月１０日付契約第１１４１
／ＨＤ－ＣＮＱＮ号を期限前に終了させることを求めた。

２００６年８月１８日，Ｄ会社は文書第５９．ＣＶＣｔｙ号を発行し，Ｃ株式会社の文
書第２３４９ＩＮＤＥＶＣＯ号に対し，次のとおり回答した。Ｃ株式会社に対し，
２００６年第２半期のタグボートの賃料（２００６年７月１３日付決算確認書65あり。）
を全額支払うことを求める。またＣ株式会社において，２００６年８月２０日から，上記
２台のタグボートを賃借する必要がなくなった場合，２００６年８月１日から２００６年
１２月３１日までの契約の残期間の２台のタグボートの賃料を清算するよう求める。

２００６年９月４日，Ｃ株式会社とＤ会社は，タグボートの賃料の決算書66を作成し
た。同文書によれば，両者は，Ｃ株式会社がＤ会社に支払わなければならない金額を，
２００６年８月２１日まで計算し５１１，５３９，５０５ドンであることを確認した。

２００７年１月１６日，Ｃ株式会社は，Ｄ会社に５１１，５３９，５０５ドンを支払っ
た。

２００７年３月１８日，不調な交渉を何度か重ねた後，Ｄ会社は提訴し，裁判所に対
し，Ｃ株式会社がＤ会社に，法令の規定に基づき，４０３，０００，０００ドン及び
２００６年８月２１日から２００６年１２月３１日までの支払い遅延による利息の支払い
を命じるよう請求した。第一審の公判では，原告の代表は，支払い遅延による利息請求を
取り下げた。

Ｃ株式会社の代表は，次のように述べた。
Ｄ会社と締結した２００６年４月１０日付契約第１１４１／ＨＤ－ＣＮＱＮ号の履行

64  （監修者注）「文書」と訳したベトナム語は「Công văn」である。
65  （監修者注）「決算確認書」と訳したベトナム語は「Biên bản đối chiếu thanh quyết toán」である。
66  （監修者注）「決算書」と訳したベトナム語は「Biên bản quyết toán」である。
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は，原告が述べたとおりである。２００６年８月１７日，賃借していたタグボートを使用
する必要がなくなったため，Ｃ株式会社は，Ｄ会社に対し文書を送付し，契約を期限前に
終了させることを求めた。Ｃ株式会社は，Ｄ会社に５１１，５３９，５０５ドンを支払っ
た。Ｃ株式会社は，４０３，０００，０００ドンの支払いにつき，それが実態に合致してい
ないことを理由として同意せず，Ｄ会社に再計算するよう請求した。Ｃ株式会社は，計算
された金額の５０％のみを承諾するが，正確かつ適切でなければならない。

２０１２年１月１８日付第一審経営商事判決第０１／２０１２／ＫＤＴＭ－ＳＴ号にお
いて，クアンニン省人民裁判所は，次のとおり決定した。

Ｄ有限会社による，Ｃ株式会社（現在は１グループ株式会社である。）に対する，
２００６年４月１０日付契約第１１４１／ＨＤ－ＣＮＱＮ号の残期間の価値に相当する
３０３，０００，０００ドン，及びその支払い遅延による利息である１５７，２６０，０００
ドンを支払うべきとの請求は認容しない。

その他，第一審裁判所は，法令の規定に基づき，訴訟費用及び当事者の控訴権について
決定した。

２０１２年２月１０日，Ｄ有限会社は，第一審判決に対し，控訴状を提出した（送付元
の郵便消印日は，２０１２年２月２５日であった）。

２０１２年５月１７日付の，期限を徒過した控訴の不認容決定第８７／２０１２／ＫＤ
ＴＭＰＴ－ＱＤ号において，在ハノイ最高人民裁判所控訴審裁判所は，民事訴訟法第
２４５条に定める期間が経過したことを理由として，Ｄ有限会社の控訴を認容しなかっ
た。

２０１２年６月７日，Ｄ有限会社は，上記の控訴審判決に対し，監督審の手続による再
検討を提議した。

２０１５年５月４日付異議申立決定第２９／２０１５／ＫＮ－ＫＤＴＭ号において，最
高人民裁判所長官は，最高人民裁判所裁判官評議会に対し，監督審の手続により再審理を
行い，在ハノイ最高人民裁判所控訴審裁判所の２０１２年５月１７日付，期限を徒過した
控訴の不認容決定第８７／２０１２／ＫＤＴＭＰＴ－ＱＤ号，及びクアンニン省人民裁判
所の２０１２年１月１８日付経営商事判決第０１／２０１２／ＫＤＴＭ－ＳＴ号を破棄
し，法令の規定に基づき再審理を行うため，クアンニン省人民裁判所に事件記録を送付す
ることを提議した。

監督審の公判で，最高人民検察院の代表は，最高人民裁判所長官の異議申立決定に同意
した。

裁判所の認定

【１】２００６年４月１０日，Ｄ会社は，Ｃ株式会社に対し，クアンニン省の１０－１０
港とケーザイ港で船舶を牽引（出し入れ）するためのスチールのタグボートの２台を
賃貸することになった。この賃貸借は，経済契約第１１４１／ＨＤ－ＣＮＱＮ号の締
結日から２００６年１２月３１日まで有効であるとされた。契約において，契約の終



62

了条件について合意をしていなかった。しかし，２００６年８月１７日，Ｃ株式会社
は，文書第２３４９ＩＮＤＥＶＣＯ号を発行し，Ｄ会社に対し，２００６年８月２０
日をもって契約を終了させることを通知した。その理由は，「２台のタグボートの賃
借する必要がなくなった」ということであった。Ｃ株式会社が通知書を発行した時点
から，契約を終了させる時点までの期間は短すぎであり，Ｄ会社は代替する契約を直
ちに締結することができなかったため，Ｄ有限会社に損害を与えた。Ｃ株式会社には
過失があったため，Ｄ会社が受けた損害につき，責任を負わなければならない。考慮
しなければならない実損は，契約の残期間における目的物の賃料である。

【２】提訴する前，Ｄ会社は，文書第７５ＣＶＣｔｙＤＧ号（日月を記入せず，２００６
年のみ記入した。）を発行し，Ｃ株式会社に対し，２００６年８月２１日から
２００６年１２月３１日までのタグボートの賃料として２５０，０００，０００ドンの
支払いを請求した。また，２００６年１０月１７日付文書第２７７４ＩＮＤＥＶＣＯ
号で，Ｃ株式会社は，操縦士の賃金の支払いに対してのみ同意するとした。同意しな
かったため，Ｄ有限会社は，２００７年３月１８日，Ｃ株式会社に対し，訴訟提起
し，４０３，０００，０００ドンの金額（契約の残期間のタグボートの２台の賃料であ
る。）を支払うよう請求した。このように，これは，原告が損害賠償を請求した実際
の損害とみなすことができる。

【３】第一審裁判所が，第一審の審理を行うために事件を受理した時，Ｄ有限会社は，
２００６年８月２１日から２００８（訳者注：原文ママ）年１２月３１日までの契約
の残りの価値としての４０３，０００，０００ドン及びその利息の支払いを請求した。
また，Ｃ株式会社は１００，０００，０００ドンを支払い済みであるため，３０３，
０００，０００ドンとその遅延利息を支払わなければならないと主張した。第一審裁
判所は，この請求は根拠のないものであると判断し，未履行の契約の残額とみなした
ため，その請求を認容しなかった。一方，Ｄ会社は損害賠償請求権を有するが，第一
審裁判所が，Ｄ会社が請求しないことを理由にＤ会社の請求を考慮しなかったのは正
当ではなく，Ｄ会社の合法的利益に影響を及ぼした。

【４】２０１２年１月１８日の第一審公判の記録によれば，Ｄ株式会社の代表は公判に出
席していたのであり，したがって，公判内容と裁判所の決定を知るべきであった。Ｄ
会社は，２０１２年２月１０日に控訴状を出した（送付元の郵便消印日は，２０１２
年２月２５日であり，文書が届いた日の消印は２０１２年２月２７日であった。）の
は，民事訴訟法第２４５条に基づき，期限を徒過した控訴である。しかしＤ会社が，
控訴期限を徒過したのは，同社の代表者が裁判長による判決の言い渡しを明確に聞き
取れなかったためであると主張したのは，２００６年８月４日付最高人民裁判所裁判
官評議会決議第０５／２００６／ＮＱ－ＨＤＴＰ号第Ⅰ部第５節の規定によれば，根
拠がない。そのため，控訴審裁判所が，期限を徒過した控訴を認容しないことは正当
である。

【５】２０１２年５月１７日付在ハノイ最高人民裁判所控訴審裁判所による，期限を徒過
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した控訴の不認容決定第８７／２０１２／ＫＤＴＭＰＴ－ＱＤ号は根拠があるもの
の，第一審判決はその決定により有効となっているため，２０１２年５月１７日付在
ハノイ最高人民裁判所控訴審裁判所による，期限を徒過した控訴の不認容決定第８７
／２０１２／ＫＤＴＭＰＴ－ＱＤ号及び２０１２年１月１８日付クアンニン省人民裁
判所の経営商事判決第０１／２０１２／ＫＤＴＭ－ＳＴ号も破棄されなければならな
い。また，法令の規定に基づき，再審理を行うためクアンニン省人民裁判所に事件記
録を送付する。

上記を踏まえて，民事訴訟法（２０１１年３月２９日付法第６５／２０１１／ＱＨ１２
号により修正，補充された。）第２９７条３項，第２９９条１項，２項に基づき，

決定

１　２０１２年５月１７日付在ハノイ最高人民裁判所控訴審裁判所による，期限を徒過し
た控訴の不認容決定第８７／２０１２／ＫＤＴＭＰＴ－ＱＤ号，並びに原告であるＤ有
限会社及び被告であるＣ株式会社の間の財産賃貸借契約紛争という経営商事事件を審理
する２０１２年１月１８日付クアンニン省人民裁判所の経営商事判決０１／２０１２／
ＫＤＴＭ－ＳＴ号を破棄する。

２　法令の規定に基づき，再審理を行うため，クアンニン省人民裁判所に事件記録を送付
する。

判例の内容

「【１ 】２００６年４月１０日，Ｄ会社は，Ｃ株式会社に対し，クアンニン省の１０－
１０港とケーザイ港で船舶を牽引（出し入れ）するためのスチールのタグボートの
２台を賃貸することになった。この賃貸借は，経済契約第１１４１／ＨＤ－ＣＮＱ
Ｎ号の締結日から２００６年１２月３１日まで有効であるとされた。契約におい
て，契約の終了条件について合意をしていなかった。しかし，２００６年８月１７
日，Ｃ株式会社は，文書第２３４９ＩＮＤＥＶＣＯ号を発行し，Ｄ会社に対し，
２００６年８月２０日をもって契約を終了させることを通知した。その理由は，
「２台のタグボートの賃借する必要がなくなった」ということであった。Ｃ株式会
社が通知書を発行した時点から，契約を終了させる時点までの期間は短すぎであ
り，Ｄ会社は代替する契約を直ちに締結することができなかったため，Ｄ有限会社
に損害を与えた。Ｃ株式会社には過失があったため，Ｄ会社が受けた損害につき，
責任を負わなければならない。考慮しなければならない実損は，契約の残期間にお
ける目的物の賃料である。」
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ラオス最高裁判決の評釈③（刑事事件）

ＪＩＣＡ長期派遣専門家　
鈴　木　一　子

前号及び前々号でラオス最高人民裁判所のホームページに公開されている７件の最高裁
判決のうち民事，家事及び商事事件を紹介しました。今回は刑事事件を紹介します。最高
裁判決に関する連載は今回で最終回となりますが，今後，更に紹介すべき判決があった場
合はまた執筆させて頂きます。

◇適用法について

ラオス刑訴法には２００４年成立法，２０１２年改正法及び２０１７年改正法（現行
法）がある。今回，紹介するのはいずれも２０１０年にされた判決であって，適用される
のは２００４年刑訴法である1。大幅に手続が変わったわけではないようであるため，本稿
では主に２０１７年刑訴法（現行法）に基づいて説明し，適宜，旧法との違いについて言
及する（以下の手続の説明において特に断りがなければ刑訴法は２０１７年刑訴法を意味
する。）。

また，刑法は１９８９年成立法，２００１年改正法，２００５年改正法及び２０１７年
改正法（現行法）がある。今回の判決で適用されるのは２００５年改正法である。必要に
応じて各法について言及する。

◇当事者について

刑事判決を読むと，まず当事者欄の記載が目を引く。検察が「原告」とされている。ラ
オスの刑事手続は裁判所も証拠を探知する職権主義であり検察官と被告人の対立構造では
ないのだが，検察庁は被疑者を起訴する権限を有する（刑訴法４９条）から，訴えを提起
する者という意味で原告とされているのかもしれない。人民検察院法４５条３項は「刑事
事件において人民検察院は政府の代表であり原告である」と規定する。また，刑事訴訟手
続参加者は被疑者，被告人，被害者，民事原告，民事責任者，証人，弁護人その他の保護
者，専門家，熟練者，通訳人とされ（刑訴法６３条），検察官は刑事手続参加者ではなく
「訴訟遂行者」とされる（刑訴法５２条）。

次に，ラオスでは附帯私訴が採用されており，日本では民事訴訟の原告となるべき被害
者等が「民事原告」として刑事訴訟に参加する（刑訴法６８条）。被告人が有罪判決を受
け，かつ，損害を生じさせた場合，請求があれば，裁判所は損害賠償について検討しなけ
ればならず，仮執行宣言もできる（刑訴法２０８条２項）。被告人による犯罪のために損

1  刑訴法の沿革については伊藤浩之「ラオス改正刑事訴訟法の概要」（ＩＣＤＮＥＷＳ第６１号（２０１４年１２月
号）１９頁，須田大「ラオス刑事訴訟法の改正動向について」（ＩＣＤＮＥＷＳ第７４号（２０１８年３月号）５９頁
を参照。
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害賠償責任を負う者は「民事責任者」として刑事裁判に参加する（刑訴法６９条）。興味
深いのは，民事責任者として被告人の両親，養親，保護人，雇用者，監督者，組織及び事
業者が列挙されている点である。個人責任の原則というより社会的責任を負わせる仕組み
になっていると感じられる。

通常の民事手続に移行する又は分離する手続は無いようであり，附帯私訴部分の不服に
ついては刑事訴訟の上訴によって処理するようである。民事原告とその関係者は民事の部
分についてのみ控訴できる（刑訴法２１２条２項）。

◇上訴審の手続

次に，ラオスの刑事上訴審の手続について説明する。民事の上訴審の手続については
前々号掲載の評釈①をご覧ください。

１　３審制＋再審
ラオスの現行の刑事訴訟は３審制であり，最高裁（破棄審と呼ばれる）は最終審で

ある。再審は最高裁によってのみ審理される（刑訴法２５９条２項）。

２　上訴審の性質及び構造
当事者等は法的側面の適正を調査するために破棄申立できるとされ（刑訴法２２６

条１項），破棄審は「破棄要請又は異議申立において提示された法的側面に関連する
問題のみを審議する責務を有し，訴訟事件の事実問題について審理しないものとす
る」とされている（刑訴法２３３条１項）から，破棄審は法律審として規定されてい
る。しかし，民訴法にも同様の規定があるものの民事訴訟における破棄審は実際のと
ころ事実審理を行っており条文と実務が乖離している。今回，紹介する最高裁判決は
いずれも手続面の瑕疵が問題になっているため，刑事訴訟でも破棄審が事実審化して
いるかは不明である。

上訴審の構造については，控訴審及び破棄審のいずれも原審の証拠（事件記録）を
引き継いでいるから覆審ではないといえる。破棄審において原則的に新たな証拠提出
はできないようであるから基本的に事後審に見えるが，前述のとおり，実務上の運用
は不明である。

控訴事由について，検察庁による控訴（「異議申立」と呼ばれる）は，「理由が不十
分又は法律的に適正でない裁判」に対してなされる（刑訴法２１３条）。

控訴審では新たな証拠の提出が予定されており（刑訴法２１８条），控訴判決は
「以前に示した証拠及び新証拠をも審理判決の基本としなければならない」（刑訴法
２１８条２項），また控訴審は，「主に公判での審理の結果又は新たな追加証拠に基づ
き，法的正当性及び判決の理由の面で判決を調査する。」（刑訴法２２０条１項）とさ
れている。これらの規定からすると控訴審は継続審のように見える。
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３　上訴審の判決
控訴審判決は①全体的に一審判決を承認する，②部分的又は全体的に一審判決を変

更し，刑罰を増減する，③一審判決を破棄し，一審裁判所の新たな合議体へ差し戻
し，以前の合議体がある要請に対しまだ審議していなかった場合は旧合議体へ事件を
送る，④一審判決を破棄し，被告人を無罪とする，のいずれかである（刑訴法２２２
条１項）。

一審を控訴審が破棄又は変更するための事由は①捜査又は公判での審理が包括的で
ない，十分でない又は客観的でない，②判決の理由付けと事実の不一致，③一審の判
断刑が犯罪の性質及び社会にとって脅威又は被告人の人格にとって適切でない，④刑
事訴訟手続違反又は刑法の不正確な適用がある，のいずれかである（刑訴法２２３
条）。

破棄審判決は①破棄申立てを受理しない（日本でいう却下），②破棄申立てを棄却
して控訴審判決を全部承認する，③控訴審判決を破棄して差し戻さずに被告人を無罪
とする，④控訴審判決の一部又は全部を変更する，⑤控訴審判決の一部又は全体を破
棄し，控訴審裁判所の新たな合議体へ差し戻し，以前の合議体がある要請に対しまだ
審議していなかった場合又は法律違反があった場合は以前の合議体へ事件を送る，の
いずれかである（刑訴法２３１条）。

控訴審判決の破棄事由は，①一審の判断刑が犯罪の性質及び社会にとって脅威又は
被告人の人格にとって適切でない，②刑事訴訟手続違反又は刑法の不正確な適用があ
る，のいずれかである（刑訴法２３２条）。前記一審の破棄事由と違って事実の誤り
は破棄事由になっていないので，やはり手続法上は，破棄審は法律審といえる。

◇合議体について

最高裁判決７件を通読し，合議体に関して気付いたことがあった。各判決の担当裁判官
をみると，民事判決１の裁判長，商事判決１，２及び家事判決の左陪席は同一人物であ
る。また，民事判決１，２，商事判決１及び２の右陪席，家事判決の裁判長は同一人物，
民事判決１の左陪席，商事判決１及び２の裁判長，家事判決の右陪席は同一人物，民事判
決２の左陪席，刑事判決１の裁判長，刑事判決２の右陪席は同一人物，刑事判決１の右陪
席と刑事判決２の裁判長は同一人物，刑事判決１及び２の左陪席は同一人物である。

つまり，最高裁は民事部，刑事部，家庭部，商事部，少年部，労働部及び行政部に分か
れているが（行政部は２０１７年裁判所法改正以降に設置された），少なくとも２０１０
年当時は最高裁判事が十分におらず１人の裁判官が複数の部を兼部していたと推認でき
る。刑事系と民事系を兼任している裁判官もいたことも分かる。また，裁判長，右陪席，
左陪席の序列は日本と同様に年次に基づくと聞いたことがあるが，この７件の最高裁判決
を見る限り，最高裁内では裁判長と各陪席はランダムに務めているように見える。
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刑事事件１（別紙１） 

２０１０年４月６日刑事破棄審第２８号 

事故を招く交通規則違反事件

事案の概要
２００７年１２月２３日午後５時頃，被告人が自宅からベーン川に向かってバイクを時

速４０㎞で走行させ，坂を下ってカーブになったところに差し掛かった際，カムピンの運
転するバイクが対向車線から走って来た。カムピンは左右に揺れながら向かってきたた
め，被告人は避けようとしたが避けきれず当該バイクに衝突し，カムピンは足を骨折し
た。

罰条
２００５年刑法８６条１項　事故を招く交通規則違反
交通規則に違反し，それにより他者に事故及び傷害を生じさせた者に対し，５万キープ

（約６００円）から３０万キープ（約３６００円）の罰金が科されるものとする2。

１審判決（ウドムサイ県裁判所）
被告人は無罪である。
カムピン（民事原告）が控訴。北部控訴審検察院は，１審判決は適正にされたものであ

るとの意見を述べた。

２審判決（北部控訴審裁判所）
１審判決を全部維持（控訴棄却）。
カムピン（民事原告）が破棄申立て。最高人民検察院は，２審判決は適法であり，カム

ピンによる破棄申立は２００４年刑訴法９６条に適合しないとの意見を述べた。

判旨
破棄申立てを受理しない（却下）。
控訴審判決は２００９年１１月１６日付けであり，カムピン（民事原告）が破棄申立を

したのは２０１０年１月１８日なので，破棄申立期限を２日徒過したため刑訴法９６条に
違反する。

2  現行刑法１４５条１項も同じ規定。ただし，罰金が１００万キープ（約１万２０００円）から５００万キープ（約
６万円）と引き上げられた。
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解説
１　上告期間

２００４年刑訴法では，上告期間は控訴審判決が読み上げられた日又は通知を受けた
日から２か月以内とされている（２００４年刑訴法９６条３項）。日本風に考えれば，
控訴審判決の翌日である２００９年１１月１７日が起算点となり，２か月後の応当日は
２０１０年１月１７日，さらに同日は日曜日であるから翌１８日２４時までが破棄申立
期間となり（日本刑訴法５５条），同日にされた破棄申立ては適法である。しかし，ラ
オスでは違法とされた。

本判決当時の刑訴法及び本判決当時に適用されていた契約内債務法（及び同法の改正
法である契約内外債務法）には，期間の計算方法についての定めは見当たらないようで
ある。しかし，本判決は破棄申立期限を２日徒過したと判断しているから，上告期間は
初日を算入し，さらに土日も算入しているようだ。この処理について，初日算入は許容
範囲だと考えるとしても，ラオスの裁判所は土日は休みであり，休日受付しているかは
不明であるものの，土日休日を期間の満了日とするのは極めて酷だと思う。

なお，２０２０年５月２７日に施行された民法典によれば，月で定めた期間は初日不
算入とされ，満了日が休日のときは翌日が満了日となるから（民法４７条２項，４８
条），現在の民事法に従って計算した場合は本件上告は適法である。

もっとも，現行刑訴法では，破棄申立期間は短縮され，控訴審判決が読み上げられた
日又は通知を受けた日から４５日以内とされている（刑訴法２２６条３項）。

２　本判決の意義
前記のとおり，本判決はラオスにおける上告期間の計算方法を示した判決である。当

事者にとって厳しい計算方法を採用していることが分かった。当該計算方法の根拠法が
どこにあるか分からないが，当時は通達があった可能性もある。

なお，一審と原審は被告人を無罪としているから，下級審も読んでみたい判決であ
る。また，無罪判決であるが検察院は上訴せず（民事原告が上訴），むしろ一審及び原
審は適切になされた旨の意見を述べているから，検察院は裁判の監督者という地位を遵
守しているように見える。

さらに，余談であるが，私は２０２１年９月１５日に首都裁判所で刑事控訴審の審理
及び判決を傍聴させてもらった。被告人は無罪を主張していたが，検察官は論告におい
て控訴期間を徒過しているから控訴は不適法である旨の意見を述べ，裁判所も控訴期間
を徒過したと認定し控訴を却下した（ラオスでは１回結審，１５分程度の休廷後に即日
判決するのが通常である。）。しかし，裁判所は判決までの１時間，実体審理をしていた
のである。ラオスでは起訴状一本主義は無く裁判官は一件記録を全て読んでから審理に
臨むため，却下の心証で固まっているのであれば審理する必要は無かったと思うが，感
銘力の問題だろうか…。

以上のほか，形式に関する詳細な指摘は別紙１の脚注を参照して下さい。
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別紙１　刑事判決１　※脚注は鈴木一子による。

ラオス人民民主共和国
平和　独立　民主主義　統一　繫栄

最高人民裁判所
刑事裁判部 第２８号3／刑事裁判部・破棄審
破棄審 ２０１０年４月６日

3  判決番号。判決をする際に付される番号であり，脚注２の事件記録の番号とは異なる。
4  事件記録の番号。つまり，日本と異なり，事件を受け付けて記録を作成したときに記録ファイルに付される番号と判
決書に付される番号の２種類あるということ。

判決

ブンヘン　ピマニヴォン（男性）　　　　　　裁判長
トンマイ　ムンバンディット（男性）　　　　裁判官
ブンテム　コムミッタパープ（男性）　　　　裁判官

より構成される最高人民裁判所刑事裁判部合議体及び同席の
ポンサクシット　ソーブンニャー（女性）　　書記官

シースントン　ソーパープミサイ　　　　　　最高人民検察官

２０１０年４月６日９時００分に，最高人民裁判所法廷において，２００９年６月１１
日付け第２７号4／……の刑事事件を審理した。

当事者

ウドムサイ県人民検察………………………………………………………………………原告
カムピン　サイチャルーン（男性．）年齢：５９歳，国籍：ラオス，職業：定年退職し

た職員，住所：ホームスック村，サイ郡，ウドムサイ県……………………………民事原告
ソムワン（男性．）年齢：１８歳，国籍：ラオス，タームン村ベン郡ウドムサイ県住民

………被告人
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被疑事項：事故を招く交通規則違反

身柄拘束の有無：在宅事件

裁判所は

ラオス人民民主共和国の名において，
２００３年改正人民裁判所法に基づく人民裁判所の職権及び職務に基づき，
公判手続において本刑事事件を審理し，
公判手続において最高人民検察院の意見を聴収した

事件の内容5

ウドムサイ県人民検察院の２００９年７月１５日付け第５１号／ＯＯＰＰの意見書によ
ると，ソムワン（男性）（被告人）は２００７年１２月２３日午後５時頃，自宅からベー
ン川に向かってナンバープレートが付いていない赤色の中国製のバイク（モデル「ウェー
ブ」）を時速４０㎞で運転していたが，坂を下ってカーブになっているところに着くと，
カムピン（男性）（民事原告）が運転していたナンバープレート「ウドムサイ０１３４」
の青色のバイク（モデル「ドリーム」）が反対方面から来ているのが見えた。当該バイク
は左右に揺れながら向かってきたため，被告人は避けようとしたが，避けきれなかったた
め当該バイクに衝突し，結果としてカムピン（男性）（民事原告）が大けがをし（足を骨
折），ソムワン（男性）（被告人）も軽傷を負い，両者のバイクも相当に壊れた。その後，
住民に助けられ，カムピン（男性）（民事原告）はウドムサイ県病院に送られた。

ウドムサイ県人民検察院は，２００９年６月８日付け第５１号／ＯＯＰＰの起訴状によ
り，２００５年改正刑法第８６条所定の事故を招く交通規則違反の疑いでソムワン（男
性）（被告人）を起訴した。

事件の進行過程6

「ソムワン（男性）（被告人）は無罪である」という旨の原告及び被告人の前で下した
２００９年７月２９日付け第４０号／……ウドムサイ県人民裁判所の第一審判決を確認し
た。

カムピン（男性）（民事原告）による２００９年７月２９日付け第２２６号／……控訴
予約状を確認した。そして「ウドムサイ県の第一審裁判所がソムワン（男）（男性）（被告
人）を無罪とした判決に対し不服があるため，北部控訴審人民検察院及び北部控訴審人民
5  ラオス語でヌアーカディ。当事者の主張のまとめである。
6  ラオス語でフープカディ。民事でも刑事でも一審判決には「フープカディ」という記載欄は無く，上訴審判決に特有
の記載欄である。前号までの連載及び本稿では「事件の進行過程」と翻訳されているが，翻訳後，フープカディとは当
事者など「事件の中身以外のこと」という意味で使っているという意見を耳にした（２０２１年６月１０日ソムサック
中部高裁所長（当時）から聴取）。また，２０１４年３月に印刷されたブンクワン最高裁副長官執筆の『裁判官向け民
事訴訟手続』（日本語訳なし。プロジェクトで印刷費用のみ支援したもの。）には第一審でも「フープカディ」をすると
あり，その具体的内容は裁判官が①管轄，②過去に同様の事件で判決をしたか，③時効にかかっていないか，を審査す
るとされている（これらが認められる場合は事件を却下する。）結論として，「フープカディ」の意義は明確でなく，多
岐にわたるらしいとしか言えない。便宜上，本稿では「事件の進行過程」という翻訳を維持する。２０１２年民訴
２４９条，２７７条，３０１条参照。
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裁判所に対し，本件を真実及び公平性に基づいて審理し，民事原告に対する民事上の損害
を被告人に賠償させることについて検討するよう申し立てる」という内容の２００９年８
月１１日付け第１９４号／……受付番号ウドムサイ県人民裁判所の窓口に提出された
２００９年８月７日付け控訴申立書を確認した。

「ウドムサイ県の第一審人民裁判所の判決は法律及び事件の事実に基づき適正にされた
ものである」という２００９年１０月１４日付け第５８号／……北部控訴審人民検察院の
意見書を確認した。

「ウドムサイ県第一審人民裁判所の２００９年７月２９日付け第４０号／……の判決を
すべて維持し，カムピン（男性）（民事原告）に対し，３０，０００キープ7の控訴申立費
用の支払を命じる」という原告及び民事原告の出席，被告人の欠席の下で下された北部控
訴審裁判所の２００９年１１月１６日付け第４７号／……判決を確認した。

ソムワン（男性）（被告人）の弁護人であるカムフン（男性）弁護士による２００９年
１２月２５日付け第３７号／……，及び３０日付け第４１号／……判決承知記録書を確認
した。

２０１０年１月１８日付け第０１号／……破棄審予約状を確認した。そして，「第一審
及び控訴審の裁判所がソムワン（男性）（被告人）を無罪とした判決は適正なものでない
ため，最高人民裁判所に当該判決を破棄し，再審理することを申し立てる。特に，ソムワ
ン（男性）（被告人）は事故が発生してから現在に至るまで１キープも援助することなく
見舞いも来てくれないので，治療費，慰謝料，怪我，障害による逸失利益及びバイク修理
代の賠償を命じるよう申し立てる」と主張する２０１０年１月１６日付け破棄申立書を確
認した。

「２００９年１１月１６日付け第４７号／……北部控訴審裁判所の判決は適法であり，
カムピン（男性）（民事原告）の破棄申立は刑事訴訟法第９６条に適合しない」という旨
の２０１０年２月２３日付け第２９号／ＯＳＰＰ意見書を確認した。

判断8

本刑事事件簿にある各書類を公判手続において検討した結果，
カムピン（男性）（民事原告）による２０１０年１月１６日付け破棄申立書は２００４

年改正刑事訴訟法第９６条所定の期間を遵守していないため，審理することにした9。
カムピン（男性）（民事原告）は北部控訴審裁判所の判決に不服があるため，２０１０

年１月１６日付け破棄申立書を作成したが，破棄審裁判所が審理した結果，当該破棄申立
は不合理だと判断する。北部控訴審裁判所が民事原告に下した第４７号／……の判決は
２００９年１１月１６日付けだったが，カムピン（男性）（民事原告）が破棄審の予約及
び北部控訴審裁判所を通して最高人民裁判所への破棄申立書を提出したのは２０１０年１

7  約３６０円。
8  ラオス語でヴィニッサイ。判決理由である。
9  原文どおりの翻訳。「（上告）期間を遵守していないため審理しないことにした」の誤記ではないかと思われる。
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月１８日付けだったため，破棄申立期限を２日経過したことになり，刑事訴訟法第９６条
に違反することになる。よって，破棄審裁判所として，北部控訴審裁判所２００９年１１
月１６日付け第４７号／……の判決は確定したから，その全てを維持すべきと判断する。

最高人民検察院の２０１０年２月２３日付け第２９号／……の意見書は合理的であると
判断する。

最高人民裁判所刑事裁判部は上記の理由に基づき，北部控訴審裁判所２００９年１１月
１６日付け第４７号／……の判決は確定したから，全て維持すると判断する。

カムピン（男性）（民事原告）が破棄申立人のため，法定の破棄申立費用の支払を命じ
る。

２００５年改正刑法第８６条，２００４年改正刑事訴訟法第９５条，９６条，９８条，
９９条，１０１条に基づき判断した。

改正裁判費用に関する法律10第３４条に基づき判断した。

よって

破棄審として，また，法的最終審として本事件について判決する。

事件の状況上：カムピン（男性）（民事原告）の破棄申立を受理する11。
法律上：当該破棄申立は審理することができない。
判決：北部控訴審裁判所による２００９年１１月１６日付け第４７号／……判決を全て

維持する。
カムピン（男性）（民事原告）に対し，法定の破棄申立費用の支払を命じる。
本判決は本日より効力を生じる。

　　　　裁判長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官
ブンヘン　ピマニヴォン　　　　　　　　　ポンサクシット　ソーブンニャー

10  原文どおりの翻訳。他は何年の改正版か記載があるが，この部分には何年の改正か記載がない。
11  上告は不適法却下だが「事件の状況上，受理する」とはどういう意味か分からない。このような項目を判決に設ける
根拠も分からない。
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刑事事件２（別紙２） 

２０１０年４月６日刑事破棄審第３０号 

交通事故現場からの逃走事件

事案の概要
２００７年５月２９日午後８時頃，被告人は，ノンター村からポンパナオ村に向かって

自動車を運転し，ポントンサワート村のＴ字路に着いたところ，ムンマニーが運転してい
た自動車が右側の道路沿いに停止していた。その頃，反対車線からバイクが向かってきた
ため，被告人はムンマニーの自動車の左側に停車し，バイクが通り過ぎた後，ムンマニー
が先に発進し，直後に被告人が道路の真ん中から発進し，被告人はムンマニーの自動車を
追い越そうとしたが追い越しきれず，被告人の自動車の後部がムンマニーの自動車の前部
に衝突し，損傷させた。しかし，被告人は運転して逃げ去った。

事故現場の図
事案がやや分かりにくいため，図を作成した。この図は最高裁判決に添付されたもので

はなく鈴木一子が作成したものであるから不正確かもしれない。便宜上，ここに貼り付け
る。ラオスで自動車は右側通行である。

罰条
２００５年刑法８７条　事後現場からの逃走
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事故を引き起こしその現場から逃走した者に対し，６か月から２年の懲役及び２０万
キープ（約２４００円）から１００万キープ（約１万２０００円）の罰金が科されるもの
とする12。

１審判決（首都ビエンチャン裁判所）
被告人を懲役６か月に処し，この刑の執行を猶予する。さらに２０万キープの罰金を科

す。被告人に対し民事原告の自動車を原状へと修理することを命じる。
被告人が控訴し，８万５６００バーツ（約２８万７０００円）の損害賠償請求をした。
中部検察院は，１審判決は適正にされたものであるとの意見を述べた。

２審判決（中部高等裁判所）
１審判決を全部維持（控訴棄却）。
被告人が破棄申立ての予約。最高検察院は，２審判決は妥当であるとの意見を述べた。

判旨
原判決を全部維持（破棄申立棄却）。
被告人は２００８年９月４日に破棄申立ての予約をしたが，１年６か月１８日が経過し

て当該事件記録が最高裁に届いた２０１０年３月２２日になっても破棄申立書を提出しな
かったため，不服の理由や目的が不明である。これは２００４年刑訴法９７条１項及び同
条４項に反している。

原審は適切になされたため，全てを維持する。

解説
１　破棄申立ての予約と破棄申立て

本判決をみると「破棄申立ての予約」と「破棄申立て」という用語が出てくるが，前
者は日本でいう上告状の提出であり，後者は日本でいう上告理由書の提出である。ラオ
スでは実務上，上告理由書の提出を「上告の申立て」として扱ってきたが，刑訴法上，
明確な規定が無かったようである。２０１２年刑訴法改正によって「破棄申立ての予
約」という用語を法律上も導入した（２０１２年刑訴法２２６条４項）。日本人に分か
りやすく要約すれば２０１２年刑訴法によって法定期間内に少なくとも上告状を提出す
れば足りるということが明示されたのである。

本判決に適用されるのは２００４年刑訴法だから，刑訴法上の規定はなかったが，破
棄申立ての予約という行為がされていたことが分かる。

12  現行刑法１４６条は少し内容が異なっている。「事故を引き起こした又は事故と直接関係する者が，その現場から逃
走した場合，その者に対し，１年から３年の懲役及び３００万キープ（約３万６０００円）から１０００万キープ（約
１２万円）の罰金が科されるものとする。」



ICD NEWS　第89号（2021.12） 75

２　本判決の意義
本判決は迅速な裁判を受ける権利と関わる。本判決の言わんとすることを整理すると

次のようになると思われる。

①　被告人による破棄申立ての予約（日本で言う上告申立て）は適法にされたが，破
棄申立書（日本で言う上告理由書）が提出されなかったから上告理由が不明であ
る。

②　控訴裁判所は，破棄申立て予約がされた２００８年９月４日の後，速やかに被告
人に対して破棄申立書の書き方等について教示し，破棄申立期間が満了してから３
日が経過するまでに破棄申立書を提出させた上で破棄申立書を含めた事件記録を最
高裁に送付しなければならなかったのに（２００４年刑訴法９７条１項13），破棄
申立ての予約がされてから１年６か月１８日の間，破棄申立書が提出されなかっ
た。

③　②の結果，最高裁は，本来の事件記録を受領すべき日である日から２か月以内に
審理できず，２００４年刑訴法９７条４項14に違反してしまった。

④　とはいえ，原審の判断は適当であるから控訴棄却。

上告期間の計算を刑事判決１にならって行うと，控訴判決は２００８年８月１８日だ
から上告期間の満了日は２００８年１０月１８日であり（同日は土曜日であるが），最
高裁が本来，事件記録を受領すべきだった日は２００８年１０月２０日となると思われ
るが，実際には２０１０年３月２２日に受領した。本件はこのような控訴裁判所による
処理の遅延について最高裁が批判したと解釈することができる。

控訴裁判所が破棄申立てを受理しない又は受理が遅れる場合については，２００４年
刑訴法９７条２項，３項に規定があり15（２０１２年刑訴法及び現行刑訴法２２７条３
項，４項にも同じ規定がある。），控訴裁判所の処理の遅延は以前から問題になっていた
ことが推認される。

もっとも，本判決は破棄申立棄却としており，本件の事案の下では被告人に対して救
済手段を採るには至っていない16。あるいは，控訴裁判所の処理が遅延する場合には被
告人は最高裁に対して破棄申立てできる例外的手段（９７条２項，３項）を採らなかっ
たから本判決には被告人を非難する趣旨も込められているのかもしれない。ラオスの憲
法には裁判を受ける権利及び迅速な裁判を受ける権利については規定が無いようだか

13  現行刑訴法でも同じ，２２７条１項。
14  現行刑訴法では「破棄審裁判所は，事件ファイル受領の日から３０日以内にその訴訟事件を審理し判決しなければな
らない」とされている（刑訴法２２８条）。

15  ９７条２項は控訴裁判所が破棄申立てを受理しない場合又は受理が遅れる場合，訴訟当事者又は検察官は，破棄裁判
所に破棄申立てをする権利を有する旨を定め，同条３項は，破棄申立期間が終了し破棄申立てを受領した控訴裁判所か
ら破棄裁判所に対する事件記録の提出が遅延している場合，訴訟当事者又は検察官は破棄裁判所に対し審理するため事
件記録を控訴裁判所に対して要求するよう求める権利を有する旨を定める。

16  １５年以上審理が中断されていた刑事事件について被告人の迅速な裁判を受ける権利が侵害されたとして審理を打ち
切った高田事件（最大判昭和４７年１２月２０日刑集２６巻１０号６３１頁）が思い出される。



76

ら，将来，被告人を救済する判断をする際にはどのような根拠規定を示すのか興味深
い。

３　附帯私訴について
ラオスでは金銭賠償の原則17を定めた規定がない。本件でも被告人に対し金銭賠償で

はなく自動車の修理を命じた一審判決が確定しており，実務で原状回復請求を命じるの
が通常であることが分かる（教育研修改善サブワーキンググループでも基本は金銭請求
ではなく原状回復請求であると聞いている）。

これに対し，被告人は民事原告の言動に不満があったらしく，控訴して８万５６００
バーツ（約２８万７０００円）の損害賠償請求をした。つまり，被告人は控訴審で反訴
を提起したのである。刑事判決１の解説でも示したとおり，民事事件と刑事事件を分離
する手続は無いので，刑事事件に争いが無い場合でも民事部分が争われる限り刑事事件
も移審することが分かる。また，控訴審で反訴することが許されることが分かる。

以上のほか，形式に関する詳細な指摘は別紙１及び別紙２の脚注を参照して下さい。

17  日本の民法４１７条。
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別紙２　刑事判決２　※脚注は鈴木一子による。

ラオス人民民主共和国
平和　独立　民主主義　統一　繫栄

最高人民裁判所
刑事裁判部 第３０号／刑事裁判部・破棄審
破棄審 ２０１０年４月６日

判決

トンマイ　ムンバンディット（男性）　　　　裁判長
ブンヘン　ピマニヴォン（男性）　　　　　　裁判官
ブンテム　コムミッタパープ（男性）　　　　裁判官

より構成される最高人民裁判所刑事裁判部合議体及び同席の
ポンサクシット　ソーブンニャー（女性）　　書記官

は，
シースントン　ソーパープミサイ　　　　　　最高人民検察官

の立会いの下で，
２０１０年４月６日１０時００分に，最高人民裁判所法廷において，２００７年９月

２７日付け第５０６号／…．の刑事事件を審理した。

当事者

ビエンチャン首都人民検察…………………………………………………………………原告
ムンマニー（男性）年齢：４６歳，国籍：ラオス，職業：職員，住所：ポンパナオ村

２９丁目サイセッター郡，首都ビエンチャン…………………………………………民事原告
サイケオ（男性）年齢５５歳，国籍：ラオス，祝業：定年退職した職員，チョムマニー

ガーン村３２丁目サイセッター郡，首都ビエンチャン…………………………………被告人
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被疑事項：交通事故現場からの逃走

身柄拘束の有無：在宅事件

裁判所は

ラオス人民民主共和国の名において，
２００３年改正人民裁判所法に基づく人民裁判所の職権及び職務に基づき，
公判手続において本刑事事件を審理し，
公判手続において最高人民検察院の意見を聴収した

事件の内容

首都ビエンチャン人民検察院による２００７年９月１３日付け第６５４号／ＶＣＯＰＰ
の意見書によると，２００７年５月２９日午後８時頃，サイケオ（男性）はノンター村か
らポンパナオ村に向かうために，ナンバープレート「３２１４」のヒュンダイのピック
アップ車を運転していたが，ポントンサワート村のＴ字路に着いたところ，ムンマニー
（男性）が運転していたナンバープレート「７６３３」のブランド名「タイガー」のピッ
クアップ車が右側の道路沿いに停止していたが，ちょうど反対方面からバイクが向かって
きていたため，サイケオ（男性）もタイガー車の左側に停止した。バイクが通り過ぎると
ムンマニー（男性）のタイガー車が先に発進し，直後にサイケオ（男性）の車が道路の真
ん中から発進した形だったが，サイケオ（男性）はタイガー車を追い越そうとしたが，追
い越しきれなかったため，ヒュンダイ車の後部がタイガー車の前部にぶつかり，損傷させ
たにもかかわらず，サイケオ（男性）がそのまま運転して逃げて行ったため，ムンマニー
（男性）がクラクションを鳴らしながら事故現場から約１５０ｍ追跡してから，サイケオ
（男性）が車を停止させた。サイケオ（男性）はその後刑事手続にかけられた。

首都ビエンチャン人民検察院は，２００７年９月１３日付け第１１２７号／ＶＣＯＰＰ
の起訴状により，刑法第８７条に定められている交通事故現場からの逃走の疑いでサイケ
オ（男性）を起訴した。

事件の進行過程

「サイケオ（男性）（被告人）は交通事故現場からの逃走事件について有罪であり，被
告人を６か月の懲役に処し，この刑の執行を猶予する18。さらに２００，０００キープ19の
罰金を科す。被告人に対し民事原告の車を原状へと修理することを科す。被告人に対し
３０，０００キープ20の裁判費用の支払を科す」という原告，民事原告及び被告人の前で
下した２００８年１月１６日付け第３１号／……首都ビエンチャン人民裁判所による第一
審判決を確認した。

18  執行猶予期間の記載が無いが，ラオスで執行猶予とは５年の執行猶予を意味する（２０１７年刑法７９条）。
19  約２４００円。
20  約３６０円。
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サイケオ（男性）（被告人）による２００８年１月１８日付け第７号／……控訴予約状
を確認した。

「ムンマニー（男性）による，この１５か月間の行動が自分に損害を与えたため，
８５，６００バーツ21の損害を賠償すること及び各書類の分析をすることを申し立てる」
という２００８年７月２８日付け第３５１号／……の受付番号中部控訴審裁判所の窓口に
提出された２００８年７月２８日付けサイケオ（男性）（被告人）による控訴申立書を確
認した。

「サイケオ（男性）（被告人）の交通事故現場からの逃走事件に関する首都ビエンチャ
ン人民裁判所の判決は法律及び事件の事実に基づき適正に下されたものである」という
２００８年８月８日付け第１６４号／……の中部人民裁判所22の意見書を確認した。

「首都ビエンチャン人民裁判所の判決をすべて維持し，サイケオ（男性）に対し
３０，０００キープの控訴申立費用の支払を命じる」という中部裁判所による２００８年
８月１８日付け第２００８－１５５号／……控訴審判決を確認した。

サイケオ（男性）（被告人）による２００８年９月４日付け第１５５号／……破棄審予
約状を確認した。

「中部控訴審裁判所の判決は適法に判断されたものである」という２０１０年３月１１
日付け第３４号／……の最高人民検察院の意見書を確認した。

判断

本刑事事件簿にある各書類を公判手続において検討した結果，
サイケオ（男性）（被告人）の破棄審予約状は２００４年改正刑事訴訟法第９６条所定

の期間に従って提出されたものであるため，審理することにした。
サイケオ（男性）（被告人）は２００８年９月４日付け第１５５号／……予約状により

破棄審を予約したが，１年６か月１８日が経過して，当該事件記録が最高人民裁判所の窓
口に届いた２０１０年３月２２日になっても被告人破棄申立書を提出しなかったため，中
部控訴審裁判所の判決に対する不服の理由や目的が不明である。サイケオ（男性）（被告
人）による当該の権利の履行は，「裁判所の命令，処分又は判決に対する破棄申立又は異
議申立がある場合，当事者又は人民検察院は，当該事件に対し判決を下した控訴審裁判所
を通して，破棄審裁判所に破棄申立又は異議申立を提起しなければならない。控訴審裁判
所は破棄申立期限，破棄申立書の作成，破棄申立費用及び申立者の権利等について，破棄
申立者に案内しなければならない。控訴審裁判所は，破棄申立期限が過ぎた場合でも，破
棄申立又は異議申立を受理しなければならない。控訴審裁判所は，破棄申立期間又は異議
申立期間の終了後，３日以内に破棄申立書又は異議申立書を事件記録とともに破棄審裁判
所に通達しなければならない」と規定する２００４年改正刑事訴訟法第９７条１項及び
「破棄審裁判所は事件記録を受理してから２か月以内に事件を審理しなければならない」

21  約２８万７０００円。ラオスでは自国通貨のキープのほか，タイバーツも流通している。
22  原文どおりの翻訳。中部人民検察院の誤記だと思われる。
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と規定する同条４項に違反している。
破棄審裁判所は，「中部控訴審裁判所の判決は適法に判断されたものである」という最

高人民検察院の意見書は合理的であると判断する。
破棄審裁判所は上記の理由に基づき，中部控訴審裁判所の判決は事件の事実及び法律に

適合して下されたものであるため，その全てを維持すると判断する。
サイケオ（男性）（被告人）が破棄申立人のため，４０，０００キープ23の破棄申立費用

の支払いを命じる。
２００５年改正刑法第８７条，２００４年改正刑事訴訟法第９５条，９６条，９７条，

９８条，９９条，１０１条及び２００６年裁判費用に関する法律第３４条に基づき判断し
た。

よって

破棄審として，また，法的最終審として本事件について判決する。

事件の状況上：サイケオ（男性）（被告人）の破棄審予約状を受理する。
法律上：破棄申立書が存在しない
判決：中部控訴審裁判所による２００８年８月１８日付け第２００８－１５５号／……

判決をすべて維持する。
サイケオ（男性）（被告人）に対し，４０，０００キープの破棄申立費用の支払を命じ

る。
本判決は本日より効力を生じる。

　　　　  　裁判長　　　　　　　　　　　　　  　書記官
トンマイ　ムーンバンディット　　　ポンサクシット　ソーブンニャー

23  約４８０円。
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インドネシア新プロジェクトの概要 

～ビジネス環境改善のためのドラフターの能力向上 

及び紛争解決機能強化プロジェクト～

ＪＩＣＡ長期派遣専門家　
西　尾　信　員

１　はじめに

インドネシア共和国（以下「インドネシア」という。）は，世界最多の１万３４６６
もの大小の島々（島嶼）により構成される，国土総面積が約１９２万㎢（我が国の約５
倍・世界第１４位），令和２年（２０２０年）時点の人口が約２億７０００万人（我が
国の２倍超・世界第４位），令和元年（２０１９年）の名目ＧＤＰが１兆１１９１億ド
ル（世界第１６位）の大国である1。首都であるジャカルタには，東南アジア諸国連合
（ＡＳＥＡＮ）事務局やＡＳＥＡＮ常駐代表部のほか，ＡＳＥＡＮ日本政府代表部も置
かれるなどしており，「ＡＳＥＡＮの盟主」とも呼ばれている。

我が国にとって，インドネシアは安全保障上も経済上も極めて重要な国であり，政府
の「法制度整備支援に関する基本方針」（平成２５年（２０１３年）５月改訂）におい
て，最重要国として位置付けられるとともに，「対インドネシア共和国　国別開発協力
方針」（平成２９年（２０１７年）９月）において，ビジネス・投資環境の改善や人材
育成の支援等を通じた更なる経済成長への支援等がその重点分野とされている。

我が国のインドネシアに対する法制度整備支援2は，平成１４年（２００２年）から
本格化した。すなわち，法務省は，同年から，独立行政法人国際協力機構（以下「ＪＩ
ＣＡ」という。）の枠組みを利用した研修や同省法務総合研究所（以下「法総研」とい
う。）による調査等を通じて，インドネシア最高裁判所（以下「ＳＣ」という。）及び同
法務人権省（以下「ＭｏＬＨＲ」という。）関係者との交流を開始し，平成１９年
（２００７年）から平成２１年（２００９年）には，ＪＩＣＡによる「インドネシア和
解・調停強化支援プロジェクト」が実施された。その後も，法務省は，ＳＣ副長官らの
招へい，研修，共同研究及び現地調査を実施するなどして，交流を継続した。そして，
平成２７年（２０１５年）１２月からは，ＪＩＣＡによる「ビジネス環境改善のための
知的財産権保護・法的整合性向上プロジェクト」（以下「前プロジェクト」という。）が
実施され，令和３年（２０２１年）９月をもって終了した。

今般，同年１０月から，前プロジェクトに引き続いて，新たにＪＩＣＡによる「ビジ
ネス環境改善のためのドラフターの能力向上及び紛争解決機能強化プロジェクト」（以
下「新プロジェクト」という。）が開始した。本稿では，簡単に前プロジェクトの概要

1  以上の一般事情については，外務省ウェブサイト（https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/indonesia/index.html）等を参照。
2  「法制度整備支援」とは，広義では，各省庁を含む政府，大学及び民間企業等の様々な主体による，あらゆる法領域
に関わる支援・協力を指すものとも考えられるが，本稿では，主として法務省による支援・協力の文脈で使用すること
とする。
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を振り返った上で，新プロジェクトの形成過程及び概要について紹介することとした
い3。

２　前プロジェクト「ビジネス環境改善のための知的財産権保護・法的整合性向上プロ

ジェクト」について

⑴　前プロジェクトの概要
前プロジェクトは，平成２７年（２０１５年）１２月から令和２年（２０２０年）

１２月までの５年間，ＭｏＬＨＲ法規総局（以下「ＤＧＬ」という。），同知的財産総
局（以下「ＤＧＩＰ」という。）4及びＳＣの３機関を実施機関（カウンターパート）
とし，インドネシアにおける知的財産法を含むビジネス関連法令の法的整合性及び法
執行手続の改善を上位目標，知的財産法に関する法的整合性向上のための体制整備及
び知的財産の保護体制の強化をプロジェクト目標とするものとして開始した。このう
ち法務省が関与するＤＧＬ案件及びＳＣ案件における具体的な活動としては，実施機
関のメンバーとＪＩＣＡ長期派遣専門家（以下「長期専門家」という。）で構成され
るプロジェクトチームにおいて，法令の起草・審査を担当するドラフター5や知財事
件を担当する裁判官の人材育成，執務参考資料や判決集の作成等を支援することが予
定されていた。

前プロジェクトの体制としては，我が国から長期専門家として，検察官出身者１
名，特許庁出身者１名，裁判官出身者１名及び業務調整員２名6の計５名が派遣され，
ＤＧＬ案件については検察官出身者が，ＤＧＩＰ案件については特許庁出身者が，Ｓ
Ｃ案件については裁判官出身者が，それぞれ主として担当することとなった7。また，
ＳＣ案件については，我が国内に知的財産高等裁判所判事，弁護士（元知的財産高等
裁判所長を含む。）及び法総研国際協力部（以下「ＩＣＤ」という。）教官で構成され
る裁判所支援アドバイザリーグループが設置された。

なお，ＤＧＬ案件及びＳＣ案件については，令和２年（２０２０年）３月頃以降の
インドネシアにおける新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響8を受けて，更な
る活動期間を確保する必要が生じたことから，令和３年（２０２１年）９月までに期

3  インドネシアにおける法制度整備支援の経過並びに前プロジェクトの形成過程及び概要の詳細は，横幕孝介「インド
ネシア新プロジェクトがスタート～ビジネス環境改善のための知的財産権保護・法的整合性向上プロジェクト～」（Ｉ
ＣＤ　ＮＥＷＳ第６７号・２０１６年６月号）及び竹内麻衣子「インドネシア・ビジネス環境改善のための知的財産権
保護・法的整合性向上プロジェクト」（同第７２号・２０１７年９月号）を参照。

4  ＭｏＬＨＲは，入国管理，矯正及び人権擁護等の業務を所管しているほか，民事法，刑事法及び知的財産法等の所管
法令を起草し，あるいは他省庁が起草する法案の整合性を審査する業務（ＤＧＬ）や，知的財産権に関する登録・審査
等に関する業務（ＤＧＩＰ）等を所管している。その意味で，我が国でいえば法務省，特許庁及び内閣法制局に相当す
る機能を併せ持つ組織であるといえる。

5  ドラフターは，法令の起草・審査を担当する専門職員であり，ＭｏＬＨＲが実施する試験に合格して資格を取得する
必要がある。

6  前プロジェクトの開始当初に派遣された業務調整員は１名であったが，平成２９年（２０１７年）１１月から令和２
年（２０２０年）１２月までの期間は１名増員された。

7  なお，前プロジェクト期間中に派遣された長期専門家の合計人数は，検察官出身者２名，特許庁出身者２名，裁判官
出身者３名及び業務調整員３名の計１０名であった。

8  令和２年（２０２０年）４月には，長期専門家が相当期間にわたる避難一時帰国を余儀なくされるなど，前プロジェ
クト活動は大きな影響を受けた。
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間が延長された9。
⑵　前プロジェクトで実施した具体的な活動の内容

前プロジェクトで実施したＤＧＬ案件及びＳＣ案件に関する具体的な活動は，以下
のとおりであった。
ア　ＤＧＬ案件

まず，法的整合性の向上を図る前提となる手続の整備を目的として，令和元年
（２０１９年），「法令の制定に関する２０１１年法律第１２号」の改正を内容とす
る「２０１９年法律第１５号」が制定された10。

次に，法令の起草・審査のための執務参考資料としては，令和元年（２０１９
年）１２月，中央政府で法律等の起草・審査を担当するドラフター等が使用する
「法制執務Ｑ＆Ａ中央編」11が刊行され，地方政府やＭｏＬＨＲの地方事務所で条
例等の起草・審査を担当するドラフター等が使用する「法制執務Ｑ＆Ａ条例編」の
刊行も間近となっている。また，ドラフターの養成等を目的として，法務省の協力
の下で，地方セミナー12や，本邦研修13ないしオンラインセミナー14等が実施された。

なお，前プロジェクト期間中に，具体的な知的財産法令の改正に向けた取組みも
なされたところであり，改正特許法（２０１６年第１３号）及び改正商標法
（２０１６年第２０号）並びにこれらに関する施行規則（大臣令）等が制定され，
実際に法的整合性の向上等が図られた15。

9  ＤＧＩＰ案件については，当初の予定どおり，令和２年（２０２０年）１２月をもって終了し，特許庁出身者である
長期専門家も業務を完了して帰国するに至った。

10  「法令の制定に関する２０１１年法律第１２号」及び「２０１９年法律第１５号」は，インドネシアの法令の体系及
び制定手続等を定めた法令の体系に関わる基本的な法律である。詳細は，横幕孝介「法令の制定に関する２０１１年法
律第１２号の改正をめぐる状況」（ＩＣＤ　ＮＥＷＳ第７３号・２０１７年１２月号）を参照。

11  法制執務Ｑ＆Ａ中央編は，全５章（第１章：法令の定義，原則，種類及び内容，第２章：法令の制定，第３章：法令
の周知，国民の参加及び翻訳，第４章：法令審査，第５章：法令策定技術）より成っており，知財分野に限られない法
令一般の制定過程における論点等が網羅的にＱ＆Ａ方式でまとめられたものであり，ＭｏＬＨＲの全てのドラフター，
その他の中央省庁の法律部門，ＭｏＬＨＲの地方事務所及び地方政府等に配布され，ドラフターによる法案の起草・審
査やドラフター候補者に対する講義等の執務に大いに活用されている。詳細は，庄地美菜子「インドネシアに対する法
整備支援法的整合性の向上を目指して」（ＩＣＤ　ＮＥＷＳ第８７号・２０２１年６月号）を参照。

12  地方セミナーは，前プロジェクト期間中，合計１２回にわたって，インドネシア各地（西ジャワ，ジョグジャカル
タ，北スマトラ，西スマトラ，バンカ・ビリトゥン，西カリマンタン，東カリマンタン，西ヌサ・トゥンガラ，東ヌ
サ・トゥンガラ及びバリ）において実施された。

13  本邦研修は，合計１０回（ＤＧＩＰ案件及びＳＣ案件との共催を含む。）にわたって実施された。その内容として
は，我が国の行政機関の職員，教育機関の教員，弁護士及びＩＣＤ教官らによる講義のほか，裁判所（最高裁判所，司
法研修所及び知的財産高等裁判所等），行政機関（衆議院法制局，内閣法制局，法務省，特許庁，文化庁及び東京税関
等），地方自治体（東京都，大阪府堺市及び兵庫県芦屋市等），教育機関（京都大学及び早稲田大学等）及び民間企業等
への訪問等も含まれていた。

14  令和３年（２０２１年）９月１日，我が国法務省民事局参事官による我が国の法制実務に関する講義ビデオの視聴及
びこれを踏まえた同省大臣官房参事官による質疑応答セッションを内容とするものであり，ドラフターを含む多数のイ
ンドネシア政府関係者が参加した。詳細は，庄地美菜子「インドネシア法整備支援オンラインセミナー（法令の整合性
確保のための方策について）」（本誌）参照。

15  改正前２００１年商標法では，「指定商品が非類似である周知商標」の取扱いが問題となっていた。
  すなわち，２００１年商標法６条は，「標章登録出願は，次に掲げる場合に，総局（ＤＧＩＰ）により拒絶される」
ものとし（１項柱書），その場合の一つとして，「同種の商品及び／又はサービスに対して，他の者の所有する著名商標
と要部又は全体において同一性を有する場合」を定めるとともに（同項ｂ），「１項ｂの規定は，更に政令で規定する条
件を満たす限り，同一でない商品又はサービスに対しても適用される」と定めていたが（２項），同項にいう「政令」
は定められていなかった。このような状況において，ＳＣの判決は，「指定商品が非類似である周知商標」に基づく商
標登録取消（無効）訴訟の場面において，当該「政令」の規定がない以上は商標登録を無効とすることはできないとす
るものと，国際条約（パリ条約及びＴＲＩＰＳ協定）の精神から商標登録を無効とすることができるとするものとに分
かれていた。

  しかし，２０１６年改正商標法及び同法施行規則（大臣令）の施行により，上記問題は一応解決した。
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イ　ＳＣ案件
まず，知財事件を担当する裁判官の人材育成としては，司法研修所が長期専門家

の支援を受けて主催するものとして，従前から存在する「商事裁判所16裁判官資格
付与研修」17が実施されたほか，全国の裁判官を対象として知的財産法に関する基
礎知識の普及を図る集合研修である「エレメンタリーコース」18が新設・実施され
た。また，ＳＣ及びＪＩＣＡが主催するものとして，全国の裁判官を対象として知
的財産法に関する基礎知識の普及を図る出張研修である「ショートコース」19が新
設・実施された。さらに，法務省や裁判所支援アドバイザリーグループの協力の下
で，上記各研修を担当する講師の育成等を目的として，本邦研修20や現地セミナー
が実施されるなどした。

次に，知財事件に関する研修の教材ないし執務参考資料としては，平成３０年
（２０１８年）１１月に「判決集第１集」（知財事件全般）21が刊行され，「判決集
第２集」（商標の類否等）22の刊行も間近な状況となっている。また，「商標ガイド
ブック」23の作成も進められている。

さらに，知的財産権侵害品に対する水際措置や仮処分手続に関する規則改正のた
めの活動としては，令和元年（２０１９年）１２月，「一時的差止命令に関するイ
ンドネシア共和国最高裁判所規則２０１２年第４号」の改正を内容とする「インド
ネシア共和国最高裁判所規則２０１９年第６号」が制定された24。

16  商事裁判所は，知財事件の大部分（特許法，商標法，意匠法，著作権法及び半導体集積回路配置設計法に関する民事
事件）及び倒産事件の第一審を専属的に管轄する特別法廷であり，全国５か所の地方裁判所（中央ジャカルタ，スラバ
ヤ，スマラン，メダン及びマカッサル）に設置されている。商事裁判所の裁判官になるためには，司法研修所が実施す
る資格付与研修を受けて，その研修中に行われる試験に合格し，当該資格を付与される必要がある。上記知財事件に関
する商事裁判所の判決に対する不服申立ては，ＳＣに対する上告のみとされている。

  商事裁判所を含むインドネシアの司法制度の概要については，間明宏充「インドネシアにおける司法制度の概要⑴」
（ＩＣＤ　ＮＥＷＳ第６９号・２０１６年１２月号）及び「インドネシアにおける司法制度の概要⑵」（同第７２号・
２０１７年９月号）を参照。

17  商事裁判所裁判官資格付与研修は，毎年１回，（最近では）１か月強の期間にわたって実施されるものであるが，前
プロジェクト期間中，その一部の講義（国際条約等）について，長期専門家が依頼を受けて担当することもあった。

18  エレメンタリーコースは，前プロジェクト期間中，①平成３０年（２０１８年）７月１６日から同月２０日まで及び
②令和２年（２０２０年）９月１８日から同年１０月１２日までの合計２回にわたって実施された（なお，２回目はオ
ンライン研修であった。）。

19  ショートコースは，前プロジェクト期間中，合計１６回にわたって，合計１５都市（①ジャワ島のジャカルタ，バン
ドン，スマラン，ジョグジャカルタ及びスラバヤ，②スマトラ島のアチェ，メダン，プカンバル，ブキティンギ及びパ
レンバン，③カリマンタン島のサマリンダ，④バリ島のデンパサール，⑤スラウェシ島のマナド及びマカッサル並びに
⑥アンボン島のアンボン）において実施されたところ，非常に好評であった。なお，ショートコースの機会に，各地の
地方裁判所への表敬訪問及びそこで勤務する裁判官らとの意見交換会も実施された。

20  本邦研修は，前プロジェクト期間中，合計６回（ＤＧＬ案件及びＤＧＩＰ案件との共同開催を含む。）にわたって実
施された。その内容としては，我が国の裁判官，弁護士及びＩＣＤ教官らによる講義のほか，裁判所（最高裁判所，司
法研修所，知的財産高等裁判所及び東京地方裁判所知的財産権専門部等）及び行政機関（内閣法制局，特許庁及び東京
税関等）等への訪問等も含まれていた。

21  判決集第１集は，知財事件全般（特許事件，商標事件及び著作権事件等）を取り上げ，インドネシアの知財事件８件
に係る各審級の判決及び我が国裁判所（最高裁判所及び知的高等裁判所等）の判決９件が掲載されており，ＳＣや商事
裁判所の裁判官らに配布・活用されている。詳細は，石神有吾「インドネシアにおける知財判例集の作成について」
（ＩＣＤ　ＮＥＷＳ第７４号・２０１８年３月号）を参照。

22  判決集第２集は，主として商標の類否，悪意出願及び周知性に関するインドネシアの商標事件１０件に係る各審級の
判決をまとめた資料及び我が国知的財産高等裁判所の判決１４件が掲載される予定である。なお，インドネシアでは，
知財事件全体に占める商標事件の件数が極めて多くなっており（前掲「インドネシアにおける司法制度の概要⑵」参
照），特に商標の類否に関する判断基準を明確にしたいという要望が強い。

23  商標ガイドブックは，ＤＧＩＰにおける商標の出願・審査手続や商事裁判所が取り扱う各種の商標事件等についての
手続の流れや実体要件を商標法等の規定に基づいて説明する，商標事件処理のための執務参考資料である。

24  「仮処分決定に関するインドネシア共和国最高裁判所規則２０１２年第５号」については，改正に至っていない。
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３　新プロジェクト「ビジネス環境改善のためのドラフターの能力向上及び紛争解決機能

強化プロジェクト」について

⑴　新プロジェクトの形成経過
前プロジェクトの期間中である令和元年（２０１９年）以降，インドネシアの実施

機関のうちＤＧＬ及びＳＣから，引き続き我が国政府に対して法制度整備支援を継続
して欲しいとの要請が示された。

具体的には，ＤＧＬからは，法令の起草・審査を担当するドラフターの能力向上の
ための研修や執務参考資料の充実について強い要望が示された。また，ＳＣからは，
知財事件を担当する裁判官の紛争処理能力向上のための研修の充実（特に商事裁判所
の裁判官として執務している者を対象とする研修の新設）や，知財事件に関する更な
る執務参考資料の作成・普及について強い要望が示された。

令和２年（２０２０年）３月，日本政府において，ＤＧＬ及びＳＣを実施機関とす
るＪＩＣＡ技術協力プロジェクト案件が正式に採択された。そして，新プロジェクト
に関する技術協力事業合意文書（Record of Discussion=R/D）の締結に向けて，各実施
機関との間で細部を詰めるための詳細計画策定調査等が進められ，令和３年（２０２１
年）４月６日にはＳＣとの間で，同月１４日にはＤＧＬとの間で，それぞれ新プロ
ジェクト「ビジネス環境改善のためのドラフターの能力向上及び紛争解決機能強化プ
ロジェクト」に関するＲ／Ｄが締結され，同年１０月１日から新プロジェクトが開始
された。

⑵　新プロジェクトの概要
新プロジェクトの概要は，次のとおりである。
【期　　間】 令和３年（２０２１年）１０月から令和７年（２０２５年）９月まで

の４年間
【実施機関】ＤＧＬ及びＳＣ
【上位目標】ビジネス界における法的な予見可能性が改善する。
【プロジェクト目標】

①法令間の整合性確保に関するドラフターの能力が向上する（ＤＧＬ）。
②知財事件等のビジネス関連事件に関する裁判官の法的判断及び訴訟運営に関す

る能力が向上する（ＳＣ）。
【成　　果】

①法令間の整合性確保に関するドラフターの能力を向上させるための研修教材が
作成され，これを用いたドラフターを対象とする研修が実施され，当該研修を
改善する取組みがなされる（ＤＧＬ）。

②裁判官に対して，知財紛争を中心とする企業の権利又は経済的利益に関する紛
争を対象とした裁判に関する法的判断及び訴訟運営に関する能力を向上させる
ための教材が作成され，研修が実施される（ＳＣ）。

③知財紛争を中心とする企業の権利又は経済的利益に関する紛争を対象とした裁
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判に関する執務参考資料が作成，公開され，裁判官やその他の法律家に普及さ
れる（ＳＣ）。

【長期専門家】 計３名（検察官出身者１名（ＤＧＬ案件担当），裁判官出身者１名
（ＳＣ案件担当）25及び業務調整員１名）

【日本側協力機関】法務省，最高裁判所及び裁判所支援アドバイザリーグループ
⑶　新プロジェクトで実施予定の具体的な活動内容

新プロジェクトにおいても，概ね前プロジェクトと同様の活動を継続していくこと
が予定されているが，前記の前プロジェクトの活動経過や実施機関の要望等を踏まえ
て検討されている具体的な活動内容は，以下のとおりである。
ア　ＤＧＬ案件

まず，ＤＧＬ案件においては，ビジネス界における法的な予見可能性の改善とい
う観点から，知財分野に限らず，法令一般の起草・審査を担当するドラフターの能
力向上をプロジェクト目標としており，インドネシアにおける法令間の不整合が生
じる原因の特定，ドラフターに対する研修教材の作成，研修講師の育成及び研修の
実施等（活動①）が具体的な活動として予定されている。特に，法令間の不整合が
生じる原因の特定に関する活動においては，法的整合性が確保できない原因を探求
するだけでなく，その具体的な解決方法を考案していくことが重要であり，それを
踏まえて，更なるドラフターの能力向上を図るための活動を行っていくことになる
と思われる。そして，前プロジェクトの成果物である「法制執務Ｑ＆Ａ」について
も，利用者側のニーズを踏まえるとともに，より複雑な論点に関する記載を盛り込
む形での改訂の必要性を検討していくことになると思われる。

イ　ＳＣ案件
他方，ＳＣ案件については，従前に引き続き，知財事件等を担当する裁判官の紛

争処理能力の向上及び裁判の予見可能性の向上が期待されており，知財事件等を担
当する裁判官に対する研修教材の作成，研修講師の育成及び研修の実施（活動②）
と，知財事件等に関する執務参考資料の作成，公開及び普及（活動③）に焦点が当
てられている。具体的には，全国の裁判官を対象として知的財産法に関する基礎知
識の普及を図る出張研修である「ショートコース」の継続とともに，商事裁判所の
裁判官として執務している者を対象として知的財産法に関する知識の向上を図る集
合研修である「アドバンストコース」の新設・実施が期待されている。また，イン
ドネシアにおいて商標事件の次に事件数の多い著作権事件について，「判決集第３
集」や「著作権事件ガイドブック」の作成が期待されているところであり，今後は
これらの刊行を目指した活動が進んでいくものと思われる。

なお，ＤＧＬ案件及びＳＣ案件については，ＭｏＬＨＲとＳＣが，知的財産法令

25  裁判官出身者については，当職が，前プロジェクトの長期専門家として派遣され令和３年（２０２１年）９月で任期
を終了した細井直彰前専門家に引き続いて新プロジェクトの開始時期である同年１０月１日に派遣される予定であった
が，新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けて，派遣時期が同年１１月１８日に延期となった。
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の不整合等の問題点を共有して，その改善の契機を得るとともに，その改善が裁判
所による知財事件の裁判の改善にもつながるといった相乗効果が得られることも期
待されよう。

４　終わりに

前プロジェクトにおいては，各種関係機関の協力の下で，着実に成果を上げてきたと
ころであったが，予定期間の終期に近づいた令和２年（２０２０年）３月頃以降のイン
ドネシアにおける新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けて，本来予定して
いた活動に多大な支障が生じた。

現時点においても，新型コロナウイルス感染症の感染収束の見通しが立っているとは
いえず，新プロジェクトの開始後の活動にも様々な制約があることが予想されるところ
であるが，インドネシアにおける感染者数は減少傾向にあり，ＤＧＬ及びＳＣにおける
出勤制限も緩和されつつある。

新プロジェクトにおいては，前プロジェクトで築かれた各種関係機関との関係や成果
を活用し，インドネシアの法令の整合性確保のためのドラフターの能力の向上及びビジ
ネス関連事件に関する裁判官の能力の向上を図り，ひいてはビジネス界における法的な
予見可能性の改善が図られることを通じて，我が国の企業によるインドネシアへの投資
を促進し，もって両国の相互発展の一助となることができれば幸いである。

引き続き，新プロジェクトに対する皆様のご理解とご支援を賜りますようお願いし，
本稿を締めくくることとしたい。
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活動報告

【会合】

第１回法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラム 

（Ｃｏｌ－ＹＦ）の開催について

国際協力部教官　
黒　木　宏　太

第１　はじめに

２０２１年１０月９日及び同月１０日の２日間にわたり，東京国際フォーラムにおい
て，法務省主催，国連薬物・犯罪事務所（ＵＮＯＤＣ），外務省，日本弁護士連合会の後
援のもと，第１回法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラム（Ｃｏｌ－ＹＦ）
（以下「本フォーラム」という。）が開催された。今回のフォーラムは，新型コロナウイ
ルス感染症の状況などを踏まえ，来場参加とオンライン参加を組み合わせたハイブリッド
方式で開催され，４１か国から約１２０名の若者が参加した。法務総合研究所からは，国
連アジア極東犯罪防止研修所（ＵＮＡＦＥＩ）から，奥田善紀教官，大塚武陽教官及び宮
川円教官が，当部から，庄地美菜子教官，伊藤みずき教官及び当職が，モデレーター等の
役割1で参加した。

２０２１年２月の京都コングレス・ユースフォーラムでは，安全・安心な社会の実現に
向けた４０項目の勧告が採択され，京都コングレスに提出された。その勧告は，京都コン
グレスの議論に若者ならではの新鮮な視点を提供するものであり，各国から高い評価の声
が寄せられた。また，京都コングレスの成果文書である「京都宣言」では，ユースフォー
ラムの開催などを通じた若者のエンパワーメントの重要性が指摘された。

そこで，法務省では，京都コングレスの成果展開（レガシー）として，国連薬物・犯罪
事務所（ＵＮＯＤＣ）の協力の下，「法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラ
ム」を定期的に開催することとし，今回はその第１回を開催したものである。本稿では本
フォーラムの背景及び概要について記すこととする。

なお，本稿記載の意見にわたる部分については，当職及び担当教官の個人的見解であ
る。

第２　グローバルユースフォーラムの概要と本フォーラムのテーマ

「法遵守の文化」とは，国民が，法やその執行が公正・公平であると信頼し，それゆえ
これらを尊重する文化を意味する。このグローバルユースフォーラムの名称には，持続可
能な開発目標（ＳＤＧｓ）達成の基盤となる「法遵守の文化」を次世代社会の原動力であ

1  具体的には，分科会１サブグループ２につき当職，分科会２サブグループ１につき庄地教官・伊藤教官，同サブグ
ループ２につき大塚教官，同サブグループ３につき奥田教官がそれぞれモデレーターを担当し，宮川教官が分科会２の
勧告案の取りまとめをサポートした。本稿の文責は当職にあるが，第４記載の分科会２の感想部分は，各教官に執筆協
力をいただいた。
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る若者とともに醸成していきたいという思いが込められている。
世界各国から集った若者たちが，個々のバックグラウンドの多様性だけでなく，自分の

属する社会で培われてきた文化・伝統やそれに基づく法制度の違いを認識し，その多様性
に対する気付きを得ることは非常に大切なことである。その気付きにより，若者たちが自
分たちの社会や制度に対する理解を深めつつ，互いの違いを事実として受け入れ，それぞ
れの社会におけるオーダーメイドの「法遵守の文化」，更には今後の世界全体の在り方に
ついて議論することは，ユースフォーラムならではの意義だと考えられる。

本フォーラムでは，「多様性と包摂性のある社会に向けた若者の役割」という全体テー
マのもと，「成年年齢に達することと社会への参画」及び「コロナ後の犯罪防止・刑事司
法」を議題とする分科会（Group Session）に分かれ，世界各国の若者が議論を行った。こ
れらのテーマは，コロナ禍で社会に分断や格差がもたらされている中，ＳＤＧｓ達成のた
めに重要なものである。本フォーラムの議論の成果として取りまとめられた「勧告」は，
２０２１年１１月に行われた国連の犯罪防止刑事司法委員会（ＣＣＰＣＪ）に提出され
た。

第３　本フォーラムの概要

本フォーラムの主なスケジュールは，以下のとおりである。

１日目（１０月９日）
・　オープニングセレモニー
・　オープニングプレナリー
・　（分科会１，分科会２に分かれて）サブグループでの議論

各分科会の中で，さらに５つのサブグループ（Sub Group）に分かれることで，各
サブグループにつき，モデレーター１名＋参加者最大１２名の少人数で議論すること
ができた。例えば，当職は，分科会１（「成年年齢に達することと社会への参画」）の
サブグループ２のモデレーターであり，当職のサブグループには１０名程度の参加者
（来場，オンライン）がいた。

【分科会１サブグループ２の様子】
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・　（各分科会内での）中間報告
分科会ごとに，５つのサブグループの代表者が，各サブグループで議論した内容を

当該分科会全体に報告した。各サブグループ間で議論の状況をいったん他のサブグ
ループにも共有し，その後の議論に活かすためである。例えば，当職担当の分科会１
サブグループ２からは，代表者１名が，約５分で，議論した内容を分科会１の全体に
報告した。

２日目（１０月１０日）
・　（分科会１，分科会２に分かれて）サブグループでの議論（続き）
・　（各分科会内での）最終報告

最終報告でも，分科会ごとに，５つのサブグループの代表者が，各サブグループで
議論した内容を当該分科会全体に報告した。ここでの報告を基礎として，その分科会
のラポルトゥール（Rapporteur）が勧告案のドラフトを作成した。
・　（各分科会内での）勧告案のドラフトの承認

ラポルトゥールの作成した勧告案のドラフトにつき，議論した上で，修正等を行っ
た。具体的には，まず，各分科会のラポルトゥールが，参加者に対し，勧告案を読み
上げた。次に，修正の提案のある参加者は，簡潔な理由と共に具体的な修正文言の提
案を行うなどした。修正意見が出尽くしたところで，ラポルトゥールがこれを確認
し，リードモデレーターが，分科会による承認が得られたことを宣言して，勧告案の
ドラフトの承認となった。
・　クロージングプレナリー（全体会合）

議長が，自身の作成した勧告案の前文について紹介し，引き続き各分科会のラポル
トゥールが，各分科会において承認された勧告案の内容について説明し，その後，勧
告案全体が採択された。
・　クロージングセレモニー

【会場（東京国際フォーラム）の様子】
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第４　本フォーラムでの議論と感想

【分科会１について】
当職の担当した分科会１サブグループ２では，「成年年齢に達することと社会への

参画」というテーマにつき，各国の事情や背景を踏まえた，活発な議論がされた。例
えば，大人になるということを考える際に，そもそも independent という言葉は何を
意味するのだろうということから，様々な議論がされ，経済的な点のみならず，心理
的・身体的・生物学的な話などにまで話が及んだ。また，大人への準備として，教育
などにより準備する必要があるが，徐々に能力を鍛えていく面があるという話や，他
方で，飲酒などのように一定の年齢に達すると合法となるものについてはどのように
向き合うかなどが議論された。また，若者として社会に対して声を上げることについ
て，勇気をもって声を上げることは大事であるという点では一致をみたが，一方で声
を上げた若者が誹謗中傷にあうことがあり得ることなどをどう考えるかということな
ども議論された。さらに，新型コロナは，社会に様々な困難をもたらしたが，オンラ
イン教育を促進した面など良い面もあることが議論されたほか，そもそもの話とし
て，インターネット環境が十分でない人々と十分な人々の分断や格差にどう向き合う
かというような話も議論された。ここに述べた以外にも，広いテーマにつき深い議論
がされた。オンライン，かつ，多くの参加者にとって第二言語である英語でこのよう
な議論ができたことは素晴らしいことであると思う。

当職は，裁判官出身の教官であるが，裁判官にとって，例えば，民事事件における
原告・被告，刑事事件における検察官・弁護人・被告人等のように，異なる立場の意
見を尊重するということは重要なことである。参加者の若者達が，互いの立場を尊重
しながらも，自分の意見を率直に述べていたことに，感銘を受けた。また，新型コロ
ナの影響の文脈で，オンラインに代替可能なものとそうでないものについて議論をし
たが，やはり人に対面で会うことの価値は代替不可能なものであろう。参加者の若者
達は，こうしてオンラインで繋がることができたわけで，今後は直接会うなどしなが
ら，ネットワークを作り，社会をより良い方向へと変化させていってくれることを期
待している。

【分科会２について2】
★　サブグループ１（庄地教官・伊藤教官担当）

新型コロナウイルスの蔓延による人々の不安の高まりにより根拠のない情報が拡
散され，それによって差別・偏見に起因する犯罪が増加したこと，長く続くロック
ダウンによりＩＣＴ化が促進された反面，青少年が加害者及び被害者となるイン
ターネット犯罪やネットいじめが蔓延するようになったこと，その背景には，加害
者自身が抱える心配事や悩みがあり，それを政府機関はそれに対してもアプローチ
することが必要であることなど，幅広い観点から様々な意見が出された。参加者に

2  分科会２については，各担当教官よりコメントをいただいた。この場を借りて，感謝申し上げます。
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とっても極めて身近な問題である新型コロナウイルスの蔓延の中，浮き彫りとなっ
た各国が抱える社会問題について，それぞれが真摯に向き合い，解決策を真剣に考
える大変充実した議論となった。

そのように参加者が意見を活発に交わす中で，今の社会においては，若者が課題
解決のために果たす役割は大きくないとみなされる傾向にあるが，実際には，今回
の参加者のように若者は課題解決に向けた強い意欲や自らの意見を持っているので
あるから，若者が声を上げ，それに耳を傾けるような場が必要であること，この
ユースフォーラムもその場の一つとして活用できる旨の意見や，コロナ禍で顕著と
なったネット犯罪と闘うには実務家の能力構築も必須であり，若者のＩＣＴ，特に
ＳＮＳに関する知識・経験もこれに寄与できるとの意見も見られた。自らが社会に
おける重要なアクターであると考え，社会的課題の解決に真剣に取り組もうとして
いる若者達のパワーに感銘を受けるとともに，そのパワーを活かし，更に大きく育
てていけるような社会の実現のためにも，本フォーラムが果たす役割が大きいこと
を感じた。

★　サブグループ２（大塚教官担当）
新型コロナウイルスにより増幅した社会経済的な不平等について，各国の実情の

共有から議論が始まった。観光など多くの産業分野が打撃を受け，目に見えて生活
が激変した人々の生活の立て直しはもちろんのこと，インフォーマル部門の仕事を
してきた人達，若者や障害を持つ人達など，弱い立場にあることで一層苦境に立た
された人達に手を差し伸べる必要性が主張された。また，ＩＣＴを用いた教育機会
が広がった一方で，その恩恵にあずかれない人達，地方への普及の遅れという課
題，デジタル環境で増えてきた詐欺や性犯罪など，デジタル化の進展に伴う功罪に
ついても意見が交わされた。さらに，コロナ禍で追い込まれ，孤立する人々の精神
面の問題については，ＤＶを始めとする犯罪との関連においても，精神面や法律面
での統合的なケアの重要性が強調された。ＳＤＧｓにも深く関連するこうした社会
的課題に対して，若者自身が支援や啓発の主体として行動できるよう，若者の団体
と国際機関や政府機関とのパートナーシップの強化や，活動への適切な支援などが
熱く語られ，参加者の社会問題への感度や主体性の高さに大いに勇気付けられる思
いがした。

★　サブグループ３（奥田教官担当）
新型コロナウイルスの影響で一層浮き彫りになった諸課題（フェイクニュースの

拡散，ネットいじめ等）への対応策の一つとして，教育の重要性，とりわけメディ
アリテラシーの向上を指摘する意見が多かった。具体的には，政府・マスメディア
に対し国民が必要とする情報を適時かつ正確に国民に伝えることを求めることを前
提として，受け手側である若者も，自らその情報を検証・熟考し，適切に活用・発
信しなければならないということである。現代の若者は，単に情報を取得するだけ
での立場ではなく，自ら発信するツールも得ているのであって，その在り方にまで
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意識を向けた上での意見であって，正に若者ならではの視点であると感じた。一方
で，経済格差や貧困の背景に汚職の問題が横たわっているという意見もアフリカか
らの参加者から出されており，こちらの想定していた課題にとらわれることなく，
自らの国の汚職の実情を説明し，それに対する対応策についての意見を述べる若者
を見て，改めて若者の社会問題に取り組む熱量の高さを感じた。

第５　終わりに

冒頭でも記載したとおり，本フォーラムは，法務省にとって，京都コングレスの成果展
開（レガシー）として定期開催することとした，「法遵守の文化のためのグローバルユー
スフォーラム」の初回である。そのため，開催する前はどのようになるか手探りのような
ところもあったが，参加者が，積極的かつ意欲的に議論してくれたおかげで，活気溢れる
素晴らしいフォーラムとなったと思う。

今後も，このグローバルユースフォーラムは定期的に開催されていくこととなるが，引
き続き，活発な議論がされることを期待したい。

【法務総合研究所（ＵＮＡＦＥＩ，国際協力部）のブースの様子】
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【国際研修・共同研究】

カンボジア王立司法学院とのオンラインセミナー

国際協力部教官　
伊　藤　みずき

第１　はじめに

２０２０年１月，法務総合研究所は，カンボジア王立司法学院（Royal Academy for 

Judicial Professions: RAJP）1との間で協力覚書（ＭＯＣ）を締結したところ2，本年８月２６
日，同ＭＯＣに基づき，ＲＡＪＰとの間でオンラインセミナー（以下「本セミナー」とい
う。）を実施した。

ＭＯＣ締結後，２０２０年３月にプノンペンにおいてセミナーを実施する予定であった
が，ＣＯＶＩＤ－１９の影響で延期となり，その後，ＲＡＪＰの学生向けにオンラインセ
ミナーを実施する予定であったものの，カンボジア国内における感染拡大の影響によりＲ
ＡＪＰが閉鎖されるなどしたためにそれも延期となるという経過を辿り，ようやく本セミ
ナーが実現した。

これまで，当部において，ＲＡＪＰにおける教育の課題とそれに基づく支援のニーズを
探るため，ＲＡＪＰ幹部及びＲＡＪＰにおいて教鞭を執る現役の裁判官である教官3との
協議を継続してきたところ，ＲＡＪＰ側からは，「教官によってレベルの差があり，教官
によってはどのように講義を進めて良いか悩みを抱えている場合もある」といった声が聞
かれた。

本セミナーは，ＲＡＪＰの学生ではなく，ＲＡＪＰ教官を対象とし，基本的な貸金返還
請求事案を題材に，当部教官が講義を実演4するとともに，ＲＡＪＰ教官との間で，貸金
返還請求権の成立要件に関して討議をすることを目的として実施した。

第２　本セミナーの内容

１　実施日時
２０２１年８月２６日午前１１時３０分から午後６時（日本時間）まで（２時間の

昼休憩含む）
２　参加者

（日本側）
国際協力部　内藤晋太郎部長，黒木宏太教官，及川裕美教官，原島隆寛専門官，

本職

1  ＲＡＪＰは，裁判官・検察官養成校，執行官養成校，書記官養成校，公証人養成校で構成される法律専門家の教育機
関である。

2  締結の経緯等については，ＩＣＤ　ＮＥＷＳ第８３号（２０２０年６月）１２８頁～を参照されたい。
3  日本の司法研修所と異なり，専従の教官がおらず，現役の裁判官が裁判実務を担当する傍ら，教官を併任している。
4  当部教官が，学生向けの講義のサンプルとして，ＲＡＪＰ教官の前で講義を実演し，講義の進め方に困難を感じてい
るＲＡＪＰ教官の参考にしてもらいたいという趣旨であった。
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（カンボジア側）
チョン・プロルンＲＡＪＰ学院長ほかＲＡＪＰ幹部，ＲＡＪＰ教官，現役の裁判

官及び検察官5

合計約５０名
（通訳）

山崎幸恵氏
３　本セミナーの内容

講義は，裁判官出身の黒木教官が担当し，講義をする中で参加者に質問を投げかけ
て発言を求めながら議論して理解を深めていく，いわゆるソクラテスメソッドの手法
で進められ6，「原告が被告に現金３０００ドルを貸したが，被告が返済しないことか
ら，原告が貸金の返還を求める」というシンプルな事案を題材に，原告が主張する権
利の内容，その根拠条文，権利の発生要件について議論した。学生向けの講義とし
て，要件事実を丸暗記するのではなく，条文から要件事実を議論できることが重要で
あるという観点から，このような内容を取り上げることとなった。

まず，原告が主張する権利は，消費貸借契約に基づく貸金返還請求権であることを
確認した後，その根拠条文としては，カンボジア民法（以下単に「法」という。）
５７８条7が挙げられた。

その他に根拠となり得る条文として，債務者の債務の履行義務を規定する法３８４
条8や債務の履行請求権を規定する法３８５条9が挙げられ，参加者からは，法５７８
条は消費貸借についての個別規定である一方，法３８４条及び３８５条は債権債務に
ついての一般規定であり，これらはいずれも貸金返還請求権の根拠となるとの意見が
出された。

さらに，黒木教官が，債務不履行について規定する法３８９条，３９０条及び
３９１条10については根拠条文として挙げるべきかを問うと，これらの債務不履行の

5  これまでの協議の中で，当部とＲＡＪＰとの活動の一環として，ＲＡＪＰにおいて教官を中心に複数のワーキンググ
ループを組織し，各グループごとに設定するテーマに沿って研究をするという提案がＲＡＪＰからなされており，その
活動にＲＡＪＰ教官のアシスタントとして有志で参加することとなった現役の裁判官や検察官である。

6  上述のとおり，カンボジア側の「教官によってはどのように講義を進めて良いか悩みを抱えている場合もある」とい
う悩みを受けて，日本のロースクールで一般的に行われているソクラテスメソッドにて進められることとなった。

7  民法５７８条（消費貸借の定義）
  消費貸借とは，貸主と呼ばれる当事者の一方が金銭，食料品，籾その他の代替物を，一定の期間，借主と呼ばれる他
の一方の自由な利用に委ねる義務を負い，借主が，その期間が経過した後に，貸主から受領した物と種類，品質および
数量が同等の物を貸主に返還する義務を負う契約をいう。

8  民法３８４条（債務者の債務の履行義務）
  ⑴　 債務者は，契約の趣旨および信義誠実の原則に従って，その債務を履行しなければならない。
  ⑵　 第１項の基準に基づいてなされた履行は弁済として債務を消滅させる。
9  民法３８５条（債務の履行請求権）
  ⑴　 債権者は債務者に対して裁判外または裁判で債務の履行を請求することができる。
  ⑵　 第１項の規定にかかわらず，契約当事者間で裁判上の履行を請求しない旨の合意がある場合には，債権者は裁判

上の履行を請求することはできない。
  ⑶　 第２項に該当するために裁判上の履行請求権が制限される場合であっても，債務者が任意に履行したときは，債

権者はその給付を弁済として受領し，保持することができる。
10  民法３８９条（債務不履行の定義および態様）
  債務不履行とは，債務者が契約から生じる義務を履行しなかった場合を言う。その態様には，次のものがある。
  １　履行の遅延により履行期に履行ができなかった場合
  ２　履行することが不可能である場合
  ３　債務の趣旨に従って完全な履行をしなかった場合
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一般規定についても挙げるべきという意見と，消費貸借契約についての個別規定のみ
を挙げれば足りるといった意見が出された。

このように根拠条文を確認した後，貸金返還請求権の成立要件についての議論に
移ったが，ＲＡＪＰ教官のみならず，教官のアシスタントとして参加した現役の裁判
官や検察官からも，実に様々な意見が出された。

黒木教官からは，消費貸借契約に基づく貸金返還請求権の成立要件としては，
①　金銭の返還合意
②　①に基づく金銭の交付
③　弁済期の合意
④　弁済期の到来

が考えられることを説明し11，更にこれらに加えて，
⑤　金銭の返還合意と弁済期の合意が書面でなされたこと
⑥　ＹがＸに対して金銭を返還しないこと

という２点も要件として必要となるかについて問いかけると，様々な議論が交わされ
た。例えば⑥については，債権者の権利発生のためには債務者が履行しないことが必
要であるとして⑥の金銭を返還しないことが要件として必要であるという意見が出た
一方，貸金返還請求権の発生要件としては不要であるという意見も出された。日本に
おいては，金銭を返還しないことについては，貸金返還請求権の発生要件としては不
要であり，返還した事実は被告が主張すべき抗弁であると考えられているところ，一
部の参加者においてはその点の区別を意識することなく要件として挙げていることが
うかがわれた。本セミナーにおいては，時間の関係上，要件事実の詳細にまで踏み込
んで議論することはしなかったため，次回以降，更に議論が深められることを期待し
たい。

  ４　その他債務の趣旨に従った履行がなかった場合
  民法３９０条（債務不履行に対する救済手段）
  債務者の債務不履行があった場合には，債権者は本第４章第２節（契約違反に対する救済）から第４節（契約の解
除）までの規定に従い，履行の強制，損害賠償，または契約の解除を求めることができる。

  民法３９１条（履行遅滞）
  債務者は次の時点において履行をしなかった場合に履行遅滞となる。
  １　債務の履行について確定期限があるときは，その期限の到来した時。
  ２　債務の履行について不確定の期限があるときは，債務者が期限の到来したことを知った時。
  ３　債務の履行について期限を定めなかったときは，債務者が履行の請求を受けた時。
11  カンボジア民法においては，消費貸借契約は，要物契約ではなく，当事者の合意によってのみ成立する諾成契約とさ
れているところ（民法５７９条　消費貸借契約は，貸主と借主の合意のみによって成立する。），本セミナーでは，金銭
の交付が貸金返還請求権の成立要件として必要な理由について，消費貸借契約は金銭の交付を当然の前提としていると
いう意見が参加者から出された。



ICD NEWS　第89号（2021.12） 97

【講義の様子】

第３　おわりに

日本が起草支援したカンボジア民法の適用開始から約１０年が経過したが，カンボジア
では，現在でも裁判官をはじめとする法律家の民法に対する理解が不十分であることを指
摘する声が聞かれるものの，本セミナーを通じて，ＲＡＪＰ教官の中では，民法の各条文
についての理解は進んでいることが感じられた。他方，消費貸借契約に基づく貸金返還請
求権の成立要件について様々な意見が出され，カンボジアにおいては，権利の発生要件が
何かについて統一的見解がなく，裁判官によって異なる判断がされていることがうかが
え，「考え方が統一されておらず，どう考えたら良いか悩むことがある」とのＲＡＪＰ教
官の切実な声が聞かれた。

本セミナーで扱った貸金返還請求権の成立要件ひとつとっても，日本における考え方が
そのままカンボジアに適用されることが必ずしも正しいとは思われず，カンボジア独自の
考え方を地道に構築していく必要がある。カンボジアの皆さんがその道筋をつけるため
に，共に考え，サポートしていくべく，今後も充実したセミナー等の活動を継続していき
たい。

最後に，本セミナーの実現に協力してくださったＲＡＪＰ関係者の皆さま（個人的に
は，当部との連絡窓口であり，本セミナーのために当部とＲＡＪＰのロゴ入りの背景画像
を作成するなど準備に奔走してくださったＲＡＪＰのｄｅｐｕｔｙ　ｄｉｒｅｃｔｏｒで
あるシンアイさんに特に御礼を申し上げたい。），本セミナー直前まで何度もスケジュール
が変更になるなど多大なご迷惑をおかけし，当日は長時間にわたって素晴らしい通訳をし
てくださった山崎幸恵さん，ＲＡＪＰとの連絡調整やセミナー資料にコメントを下さるな
どして御協力をいただいたカンボジア長期派遣専門家をはじめとする全ての関係者の皆さ
まに，この場を借りて御礼を申し上げる。
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【本セミナーのオープニングリマークスの様子】 

※背景画像は，ＲＡＪＰシンアイさん作成のもの

【セミナー終了時の様子（参加者の一部）】
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ラオス刑法における未遂犯 

－ラオス国立司法研修所との共同セミナーより－

国際協力部教官　
矢尾板　　隼

第１　はじめに

前号（ＩＣＤ　ＮＥＷＳ第８８号）で紹介したとおり1，法務総合研究所は，２０１８年
１２月，ラオス国立司法研修所（National Institute of Justice，以下「ＮＩＪ」という。）
と，法・司法分野の研修，人材育成等において協力することを目的とした協力覚書
（Memorandum of Cooperation）を締結し，国際協力部は，それ以降，この協力覚書に基づ
いたセミナーを実施している。

２０１９年１０月２４日及び同２５日にラオスの首都ビエンチャンで実施された第１回
目のセミナーでは，刑法の基本理論をテーマに，刑法の沿革や人身取引犯罪，財産犯など
についてプレゼンテーション及びディスカッションが行われた。その際，ディスカッショ
ンの中で未遂犯の成立時期や障害未遂と中止未遂の区別が取り上げられ，今後の検討課題
とされた。

その後，新型コロナウイルス感染症拡大の影響で，現地への渡航が困難になったことな
どから２０２０年はセミナーを実施することが出来なかったが，その間，オンラインセミ
ナーに対する経験が蓄積されていったこともあり，２０２１年３月２日に，ＮＩＪとの間
で初めてとなるオンラインセミナーが行われた。このオンラインセミナーに際して日本側
から提案したテーマが，前記現地セミナーで今後の検討課題とされた未遂犯である。

本稿は，前記３月２日のセミナー及び同年９月７日に同じくＮＩＪとの間で実施された
オンラインセミナーの概要を紹介すると共に，これらのセミナーで議論されたラオス刑法
における未遂犯の議論について紹介するものである2。

第２　オンラインセミナーの内容

１　概要
⑴　日時

２０２１年３月２日（火）
　日本時間１１：００～１８：３０（ラオス時間９：００～１６：３０）
２０２１年９月７日（火）
　日本時間１１：００～１８：３０（ラオス時間９：００～１６：３０）

1  黒木宏太「ラオス国立司法研修所との共同オンラインセミナー－量刑，法曹養成制度－」ＩＣＤ　ＮＥＷＳ第８８号
（２０２１年９月号）１９７頁

2  この二つのセミナーの間に，注１の記事で紹介されている，２０２１年６月１７日のオンラインセミナーも実施され
ているが，同セミナーにおいて未遂犯は取り上げなかった。
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⑵　ラオス側参加者
・３月２日セミナー

ＮＩＪ：ビエンペット副所長，教員約３０名
・９月７日セミナー

ＮＩＪ：ビエンペット副所長，教員約３０名
ラオス刑事法サブワーキンググループ3メンバー：９名

⑶　形式
いずれもＺｏｏｍを使用したオンライン形式

⑷　概要
・３月２日セミナー

午前： 未遂犯，予備犯についてラオス，日本双方からのプレゼンテーション及び
架空事例を題材とした成立時期についてのディスカッション

午後： 量刑の加重減軽事由についてラオス，日本双方からのプレゼンテーション
及び日本の没収刑についてのプレゼンテーション

・９月７日セミナー
午前： 不能犯について日本側からのプレゼンテーション及び架空事例を題材とし

た犯罪の成否についてのディスカッション
午後： 量刑の判断要素である犯罪の危険性についてのプレゼンテーション及び

ディスカッション
２　未遂犯に関する議論の内容

⑴　未遂犯・予備犯の成立時期
ア　未遂犯についてラオス刑法２３条１項，２項は，

犯罪の未遂とは，犯罪の意図的行動が取られたが，外的要因に妨害されたた
め，その行為が成功しなかった場合をいう。

犯罪の未遂は，刑法の定めにより社会にとって危険とみなされる場合に限
り，刑が科されるものとする。

と規定している。
この条文の解釈について議論するため，当職から，いわゆる離隔犯の事例とし

て，「被害者を殺害するため，宅配業者を利用し，小包型の爆弾を被害者方に
送った」という事例を設定し，どの時点で未遂犯が成立するかについて議論を
行った。

ラオス側からは，結果に最も近いところから考えるべきであるとし，被害者が
宅配業者から小包を受領した時点で未遂犯が成立するという意見や，行為者の主

3  ＪＩＣＡによる法の支配発展促進プロジェクトにおいて，刑事法の理論及び実務の分析・研究を行うために結成され
たグループ。本年より刑法典の理論研究を開始し，ＮＩＪとの共同セミナーでも連携をしている。
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観面を重視し，被害者以外の第三者に対する危険性も考慮しなければならないと
して小包型爆弾を作成した時点で未遂犯が成立するという意見も出されたが，比
較的多数の意見として主張されたのが，行為者が小包型爆弾を宅配業者に渡した
時点で未遂犯が成立するという見解であった。

その根拠としては，宅配業者に委託した時点で行為者としての行為は完結して
いる，被害者に到達しなかったとしても第三者に到達する可能性があり，社会に
対する危険性が生じているなどとするものであった。

イ　また，予備犯についてラオス刑法２２条１項，２項は，

犯罪の予備とは，意図的犯罪を犯すための車両，道具，条件又はその他の要
因を準備することをいう。

犯罪を犯すためのかかる予備は，刑法の定めにより社会にとって危険とみな
される場合に限り，刑が科されるものとする。

と規定し，日本刑法と異なり予備犯の一般的規定を置いている。
予備犯については，「銀行強盗を決意し，計画を立て，下見をし，凶器（銃）

を準備した上で，実行した｣ という事例を設定し，どの時点で予備犯が成立する
かについて議論を行ったところ，下見をした後の，銃を準備した時点で予備犯が
成立するという点については概ね一致した見解であったが，その前段階である計
画時点でも予備犯となる旨の意見もあった。

また，同事例に関して併せて未遂犯の成立時期についても議論をしたところ，
銃を所持して入店した時点で未遂犯の成立を認める見解と入店後，行員（被害
者）に銃を突きつけ金銭を要求した時点で未遂犯になるとする見解があり，意見
の一致までは認められなかった。

⑵　未遂犯の処罰根拠（不能犯の成否）
未遂犯の処罰根拠について議論を深めるために９月７日セミナーでは不能犯の事

例を例に挙げ，ラオス刑法２３条２項に規定される「社会にとって危険とみなされ
る場合」について意見交換を行った。

具体的には，｢人を殺害する目的で，弾丸が入っていない拳銃を撃った｣ という
事案と，｢覚醒剤を製造する目的で，誤った原料で製造行為を行った｣ という事案
の２つを題材とした。

ＮＩＪの教員からは，いずれの事例についても，行為者が結果を発生させるため
の意図的行動を取っているなどの理由により未遂犯の成立を認めるというのが多数
の意見であった。他方，ラオス刑事法サブワーキンググループより参加した実務家
からは，拳銃のケースについては，計画的な犯行ではないため，実務的には未遂犯
は成立しない，という意見も出された。
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第３　所感と今後の展望

未遂犯，予備犯の成立時期，不能犯の成否に関してラオス側と議論をしたところに照ら
すと，ラオス刑法においては，行為者の主観面がやや重視されているような印象を受け
た。もちろん，条文上も「社会にとっての危険性」といったものが要求されており，純粋
な主観主義刑法ということではないと思われるが，その「危険性」の内容をどのように理
解するかという点については，ラオスの実務家・研究者の間でも未だ整理がされていない
ように考えられる。

９月７日セミナーで取り上げた不能犯の事例については，危険性の判断が悩ましい事例
であったため議論が困難であったと思われ，より危険性が正面から問題になるような事例
（たとえば，いわゆる「丑の刻参り」のようなもの）から議論を始め，複数の事例を比較
検討することで，ラオス刑法において考慮されるべき「社会にとっての危険性」について
の議論を深めていきたい。

法整備支援の中で，相手国の法理論の発展を目指していくことは非常に困難で時間のか
かることである一方で，将来にわたって持続可能な形で，相手国が自律的に法制度を発展
させていくために欠くことの出来ない要素でもある。

今後も，ラオスにおける法理論の発展を目指し，ラオスの自主性を尊重しつつ，共同し
て研究を進めていきたい。

なお，法務総合研究所とＮＩＪとの共同セミナーにおいては，ラオス側がオンライン会
議の設定等について不慣れな中，セミナーを実施するための現場環境設定について，ＪＩ
ＣＡ法の支配発展促進プロジェクトの多大なサポートをいただいている。この場を借り
て，改めて感謝の意を表したい。



ICD NEWS　第89号（2021.12） 103

インドネシア法整備支援オンラインセミナー 

（法令の整合性確保のための方策について）

国際協力部教官　
庄　地　美菜子

第１　はじめに

令和３年９月１日（水），プロジェクト対象機関であるインドネシア法務人権省法規総
局と独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）との協力の下，現地の法案起草担当者等を対
象に法令の整合性確保のための方策に関するオンラインセミナー（以下「本セミナー」と
いう。）を開催した。本稿では本セミナーの内容について紹介する。

第２　本セミナーの背景

インドネシアでは，法令（特に大臣令）間の不整合を解消するための体制作りや人材育
成の在り方が課題となっており，平成２７年１２月から令和３年９月までの間，インドネ
シア最高裁判所，法務人権省法規総局及び同省知的財産総局（知的財産総局については令
和２年１２月で終了）を実施機関として，ＪＩＣＡの「ビジネス環境改善のための知的財
産権保護・法的整合性向上プロジェクト」が実施された。同プロジェクトでは，法令の起
草・運用・執行に関する能力の強化を達成目標としており，これまでも国際協力部では，
現地セミナーに参加したり，本邦研修を企画，運営したりするなどして，同目標達成のた
めの支援を継続してきた。

本年度，新型コロナウイルス感染症蔓延の状況下において，本邦研修や現地セミナーの
実施が困難な状況が続く中，我が国における法令制定のプロセスや法令の制定や改廃に伴
う整備の実情等について知見を提供し，それに基づいて意見交換を行うことの必要性は特
に高いと考えたことから，本セミナーを企画したものである。

第３　本セミナーの内容等

⑴　本セミナーの実施結果
本セミナーには３００人を超えるインドネシア側の参加者があり，法令間の調整業

務を主として行う法務人権省のみならず，様々な省庁の法案起草担当者の参加を得
た。また，中央省庁のみならず地方局からも多くの条例起草担当者等が参加した。

⑵　本セミナーの内容
本セミナーでは，まず，法務省民事局参事官（当時）より，「日本における法令の

整合性確保のための方策」と題する講義をいただいた。この講義の中では，日本にお
ける法令制定のプロセス，法令の上下関係等と政省令への委任，法令の制定や改廃に
伴う整備の実情等をご紹介いただき，日本では構造的に法令の不整合が生じにくく
なっていることについてお話しいただいた。本講義の中では，法令検索システムｅ－
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Ｌａｗｓを用いた整備の実情の詳細についても紹介がなされ，これについてはインド
ネシア側から高い関心が寄せられた。

なお，一般的にオンラインセミナーにおいては，目の前に講師がいる講義とは異な
り，長時間ＰＣの画面を見続けるという性質上，集中力を維持することが難しくなり
がちである。そこで本セミナーにおいては講義を事前収録した上で，音声をインドネ
シア語に吹き替えたものを用意し，これを上映することとしたが，このようにするこ
とで通訳の時間をカットして，テンポ良く講義の内容を伝えることが可能となった。
また，今回収録した講義は，これまでも本邦研修で同テーマの講義をご担当いただい
てきた参事官に，これまでインドネシア側の受講者から出た質問内容等も踏まえなが
ら実施していただいたものであり，オンライン教材としての価値は非常に高いとい
え，今後従来型の本邦研修が再開した後も何らかの形で活用することが期待される。

引き続く質疑応答パートは，法務省大臣官房参事官にご担当いただいた。午前中の
講義に関連する質問として，法案起草担当者の人材育成の在り方から，今後の法制執
務におけるＡＩ技術の活用の可能性に至るまで幅広い質問がなされた。また，政省令
への委任の限界について具体的なイメージをもってもらうため，いくつかの架空の事
例をご用意いただき（土地に関する権利の行使の制限に関する政省令等），日本にお
ける法制執務を念頭に置いた場合に，法律でそのような委任規定を設けることは許さ
れるかどうかというクイズ形式でのセッションも行った。インドネシア側の参加者か
らは，それぞれの設題について詳細な理由を述べた上で回答がなされ，前プロジェク
トの成果として法案起草，審査の担当者の能力が確実に向上していることが如実に表
れる結果となった。本セミナーのアンケートでは，本セミナーで修得した知識が自身
又は所属組織の業務に役立つものであるかという質問には，「すぐに役立つ」という
回答が２割超，「応用すれば役立つ」という回答が約６割であったほか，セミナー全
般につき，「有意義であった」との回答は９割を超え，インドネシア側の満足度が非
常に高かったことがうかがわれた。

第４　おわりに

前述のとおり，本セミナーには，法務人権省以外の省庁の法案起草担当者や，地方局の
条例起草担当者も含めて多くの方々が参加し，積極的に質問を行っており，従来型の本邦
研修では参加することが困難な方々においても，本セミナーのような知見の提供の機会の
ニーズが極めて高いことを実感した。

新型コロナウイルス感染症の蔓延が収束し，従来型の本邦研修の再開が可能になった後
も，本セミナーのようなオンラインを活用したセミナーを併行して実施することも検討の
余地が大いにあると感じた。

インドネシアにおいて法令間の不整合が生じている状況や原因の特定及びそれについて
の対応策については，令和３年１０月よりインドネシア最高裁判所，法務人権省法規総局
を実施機関として開始したＪＩＣＡの新プロジェクトである「ビジネス環境改善のための
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ドラフターの能力向上及び紛争解決機能強化プロジェクト」において，引き続き達成目標
に掲げられている。国際協力部は，ＪＩＣＡ等の関係者と一緒に引き続きインドネシア側
のプロジェクト対象機関と協力し，インドネシアにおける法令間の整合性確保を目指して
支援を続けていく所存である。

最後に本セミナーの講師やモデレーター，通訳を務めていただいた方々，その他本セミ
ナーにご協力いただいた関係者の皆様に心より御礼を申し上げたい。

【インドネシアの会場の様子】

【インドネシア側のモデレーター】
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【「日本における法令の整合性確保のための方策」についての講義ビデオ】

【質問者と講師とのやり取り】
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【参加者の様子】
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東ティモールオンラインセミナー実施報告

国際協力部教官　
川　野　麻衣子

１　はじめに

東ティモール民主共和国（以下「東ティモール」という。）に対する法制度整備支援
については，新型コロナウイルス感染症の影響により，昨年１１月からオンラインでの
活動を継続し，その開始から約１年が経過したことから，本稿ではこれまでの活動の概
要と今後の方向性について報告する。なお，本稿中，意見部分は当職の私見である。

２　オンラインセミナーの実施

東ティモールに対する法制度整備支援については，２００９年以降，先方の要望を踏
まえ，個別具体的な法案をテーマとして取り上げて，年に２回程度，当部の教官等を現
地に派遣してセミナーを実施するほか，年に１回，約一週間程度，司法省の職員等を日
本に招へいして共同法制研究を実施してきた1。

しかし，新型コロナウイルス感染症の影響により渡航ができなくなったため，
２０２０年夏頃から今後の活動についてＪＩＣＡやカウンターパートである司法省と協
議を行い，オンラインによるセミナーを定期的に実施することとなった。東ティモール
では，２０１８年以降，政局が混乱したことによって，全ての法案が閣僚会議及び国民
議会で審議されないという事態が生じていたが，２０２０年に入って事態が改善され，
過去に起案した法令の見直しも含めて様々な法令についての起草作業が加速したことか
ら，それらの法案及び法案成立後の運用について協議していくこととした。

３　オンラインセミナーの概要

オンラインセミナーは，初回こそ半日間と短かったものの，協議の時間が全く足りな
かったため，その次の回からは，１回につき１日から２日間の日程として，昨年１１月
から本年９月末までに，次のとおり合計８回１３日間実施した。

２０２０年
１１月１８日１３時～１７時３０分

２０２１年
１月２６日１０時～１６時３０分，同２７日１０時～１７時１０分
２月１９日１０時～１６時
３月２５日１０時～１６時，同２６日１３時～１６時
４月２７日１０時～１６時，同２８日１３時～１６時

1  東ティモールに対する法制度整備支援の概要と東ティモールにおける司法分野の課題については，拙稿「東ティモー
ルに対する法制度整備支援活動を振り返って」ICD NEWS 第８７号（２０２１年６月号）９８頁以下を参照されたい。
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６月　２日１０時～１６時４５分，同７日１３時～１６時
７月２８日１０時～１６時，同２９日１３時～１６時３０分
９月２８日１０時～１７時

東ティモールからは，法案の起草に携わる司法省法律諮問立法局の職員のほか，取り
上げる法案によっては同省地籍局や登録公証局の職員など，毎回５～１５名程度が参加
している。また，日本からは，当部の担当教官と，テーマによって当部長や副部長，国
際専門官らが参加している。

司法省法律諮問立法局の職員から起草中の法案についての説明があり，日本側からは
当該法案に関連する日本の法令や制度について説明し，協議を行う形式で実施してお
り，以下にこれまでに取り上げた法案と協議の概要を記載する。
⑴　土地に関する法令

東ティモールは，ポルトガル，日本，インドネシアによる占領や統治の歴史があ
り，さらに国内での紛争もあって，土地の所有者と現在住んでいる占有者が違う等と
いう状況が随所で起きており，土地の所有権を巡る紛争が日常的に発生し，深刻な問
題となっている。

２０１７年には，土地の所有権を確認するための「不動産所有権の定義のための特
別措置法」（以下「土地法」という。）が施行されたが，同法に基づいて土地の所有権
等を確認するに当たり，土地の現況を把握する地籍調査や，土地の権利関係を公示す
るための制度づくりが急務となっている。
ア　不動産登記法案（２０２０年１１月，２０２１年１月）

初回のセミナーでは，２０１７年度以降継続して共同法制研究の議題となってき
た不動産登記法案を取り上げた。不動産登記法案は，地籍調査を実施して土地の所
有者を特定し，最初の権利の登記がされた後の当該土地の権利関係を公示すること
を目的として起草されているものである。

これまでの共同法制研究において，既に物権法や不動産登記制度の意義等につい
ては協議がされてきており，司法省からは，日本の不動産登記の運用や手続につい
て詳しく知りたいとの要望があったので，日本側からは日本の不動産登記に係る申
請人側の手続と登記所側の手続をそれぞれ説明した。

司法省からは，不動産登記法案の現時点版について説明があったが，法案の中に
は，誰が登記を申請しなければならないかや，申請人がどのような書類を用意する
必要があるのかが明確でない部分があり，また登記所内の運用も明確でない部分が
見受けられたことから，特にそのような点について日本の制度を紹介しながら協議
を行った。

イ　土地の紛争解決（２０２１年１月，２月）
司法省から，土地法に規定された現在の土地の所有者の特定方法と所有権者に争

いがあった場合の解決方法，昨年成立した土地委員会法に基づいて今後同委員会が
運用する予定の紛争解決手続についての説明を受け，日本側からは土地の紛争解決
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方法について筆界特定制度などのＡＤＲも含めて説明したほか，土地紛争訴訟の実
務等について説明した。

特に所有者や境界が不明な場合に，どのような証拠に基づいてどのように判断し
ていくのかという点について活発に議論が行われた。

ウ　コミュニティー保護区法案（２０２１年３月）
コミュニティー保護区と呼ばれる東ティモール特有の複数人で構成される集団で

所有する土地を保護するための法案について説明を受け，日本側からは特に不動産
登記との関係で，日本における民法の共有の概念と登記方法について説明し，集団
で土地を所有することが東ティモールの民法上どのように整理され，どのように登
記していくかについて協議を行った。

コミュニティー保護区については，日本の自然保護区のようなものを想像してい
たがそれだけではなく，近所の人同士が共同利用する土地や伝統的に親族間で継承
されていく土地，宗教儀式のための神聖な土地等様々な形態があるようで，日本の
どのような情報を共有すれば東ティモールの参考となるのかは，現地を実際に見て
みないと難しいと思った次第である。

エ　地籍法案（２０２１年４月，６月）
地籍法案は，土地の現況を把握する地籍調査や現在の土地の所有者を特定し，登

録するためのルールを定めるものである。地籍調査については，既に省令に基づい
て実施されているところ，当該省令を法律化し，土地法に基づいた内容となるよう
修正を図っている。

東ティモールでは，土地の物理的状況及び現在の所有者を登録する地籍簿と，権
利関係を登録する不動産登記簿をそれぞれ別個に作成し，別々の機関において保管
する制度を作ろうとしているが，協議をしていく中で，地籍簿に記録すべき情報と
不動産登記簿に記録すべき情報についての整理が必要であること，それらの情報を
連携するかどうかも含めて連携方法を検討する必要があることなどが明らかとな
り，これらの点について日本の制度を紹介しながら協議を行った。

また，６月のオンラインセミナーでは，民事局民事第二課三枝補佐官を講師とし
てお招きし，日本の登記所備付地図と法務省による地図作成作業について講義をし
ていただいた。地図作成の技術的な問題点や，地籍調査の際に土地の所有者同士に
紛争が起こった場合の解決策，洪水等により境界が分からなくなった場合の地図の
復元方法などについて活発な協議がされた。

オ　国家の私有不動産に関する法案（２０２１年６月）
東ティモールでは，国が私的に所有する不動産と公的に所有する不動産を分け，

それぞれに管理方法等についての法案が起草されているところ，このうち国が私的
に所有する不動産に関する法案について説明を受けた。国が売買等の処分をするこ
とのできる不動産であるということだったので，日本側からは，国有地を登記する
場合の手続等について説明し，国有財産の使用許可と処分の違いや，使用許可の場
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合にも登記を必要とするのか等について協議を行った。
⑵　市民登録法案（２０２１年７月，９月）

国民の身分関係の登録制度について規定する市民登録法案は，２０１６年度の共同
法制研究で取り上げて以降協議されてこなかったが，今般，司法省からの要望を受け
て再び協議をすることになったものである。

本年７月及び９月のオンラインセミナーでは，司法省から現状の法案の説明を受
け，日本側からは戸籍法や戸籍に関する家庭裁判所の役割等について説明して，協議
を行った。

特に，婚姻について，東ティモールの民法は，カトリック婚，伝統婚及び民事婚に
ついて規定しているが，その他の宗教に基づく婚姻の規定がないため，その婚姻をど
のように登録するのか，民法の規定ぶりも含めて協議した。また，東ティモールでは
出生登録がされていない子どもが多いことも問題となっており，日本の棄児の戸籍へ
の登録方法や無戸籍者への対応についても質問が多くあったところである。

【２０２１年７月のオンラインセミナーの様子】

４　所感と今後の方向性について

このように改めて振り返ってみると，一年間で実に様々な法案について協議をしてき
たことがわかる。従来の現地セミナーや共同法制研究に比べると協議時間は決して十分
とは言いがたいが，それでもオンラインセミナーによって法案にはいくつもの修正が加
えられており，オンラインでも活動を続けることは有用であると考えている。また，オ
ンラインセミナーを始めた頃は，日本側から日程などを打診して進めてきたが，最近で
は司法省から，この件をもっと協議したいのでオンラインセミナーを設定して欲しいと
いう連絡がくるようになり，司法省にとっても重要な活動として位置づけられているよ
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うに感じている。
本稿執筆現在，未だ東ティモールを離発着する定期航空便が復活しておらず，少なく

とも今年度中はオンラインセミナーを続ける予定であり，司法省からは不動産登記法案
や市民登録法案を再度協議していきたいとの要望が出ているところである。

司法省職員の法案の起草能力向上という面では，起草された法案について，民法など
他の法令との整合性の検討や運用の想定が不十分である点が多く見受けられ，今後も継
続してこれらの点の検討の必要性を伝えていく必要があると感じている。

また，オンラインセミナーで取り上げた東ティモールの法案や制度については，理解
を深めることができてはいるものの，その背後にある政治や宗教等の問題や価値観の違
いなどを十分には把握できておらず，セミナーが終わった後に司法省からの質問の意図
をきちんと理解できていなかったと反省することも度々あるので，この点は今後の課題
であるし，一日も早く現地に行き，様々な価値観に触れることができるようになること
を願っている。

最後に，この一年の間には，東ティモールで大規模な洪水が起きたり，新型コロナウ
イルス感染症が蔓延して首都がロックダウンされたりするなどによってオンラインセミ
ナーの日程が延期となってしまうことも何度かあったが，それでも定期的に続けること
ができて，司法省職員をはじめ，関係者の皆様に大変感謝している。そして，本活動に
は，司法省職員が母語であるテトゥン語で法律を理解し，東ティモールの実情に沿った
法律とするために通訳をして下さる辻村直氏の存在が不可欠となっており，毎回の多大
なる御協力にこの場をお借りして深く感謝を申し上げたい。
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モンゴルＮＬＩとのオンライン・ワークショップ 

（～ＭＯＣに基づく活動の一環として～）

国際協力部教官　
河　野　龍　三

１　はじめに

国際協力部は，本年１０月８日，モンゴル国（以下「モンゴル」という。）の国立法
律研究所（National Legal Institute，以下「ＮＬＩ」という。）1との間で，同機関とのＭＯ
Ｃ（Memorandum of Cooperation，協力覚書）に基づく初の活動としてオンライン・ワー
クショップを開催した。本稿では，ＭＯＣ締結に至る経緯及び本ワークショップの概要
を報告する。なお，本稿の意見にわたる部分は私見であり，当部の見解ではない。

２　ＭＯＣ締結に至る経緯

⑴　モンゴルＮＬＩについて
ＮＬＩは，モンゴル法務・内務省2の一機関であり，現在の所長（Ｄｉｒｅｃｔｏ

ｒ）はエルデム・オンダラフ・フレルバータル氏3である。主な業務には，国家的な
法律の方針策定や法的サービスの改善に関して法務・内務省に助言するための研究・
調査，国民への法情報の提供，法律実務家や法執行機関職員に対する研修のほか，国
立図書館の運営，法令データベースの作成・管理，法令等に関する公刊物の発行が含
まれており，日本の法務総合研究所よりも所管は広いと思われる。

⑵　コロナ禍における準備活動
２０１９年６月，国際協力部の派遣団が現地調査として法務・内務省を訪問した

際，当時のＮＬＩ所長とも面談し，先方からＭＯＣ締結の要望があった。法務総合研
究所内で検討した結果，両機関はその任務の多くが共通すること，過去にも法整備支
援対象国の政府機関との間でＭＯＣを結んできた実績があること4，特にモンゴルは重
点支援国である一方，現在はＪＩＣＡプロジェクトが存在せず，当部が主体的に共同
研究等を実施する必要性が高いことなどを勘案し，ＭＯＣ締結の方針が決定された。
また，その協力範囲は，双方に義務を課すものではなく，「意見交換，情報共有，セ
ミナーや共同研究の実施，相互訪問その他の活動により，法・司法分野での人材育成
のための協力関係を推進し強化する」ことと合意された。

1  ２００２年に前身の国立法律センター（National Legal Center）が設立され，２００９年に現在の名称に改名された。
沿革等については，ＮＬＩの英語ウェブサイトを参照（https://nli.gov.mn/?page_id=2295&lang=en）。

2  Ministry of Justice and Internal Affairs of Mongolia。司法政策，人権保護，法の支配等のほか警察も所管するモンゴル政
府の省庁の１つ。

3  Dr. Mrs. Erdem-Undrakh Khurelbaatar。ドイツのマックス・プランク研究所研究員，モンゴル国立大学法学部公法学科
の准教授等を経て，２０２０年１０月より現職。刑法，犯罪学が専門。

4  法務総合研究所は，２０１８年１２月にラオス国立司法研修所（ＮＩＪ）と，２０１９年７月にウズベキスタン最高
検察庁アカデミーと，２０２０年１月にカンボジア王立司法学院（ＲＡＪＰ）とそれぞれＭＯＣを締結しており，本件
ＮＬＩは４例目。これまで，ＮＩＪとは刑法セミナーを，ウズベキスタン最高検察庁アカデミーには犯罪白書作成支援
を行ってきており，ＲＡＪＰとも２０２１年８月に民事訴訟に関するオンライン共同研究を実施した。
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当初は，２０２０年に日本側当事者がウランバートルに出張し，ＮＬＩ側と対面で
文書を交換することを計画していた。しかし，新型コロナウイルス感染症拡大の影響
で渡航が困難となり，収束時期も見通せなかったことから，両機関で検討した結果，
非対面で締結することとした。

法務総合研究所にとってＭＯＣのオンライン締結は初めての経験であり，法務大臣
以下の政務への説明に加え，原本の郵送方法や署名式の準備など，ロジ面に想定外の
労力を要した5。ＮＬＩ窓口担当者であるムングルジン氏をはじめとするモンゴル側関
係者と，外務省アジア大洋州局中国・モンゴル第１課の森井主査（当時），在モンゴ
ル日本国大使館の片野田書記官のほか，法務省大臣官房国際課等の日本側関係者の皆
さまから多大なご協力をいただいたことに，あらためて感謝を申し上げたい。

⑶　ＭＯＣ締結式
２０２１年８月１１日，法務省赤れんが棟の会場とウランバートル市内の会場とを

オンラインで結び，法務総合研究所とＮＬＩとのＭＯＣ締結式を開催し，同日付でＭ
ＯＣを締結した6。

【ＭＯＣ締結式における署名の様子】

5  ＭＯＣ原本は英語で２通作成した。日本側で保有する原本は，ＮＬＩ所長の署名後，在モンゴル日本国大使館に持ち
込み，外務省の公信を用いて日本に送った。モンゴル側原本はその逆を行い，各自の原本につき，締結式前に相手方の
署名を終える手法をとった。

6  法務省フォトニュースを参照（https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00338.html）。ＭＯＣの内容も公開されてい
る（https://www.moj.go.jp/housouken/press_release_mongolia_moc.html）。
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日本側からは，上冨敏伸法務総合研究所長，内藤晋太郎国際協力部長以下の法務省
関係者が出席したほか，外務省，ＪＩＣＡ，名古屋大学法政国際教育協力研究セン
ター（ＣＡＬＥ）の方や，これまでモンゴル法整備支援にご尽力されてきた吉野孝義
先生，德本穰先生，岡英男弁護士にもご臨席いただいた。モンゴル側からは，エルデ
ム・オンダラフ・フレルバータル所長以下のＮＬＩ職員，法務・内務省の職員等が参
加した。

３　ワークショップの概要

⑴　目的
本ワークショップは，ＮＬＩとのＭＯＣに基づく活動の一環として，オンラインで

開催された。
国際協力部の活動としては，２００１年に日本・モンゴル司法制度比較セミナー7

を開催した後，ＪＩＣＡが実施した各プロジェクト活動（弁護士会強化，調停制度強
化）に協力したほか，商法起草支援など民商事に関するものが中心であり，刑事法分
野での二国間の共同研究は実施されていなかった。また，モンゴルにおいては，
２０１５年以降，刑事手続の改革が進められているとの情報があった8。

これらの状況を踏まえ，ＮＬＩとも協議した上，本ワークショップでは，「日・モ
ンゴルにおける刑事司法制度の比較」をテーマとし，捜査から裁判までの刑事手続の
概要について相互にプレゼンテーションを行い，質疑応答を行うことを目的とした。

⑵　日程
２０２１年１０月８日（金）9。

⑶　参加者
エルデム・オンダラフ・フレルバータル所長以下のＮＬＩ職員，法務・内務省職

員，検察官10，モンゴル国立大学教員11等，合計２３名12。
日本側からは，国際協力部の内藤部長，須田副部長，伊藤教官，小職のほか，ＵＮ

ＡＦＥＩの森永所長らが参加した。
⑷　内容

ア　日本側のプレゼンテーション及び質疑応答
まず，伊藤教官から，三権分立，捜査・公判の刑事手続の流れなど，日本の刑事

司法の概要について説明した後，質疑応答を実施した。モンゴル側からは一気に
４，５人の手が挙がるなど，積極的な質問がなされた。例えば，モンゴルでは起訴
後に裁判所が事件記録を差し戻して再捜査させることが頻繁にあり問題になってい

7  同セミナーでは，法務・内務省幹部等を日本に招へいし，両国の民事・刑事の裁判手続，弁護士の役割，法曹養成制
度，紛争解決手段等について意見交換がなされた。

8  モンゴルでは，刑法が２０１５年に，刑事訴訟法が２０１７年にそれぞれ大改正されたとのことで，近時も条文の改
正が続いているようである。

9  ＮＬＩのアルタンゲレル氏（弁護士）に逐次通訳を依頼。予定時間は通訳込み４時間。
10  General Prosecutorʼs Office of Mongolia から参加。
11  法学部公法学科から参加。
12  エルデム・オンダラフ・フレルバータル所長は，所用により冒頭挨拶の後に退出。
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るが，日本には同様の手続はないのかという質問があり，職権主義のモンゴル13と
当事者主義の日本との違いが浮かび上がるとともに，公判前整理手続（予備審
問）14に対する関心がうかがえた。また，モンゴルでは当事者に平等な権利を与え
る制度が不十分であるが，日本では弁護人の権利をどのように保障しているかとい
う質問は，職権主義構造を維持しつつも当事者による弁論を強化するという，ベト
ナムの争訟原則15を思い起こさせた。さらに，民事・刑事を厳格に区別する日本
と，被害者も刑事訴訟の当事者となるモンゴル16の違いを背景に，日本では被害者
による損害賠償請求はどのようになっているのかといった質問もなされた。

いずれも，日本とモンゴルの刑事司法に対する根本的な考え方の違いに起因する
ものであり，この点を意識して講義や討議を行うことが今後の課題である。

【伊藤教官によるプレゼンテーションの様子】

イ　モンゴル側のプレゼンテーション及び意見交換
続いて，ＮＬＩのスフバータル氏から，モンゴルの刑事司法に関する説明があっ

た。検察官が訴追裁量を持つ日本と異なり，モンゴルでは有罪無罪を決めるのは裁
判所という意識が強く，検察官は有罪立証を行う役割であることが述べられた。一
方で，実務では，検察の指示を受けた警察が有罪方向の証拠ばかりを集めるため，

13  モンゴルは，起訴と同時に証拠等の一件記録が裁判所に送致され（２０１７年刑事訴訟法第３２．１０条），裁判所が
事件を検察に差し戻すことが可能であるなど（同法第３３．１条の１．２等），職権主義を採用している。

14  非公式であるが，「preliminary hearing」との英訳がなされている。
15  ＩＣＤ　ＮＥＷＳ第８１号（２０１９年１２月）１３１頁以下の鈴木一子氏の記事を参照。
16  モンゴルにおける被害者の権利については，２０１７年刑事訴訟法第８．２条等を参照。
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弁護人が無罪方向の証拠を収集する機会が少ないことが問題になっているとの指摘
があった。また，モンゴルの裁判員は，意見を述べることはできるが基本的にオブ
ザーバーで，判決に対する影響力がないとの説明もあった。さらに，捜査手続につ
いて日本側から質問したところ，モンゴルの検察官から，被害者等から申立ての
あった事件のうち犯罪性のないものを検察官が却下するための制度が導入されたと
の説明があった。

【ワークショップ終了後の記念撮影の様子】

４　今後の展望

本ワークショップの冒頭では，エルデム・オンダラフ・フレルバータル所長から，Ｍ
ＯＣ締結から２か月という短期間でワークショップを開催できたことは大変うれしいと
の発言があった。ＭＯＣに基づく活動は，今後も続けていきたい。

国際協力部は，ベトナムやラオスなど職権主義的な刑事司法制度を有する国に対する
法整備支援活動でも実績があり，それらの経験を活かしてモンゴル側と一緒に課題の解
決策を考えられることが強みである。

来年は日・モンゴル外交関係樹立５０周年を迎える。一刻も早く，ＮＬＩの皆さんと
対面でお会いできる日が来ることを願っている。
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バングラデシュ：調停人オンライントレーニングの実施について

国際協力部教官　
黒　木　宏　太

第１　はじめに

２０２１年７月２６日及び２７日の２日間にわたり，バングラデシュと日本を結んで，
調停人オンライントレーニングを実施し，６０名以上が参加者した。バングラデシュにお
いては，新型コロナウイルスの感染状況もあり，厳しいロックダウンが続く中での実施と
なったが，５０の地区から，約５０名の地方法律扶助官（District Legal Aid officers）・上級
判事補（Senior Assistant Judges）・判事補（Assistant Judges）が参加した。

バングラデシュ政府は，時間と費用がかかる裁判に代わって，市民が様々な法的問題を
解決するための代替手段の一つとして，昨今，調停の促進に力を入れている。

本研修には，日本側から，講師として，中京大学の稲葉一人先生にご参加いただくとと
もに，ＪＩＣＡガバナンス・平和構築部ガバナンスグループ法・司法チームの小松健太
氏，井出ゆり氏，稻田亜梨沙氏のほか，ＪＩＣＡバングラデシュ事務所の渡辺広毅氏，サ
ンジダ・ホック氏，当部の曽我学教官，尾田いずみ教官，德井靖士事務官及び当職が参加
した。また，青山若人氏に日本語・ベンガル語間の通訳をしていただいた。

本稿では，本研修の内容について，バングラデシュ側のフィードバックを中心に，その
概要を紹介する。本稿の意見にわたる部分は，全て当職の私見であり，所属部局の見解で
はない。

第２　本研修の概要

１　日時
２０２１年７月２６日（月），２７日（火）

２　形式
Ｚｏｏｍを使用したオンライン形式

３　スケジュール（日本時間）
［２６　Ｊｕｌｙ　２０２１］

１２：３０－１２：４０　　Opening remarks

１２：４０－１５：００　　Special lecture by Professor Inaba based on the feedback

１５：００－１６：００　　Lunch

１６：００－１８：３０　　Special lecture by Professor Inaba based on the feedback

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
［２７　Ｊｕｌｙ　２０２１］

１２：３０－１５：３０　　Mock Mediation

１５：３０－１６：３０　　Lunch
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１６：３０－１８：００　　Ｑ＆Ａ
１８：００－１８：０５　　Closing remarks

４　参加者
バングラデシュの地方法律扶助官（District Legal Aid officers）・上級判事補（Senior 

Assistant Judges）・判事補（Assistant Judges）等　合計約６０名

第３　調停人トレーニングと模擬調停

１　参加者は，事前にビデオ教材1を使用してＥラーニングをし，フィードバックを提
出した上で，研修に参加した。このビデオ教材は，どの国にもある解雇事件2を題材
として，Mediation のステージに応じて，効果的な調停の実現に役立つＴｉｐｓを稲
葉先生が解説する形で，作成されている。調停における課題設定の在り方などの内容
面のみならず，調停人としての心構えや立ち振る舞いなどについても解説されてい
て，いわば痒いところに手が届く内容となっており，調停人を担当する者にとって，
大変参考になるものである。

【稲葉先生のビデオ講義の様子】

参加者からは，日本の調停システムや，調停の方法や順序等について詳しく知るこ
とができただけでなく，アイコンタクト，ノンバーバルコミュニケーション，感情の
反映，困難な状況への対処法，調停の倫理などの心理的・生理的な問題についても詳
しく学ぶことができたことなど，多くのフィードバックがあった。

また，バングラデシュの調停の問題点についても共有された。例えば，日本では，
調停が成立した後の合意は判決のように強制力があるとされているが，バングラデ
シュでは，調停の当事者にとって，合意は法律によって強制力を持たないため，合意
後の調停が成功しても，当事者同士が法律上の強制力がないことを知っているため，

1  稲葉先生の講義やビデオ教材の内容については，INABA Kazuto “ONLINE MEDIATION TRAINING”ＩＣＤ　ＮＥＷ
Ｓ（Ｍａｒｃｈ　２０２１）ｐ５０－を参照。https://www.moj.go.jp/content/001343989.pdf

2  事案は次のとおり。
  「Ｏ（大蔵）さん（３０代後半男性　独身）は，アルバイトとしてＮ運送株式会社に約１０ヶ月間勤務していたが，
１ヶ月前に突然解雇された。Ｎ運送の労務担当Ｙ（吉永）係長は，物流が減ったので配達員があまっていることを解雇
の理由として説明した。Ｏさんとしては，まじめに勤務してきたつもりで，この仕事が気に入っていたので，突然の解
雇に納得がいかず，Ｙ係長に抗議をしたが，らちがあかない。解雇に際して，Ｎ運送からは事前の解雇予告はなく，ま
た解雇予告手当の支払いもなかった。」
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実りある調停とはみなされないことがあり，調停に関わった全員の時間と労力が無駄
になってしまうという問題点があることなどが共有された。

２　模擬調停のトレーニングでは，３人一組となって，調停人と両当事者をロールプレ
イし，ロールプレイが終わったら，振り返りを行う。各自のフィードバックを基に，
実際の調停に役立たせることが期待されている。今回はＺｏｏｍのブレイクアウト
ルーム機能を使用して，オンラインでロールプレイをしたが，ロールプレイのイメー
ジは，下記のとおりである。右端の調停人が，両当事者（左から二人目が申立人，右
から二人目が相手方）と初めて調停の席で出会い，調停とは何かなどを説明している
ところを実演している。

【稲葉先生が両当事者を前にオープニングを演じている場面（前回研修時）】

調停人役の人には，具体的に，どのようなことを心がけたか，何がうまく行って，
何が難しかったか等につき，フィードバックをしていただいた。当事者役の人には，
調停人役の言動や行動で良かった点に注意を払っていて観察していただき，フィード
バックをしていただいた。下記のスライド（左）のとおり，調停人役の発言・質問で
有効だと感じたこと，特に，話の内容だけでなく，調停人役のしぐさ，表情，質問の
仕方なども詳しく観察していただき，メモしておいていただいた。

【模擬調停に関する講義のスライド】

３　調停人トレーニング後，参加者から，調停人にとって中立であることの重要性，調
停人にとって挨拶と歓迎的な雰囲気を出すことの重要性，公平性・機密保持の重要
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性，紛争の原因を突き止める技術等がよく理解できたなどのフィードバックがあり，
全体的に，とても良いトレーニングであったという感想が共有された。

第４　終わりに

今回の研修は，双方向のやり取りが活発で，質問が絶えず，バングラデシュの方々の熱
量も高く，とても充実した研修であった。当職自身としても，稲葉先生の講義やバングラ
デシュの方々の質問等から多くの学びを得ることができ，とても勉強になった。

バングラデシュにおいては，調停制度が着実に普及しているようであり，例えば，６４
県の各県に１名ずつ配置されるべき法律扶助官（Legal Aid Officer）が，２～３年前まで
は，６４県中半分の県にも満たなかったものが，現在は，ほぼ全ての県に配置されている
ようである。調停のための部屋が整備されていない3等の課題はあるようであるが，イン
フラについても徐々に改善されていくことが期待される。

国際協力部としても，バングラデシュの調停がより良いものになるよう，できる限りの
支援をしていきたい。

【本研修の様子】

3  人の出入りが自由な部屋において，ほとんどプライバシーのない状態で，調停が行われていることもあるという。
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２０２１年８月スリランカオンラインセミナー 

（刑事司法実務改善～刑事訴訟の遅延解消に向けて～）

国際協力部教官　
及　川　裕　美

１　背景及びオンラインセミナーの目的

⑴　２０２１年８月スリランカオンラインセミナー（以下「本セミナー」という。）
は，２０１９年度から実施されているスリランカ民主社会主義共和国（以下「スリラ
ンカ」という。）に対するＪＩＣＡ国別研修の一環として行われたものである。

⑵　スリランカに対するＪＩＣＡ国別研修においては，同国で極めて深刻な刑事訴訟の
遅延が生じていることに鑑み，検察官，裁判官，弁護士等の実務家を対象に「刑事訴
訟の遅延解消」をテーマに捜査・公判等，比較的幅広い分野について日本側の知見を
提供する研修等を実施しているところ，２０２１年３月及び４月にオンラインで実施
した本邦研修1後，同研修参加者から日本における訴追裁量を研修で取り上げてほし
い旨の要望があり，また，同研修のテーマであった公判前整理手続においても，引き
続き強い関心が示されたことから，本セミナーでは，訴追裁量・起訴基準及び公判前
整理手続を取り上げ，スリランカの訴追裁量・起訴基準及び公判前整理手続の実務の
運用等を検討し，実現可能な刑事訴訟遅延解消策を考察することを目的とした。

２　セミナー日程

２０２１年８月１０日（火）から同月１３日（金）の４日間
日程の詳細は別添の日程表を参照されたい。

３　セミナー参加者

司法省職員，検察官（法務長官官房所属），弁護士（スリランカ弁護士会所属），高等
裁判所裁判官2，マジストレイト裁判所3裁判官，合計３１名

４　本セミナー総括

⑴　本セミナーのプログラム
本セミナーでは，日英米三か国の法曹による講義を実施し，英国における刑事訴訟

の遅延解消に向けた取組，日米各国における訴追裁量・起訴基準及び公判前整理手続
の運用状況等について知見を共有するとともに，スリランカの法曹三者をパネリスト

1  本邦研修の報告については，ＩＣＤ　ＮＥＷＳ　第８７号（２０２１．６）２０９頁以下に掲載。
2  高等裁判所（High Court）は，起訴（Indictment）された事件の第一審裁判所になるため，原則として控訴審を行う日
本とは異なる。

3  マジストレイト裁判所（Magistrateʼs Court）は，一定の軽い犯罪の第一審裁判所であり，また，重大犯罪の予備審問
（Preliminary Inquiry）も担当する。
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として訴追裁量・起訴基準及び公判前整理手続をテーマとするパネル・ディスカッ
ション等を実施した。
ア　日本側の講義

ア　法務総合研究所国際協力部教官による講義
日本の訴追裁量・起訴基準，公判前整理手続の運用及び訴訟遅延防止策に関す

る講義をそれぞれ行った。
公判前整理手続の運用に関する講義では，殺人未遂の架空事例において公判前

整理手続がどのように行われるかを国際協力部教官がそれぞれ法曹三者を演じて
寸劇形式で説明したところ，多くのセミナー参加者から，非常に分かりやすかっ
たなどの好意的なコメントがあった。また，スリランカでは，検察官と弁護人が
対立することが多く法曹三者が協力的に争点整理を行うことが難しい現状にある
ため，日本の法曹三者が争点を整理するという共通の目標に向かって協力して公
判前整理手続が行われていることに対して高い関心が寄せられた。

イ　原琢己弁護士（元司法研修所刑事弁護教官）4による講義
捜査段階の弁護活動及び公判前整理手続について弁護人の観点からの説明が

あった。
弁護人が捜査段階において被害者と面談して示談交渉をする場合があるとの説

明に対しては，捜査段階において被害者に接触することは「witness tampering」
として敬遠されるスリランカの実情を背景に，セミナー参加者から，捜査機関及
び弁護人が被害者に接触することによる罪証隠滅の可能性等の質問がなされ，日
本とスリランカの考え方の違いを肌で感じた。

イ　エメリー　アドラディオ氏5（米国国際開発庁（ＵＳＡＩＤ）司法プロジェクトス
リランカチーフ）による講義

米国の訴追裁量・起訴基準及び公判前整理手続の運用について，有罪を立証する
証拠があったが不起訴処分となった事例や公判前整理手続によって争点が整理され
た結果証人尋問が不要となった事例など，多くの具体的事例を引用した説明があっ
た。

訴追裁量・起訴基準については，セミナー参加者から，訴追裁量に伴う汚職の防
止策に関する質問や，検察官が前記アイのとおり公判前段階で被害者に接触できな
いため，被害者の証言が信用できないことを理由に公判前に不起訴処分とすること
が困難であるなどのスリランカの実務について説明があった。

本セミナー実施時点において，スリランカでは公判前整理手続導入のための刑事
訴訟法改正案が成立間近と考えられており，同改正案では公判前整理手続を担当す
る裁判官が公判も担当する旨が明記されていないことから，セミナー参加者から
は，公判前整理手続を担当する裁判官と公判を担当する裁判官を同一とした場合の

4  原弁護士は２０２１年３月及び４月にオンラインで実施した本邦研修においても，講義を担当された。
5  アドラディオ氏は米国の元検察官である。
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弊害等について質問がなされ活発な意見交換が行われた。
ウ　ジャニス　ブレナン氏6（英国のバリスタ）による講義7

ブレナン氏からは，英国の刑事訴訟の遅延解消に向けた取組として，英国の
「Plea and Trial Preparation Hearing」の制度等について説明があった。

多くのセミナー参加者から，本セミナーにおいて日英米三か国の司法制度につい
て学ぶことができて有意義であった旨の感想が寄せられた。

【左：アドラディオ氏の講義の様子，右：ブレナン氏の講義の様子】

エ　パネル・ディスカッション等
本セミナーにおいては，スリランカの法曹三者をパネリストとして訴追裁量・起

訴基準及び公判前整理手続をテーマとするパネル・ディスカッションをそれぞれ実
施するとともに，最終日にも主に同テーマを内容とするセミナー参加者全員を対象
としたディスカッションを実施した。なお，訴追裁量・起訴基準をテーマとするパ
ネル・ディスカッションにはアドラディオ氏も参加した。

各パネル・ディスカッションの冒頭においては，スリランカの法曹三者それぞれ
がスリランカの訴追裁量・起訴基準及び公判前整理手続について各１０分程度説明
した。発表者が自発的にパワーポイントを作成して発表したり，議論が白熱して予
定時間が超過したりするなど，セミナー参加者は非常に意欲的にパネル・ディス
カッションに参加した。

訴追裁量については，スリランカの裁判官及び弁護士からは積極的に行使すべき
との考えが示された一方，スリランカの検察官からは証拠がある以上起訴すべきで
あるとして訴追裁量の行使に消極的な考えが示され，スリランカの法曹三者の内部
における訴追裁量の捉え方の相違が浮き彫りとなった。

公判前整理手続については，同手続導入のための刑事訴訟法改正案には明文化さ
れていない事項が多いこと，具体的には，公判前整理手続における裁判官の争点整
理の可否，同手続終了後の新たな主張・証拠の顕出の可否，同手続への被告人の出

6  ブレナン氏は，ＵＮＡＦＥＩの第１５８回国際研修及び第１７２回国際研修においても，講義を担当された。
7  ブレナン氏は，本セミナー実施日には先約があったため，事前に，ブレナン氏の講義及びブレナン氏と国際協力部教
官との質疑応答をビデオ撮影し，本セミナーで同ビデオを上映した。
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席の可否等が明文化されていないとの説明があり，この点に関しては，明文化され
ていないからこそ実務で弾力的な運用ができるとの意見や同改正案を修正して明文
化すべきとの意見など，多数の意見が活発に交わされた。

⑵　セミナー参加者の感想
本セミナーの最後に数名のセミナー参加者に本セミナーについて感想を求めたとこ

ろ，全員が「本セミナーは非常に有意義であった」旨のコメントを口にし，本セミ
ナー修了後に回収したアンケートにおいても，本セミナーにおいて日英米三か国の制
度を取り上げた点やスリランカで導入間近の公判前整理手続をテーマとした点が有意
義であった旨のコメントが多く寄せられた。また，講義だけではなく，寸劇形式によ
る説明及びパネル・ディスカッションの実施など様々な形式を用いて本セミナーが実
施されたことについても好意的な意見が寄せられた。

５　おわりに

スリランカの刑事訴訟遅延は様々な要因が複雑に絡み合って生じているものであって
その解消は容易ではないが，遅延が少しでも解消されるよう，より充実した研修を実施
すべく担当者一同努力してまいりたい。

最後に，本セミナーにご協力いただいたスリランカ側及び日本側の関係者の皆様に心
より御礼申し上げたい。

【最終日の記念写真の様子】



126

別添

２０２１年８月スリランカオンラインセミナー日程表

8/10
（火）

10：00（スリランカ） 12：00 13：30 15：30 15：45－17：00

13：30（日本） 15：30 17：00 19：00 19：15－20：30

導入

（ 自己紹介，本セミナーの趣
旨説明，スリランカの公判
前整理手続の立法に関する
質疑応答）

休憩

プレゼンテーション

「 日本における 
訴追裁量・起訴基準」 休憩

プレゼンテーション

「 日本における 
刑事訴訟遅延防止策」

ＪＩＣＡ，ＩＣＤ， 
スリランカ側参加者 ＩＣＤ及川教官・河野教官 ＩＣＤ曽我教官

8/11
（水）

10：00（スリランカ） 12：00 13：30 15：30 15：45－17：00

13：30（日本） 15：30 17：00 19：00 19：15－20：30

プレゼンテーション・ディス
カッション

「 アメリカにおける 
公判前整理手続の概要 
～連邦及び州の各手続～」

休憩

プレゼンテーション・ディス
カッション

「 アメリカにおける 
訴追裁量・起訴基準」

休憩

パネルディスカッション

「 スリランカにおける 
訴追裁量・起訴基準」

米国国際開発庁 
司法プロジェクト 
スリランカチーフ 
エメリー　アドラディオ氏

ファシリテーター　森永所長

エメリー　アドラディオ氏

ファシリテーター　森永所長

ファシリテーター　森永所長

パネリスト： 
高等裁判所裁判官， 
治安判事裁判所裁判官， 
検察官，弁護士（スリランカ）

エメリー　アドラディオ氏

8/12
（木）

10：00（スリランカ） 12：00 13：30 15：30 15：45－17：00

13：30（日本） 15：30 17：00 19：00 19：15－20：30

プレゼンテーション

「 日本における 
公判前整理手続の運用」

休憩

プレゼンテーション動画上映

「 イギリスにおける 
刑事司法制度の遅延解消」

休憩

パネルディスカッション

「 スリランカにおける 
公判前整理手続とその他の
刑事訴訟遅延防止策」

ＩＣＤ曽我教官・尾田教官 英国バリスタ 
ジャニス　ブレナン氏

ファシリテーター　森永所長

パネリスト： 
高等裁判所裁判官，検察官，
弁護士（スリランカ）

8/13
（金）

10：00（スリランカ） 12：00 13：30 15：30 15：45－17：00

13：30（日本） 15：30 17：00 19：00 19：15－20：30

プレゼンテーション

「 捜査段階の弁護活動と 
公判前整理手続～訴訟遅延
防止の観点から～」 休憩

ディスカッション

「 スリランカにおける 
刑事訴訟遅延の分析と 
実現可能な解消策」 休憩

セミナーの振り返り

原　琢己弁護士
ファシリテーター　森永所長

スリランカ側参加者， 
ＩＣＤ，ＪＩＣＡ

スリランカ側参加者， 
ＩＣＤ，ＪＩＣＡ
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【対外研修】

インターンシップ実施報告 

～法整備支援の未来を担う若者たち～

国際協力部教官　
伊　藤　みずき

第１　はじめに

人事院が主催する「霞が関インターンシップ」及び法務省が主催する「法務省インター
ンシップ」について，当部が受入れ先の一つとなり，本年８月３０日から９月１０日にか
けてそれぞれ実施した。

これらのインターンシップは，主に，行政の現場を体験することなどを通じて，行政へ
の理解を深めてもらい，公務の魅力を伝えることを目的とするもので，「霞が関インター
ンシップ」は，公共政策大学院及び法科大学院の学生を，「法務省インターンシップ」
は，大学の学部生を対象に実施している。

新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった昨年度を除き，例年，当部におけ
るインターンシップでは，法整備支援対象国の関係者を招へいして日本国内で数日間にわ
たって実施される本邦研修をインターン生が傍聴し，支援対象国の法制度や運用にどのよ
うな問題があるかを検討することなどを内容とするものであったが，今年度においては，
支援対象国の関係者が来日する形式での本邦研修を実施することは不可能であったため，
例年とは違う形式でのプログラムを企画した。その概要を以下ご紹介する。

第２　概要

１　日程
霞が関インターンシップ
　令和３年８月３０日から同年９月３日
法務省インターンシップ
　同月６日から同月１０日

２　実施方法
全日オンライン（ＺＯＯＭ）実施

３　インターン生
霞が関インターンシップ
　法科大学院生５名，公共政策大学院生１名
法務省インターンシップ
　大学生６名

４　当部担当者
及川裕美教官，中埜征悟統括国際専門官，山田寛子主任国際専門官，当職
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５　内容1

⑴　講話，講義
国際協力部長講話，国連アジア極東犯罪防止研修所（ＵＮＡＦＥＩ）所長講話，

当部副部長による講義（ラオスにおける法整備支援，長期派遣専門家の業務）のほ
か，当部教官による法整備支援概要，法整備支援各論（カンボジア，スリランカ
等）等の講義を実施した。これらの講義により，法整備支援に関する基本的な理解
を深めた上，下記に述べるような実際のセミナー等の活動を傍聴したり，プロジェ
クト立案の課題に取り組むなどし，法整備支援の現場をより深く理解してもらうよ
うにした。

⑵　研修等の傍聴
霞が関インターンシップにおいては，オンラインで実施されたインドネシアのセ

ミナーを傍聴した。同セミナーは，ＪＩＣＡ（国際協力機構）の ｢ビジネス環境改
善のための知的財産権保護・法的整合性向上プロジェクト｣ の活動の一環として実
施され，日本における法令の整合性確保のための方策をテーマとして，法務省民事
局参事官による講義のビデオを視聴した後，質疑応答が行われた。

法務省インターンシップにおいては，ラオス国立司法研修所（ＮＩＪ）と当部が
実施したオンラインセミナーの一部を傍聴した。テーマは刑法の「未遂犯」であ
り，ラオスにおける未遂犯の処罰根拠について議論がされた。

加えて，法務省インターンシップでは，ウズベキスタンの検察官と当部教官との
座談会を傍聴した。座談会では，両国の検察制度を相互に紹介し，日本の人事訴訟
における検察官の役割等に関し，当部教官がウズベキスタン側の質問に回答するな
どした。

必ずしも全てのインターン生が法的知識を有しているわけではなく，傍聴した内
容の全てを理解することは困難であったと思われるが，複数の国との活動の現場に
触れてもらうことができたのは，オンラインならではの利点であった。

⑶　インタビュー
いずれのインターンシップでも，インターン生による当部教官へのインタビュー

を実施し，当職ら担当教官（いずれも検察官出身教官）のほか，裁判官出身教官や
民事局出身教官が参加した。入省，任官した経緯や，当部教官となった経緯や教官
のやりがいなど，インターン生からは様々な質問が出された。

また，霞が関インターンシップでは，インドネシアの長期専門家である廣田桂専
門家にご協力いただき，廣田専門家に対するインタビューをオンラインで実施し
た。インターン生からは，法整備支援に携わるためのキャリア形成，長期専門家と
してのやりがいに関する質問のほか，検察官出身者が法整備支援に関わることの利
点や，インドネシアのカウンターパート等から日本の法整備支援がどのように捉え

1  霞が関インターンシップ及び法務省インターンシップは，それぞれ５日間，別個に実施したものであるが，カリキュ
ラムについては共通するところが多いため，まとめて記載する。
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られているかなどについて，多くの質問が出され，インターン生の法整備支援や長
期専門家の業務への関心の高さがうかがえた。インタビューでは，インドネシア語
でコミュニケーションを取り，カウンターパートとの良好な関係を築きながら活動
を進めている廣田専門家ならではの視点や経験談が共有され，インターン生にとっ
て非常に有意義であったようである。

これらのインタビューについて，インターン生からは，国際貢献などのキャリア
を考える上でイメージが明確になり，勉強するモチベーションが上がったなどとい
う声が聞かれた。

⑷　課題
「Ｋ国」というカンボジアを題材にした架空の国から，裁判官の人材育成のため

の支援を要請されたと想定し，具体的なプロジェクトの立案をすることを課題とし
た。

現在，カンボジアにおけるＪＩＣＡの法整備支援プロジェクトに関し，現行プロ
ジェクト終了後の次期プロジェクトについて検討がされているところであり，当部
でも，カンボジアの法曹関係者等にインタビューを実施するなどして検討を行って
いる。そこで，インターン生にも，我々教官が日々行っている業務を体験してもら
うべく，プロジェクトの立案を課題とすることとした。

まず，教官において，プロジェクトの計画・立案に関し，ＰＣＭ手法2を使った
プロジェクト立案の仕方について講義を実施し，ＰＣＭ手法で用いられるプロジェ
クト概要表（ＰＤＭ3）などについて基本的な知識を提供した。

また，プロジェクトの立案のための前提資料として，「Ｋ国」の概況と，「Ｋ国」
内の法曹関係者等のインタビュー結果を提供した。

なお，霞が関インターンシップでは，日本で法学を学んだ経験のあるカンボジア
の元留学生，法務省インターンシップでは，カンボジアの現役の裁判官に対しての
インタビュー4をそれぞれインターン生に傍聴してもらい，そこで得られた情報に
ついても，「Ｋ国」のプロジェクト立案の参考にしても良いこととした。

インターン生は，これらの知識と情報を前提に，「Ｋ国」の支援要請に応じたプ
ロジェクトを立案し，最終日に一人ずつ立案したプロジェクトの概要及び立案の経
緯について発表した。

霞が関インターンシップ及び法務省インターンシップいずれにおいても，イン
ターン生の発表は，非常によく検討され，それぞれの個性あふれる素晴らしいもの
であった。

問題を分析し，その解決手段を分析するなどしてプロジェクトを立案するＰＣＭ
手法について，短時間の講義で限られた情報しか提供できなかったにもかかわら

2  Project Cycle Management の略で，開発援助プロジェクトで広く使われているプロジェクト立案手法をいう。
3  Project Design Matrix の略。ＰＣＭ手法では，ＰＤＭを用いてプロジェクトを運営管理する。
4  カンボジアにおける課題を検討することを目的に，ＪＩＣＡと当部が共同して実施している活動である。
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ず，インターン生は，その基本的考え方を十分に理解してその手法に従って詳細に
検討し，その検討過程についてもパワーポイント等を駆使して分かりやすく発表を
行った。

「Ｋ国」の裁判官の人材育成のため，裁判官を養成する教育機関の教育改善をプ
ロジェクトの中心にする案や，大学の法学教育に課題を見出してその改善をプロ
ジェクトの中心とする案など，それぞれの独自の視点に沿った様々な案が出され
た。中には，そもそも法整備支援の目的は何かという問いを独自に立てて深い考察
をしたインターン生や，立案したプロジェクトについてＤＡＣ評価項目5の視点に
沿って説得的に説明したインターン生など，多角的な視点を持ち，極めてレベルの

5  経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の開発援助委員会（ＤＡＣ）がＯＤＡ評価の基本として提唱している項目。妥当性，
整合性，有効性，インパクト，効率性，持続性がある。

【法務省インターンシップでのインターン生の発表の様子】

【霞が関インターンシップでのインターン生の発表の様子】
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高い発表をしたインターン生も多かった。
また，それぞれの発表の際には，互いに質問やコメントをし合うことで，新たな

視点や問題点を相互に提供し，インターン生同士で議論を深めた。

第３　所感

カリキュラムを策定した当時，当部が例年実施していたような，海外から来日した支援
対象国の関係者と直接触れ合いながら，現場の業務を体験することができるインターン
シップを提供することが叶わず，当部の施設に来てもらうことすらできずに全面オンライ
ンによる実施となったことで，インターン生のモチベーションは低下するかもしれず，法
整備支援の魅力を十分に感じてもらうことは難しいのではないかと危惧していた。

しかし，インターン生は，それぞれ法整備支援に強い関心を持ち，熱意を持って多くを
吸収しようと積極的に取り組み，前記のとおり，講義内容をよく理解した上で自分なりの
考察を加えながらプロジェクト立案をし，素晴らしい発表をしてくれた。当職は，イン
ターン生の優秀さと熱意に驚き，感銘を受けるとともに，モチベーションが低下するだろ
うなどと勝手な心配をしていたことを大変反省させられた。

インターン生の中には，将来法整備支援に携わりたいという強い意欲を持っている方も
少なからずおり，大学で法整備支援を勉強したことや，元長期専門家の講演を聞いたこと
などがきっかけで法整備支援に興味を抱くようになったとのことであった。法整備支援の
関係者の日々の努力によって，法整備支援の未来を担おうとする若者が増え，確実に法整
備支援の裾野が広がっていることを実感した。

今回インターンシップを通じてこのような若者たちの存在を知ることができ，「法整備
支援の未来は明るい」ということを強く感じた。

インターンシップ終了後，インターン生からは，「充実したカリキュラムで法整備支援
についてより深く知ることができ，魅力を感じた。」などといった感想が寄せられた。

このインターンシップにご協力いただいた全ての皆様に，この場を借りて感謝を申し上
げたい。

また，インターン生にとってインターンシップが有意義なものになったとすれば，全員
が熱意を持って主体的に取り組んだインターン生自身の貢献があったからこそである。イ
ンターン生１２名に，お礼を申し上げたい。
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【講義・講演】

２０２１年８月から同年１０月までの間に，当部の教官等が行った講義・講演は下記の
とおりです。

記

大阪大学法科大学院における講義
日　時：２０２１年１０月２１日（木）
場　所：大阪大学法科大学院
対　象：法科大学院生
テーマ：リーガル・プロフェッションの最先端
教　官：国際協力部教官　伊藤みずき

国際専門官　岡田　泰弘
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【研修等実施履歴】

２０２１年８月から同年１０月までの間に，当部等が実施した研修等は下記のとおりで
す。

研修の詳細等についてお知りになりたい方は，当部まで御連絡ください。

記

１　オンラインセミナー

⑴　スリランカ
日　時　２０２１年８月１０日（火）から同月１３日（金）
テーマ　刑事司法実務改善～刑事訴訟の遅延解消に向けて～
担　当　国際協力部教官　曽我学，及川裕美，河野龍三，尾田いずみ
　　　　国際専門官　原島隆寛，德井靖士

⑵　カンボジア
日　時　２０２１年８月２６日（木）
テーマ　貸金返還請求権の成立要件
担　当　国際協力部教官　及川裕美，伊藤みずき，黒木宏太
　　　　国際専門官　山田寛子，原島隆寛

⑶　インドネシア
日　時　２０２１年９月１日（水）
テーマ　法令の整合性確保のための方策
担　当　国際協力部教官　庄地美菜子，及川裕美，西尾信員，黒木宏太
　　　　国際専門官　山田寛子，北野月湖

⑷　ラオス
日　時　２０２１年９月７日（火）
テーマ　未遂犯／量刑
担　当　国際協力部教官　黒木宏太，矢尾板隼，尾田いずみ
　　　　国際専門官　原島隆寛，德井靖士

⑸　ネパール
日　時　２０２１年９月１４日（火）
テーマ　国際私法／不法行為
担　当　国際協力部教官　曽我学，矢尾板隼，尾田いずみ

国際専門官　岡田　泰弘
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　　　　国際協力部調査員　石﨑明人
　　　　国際専門官　山田寛子，德井靖士

⑹　東ティモール
日　時　２０２１年９月２８日（火）
テーマ　市民登録法
担　当　国際協力部教官　曽我学，川野麻衣子
　　　　国際専門官　德井靖士

⑺　モンゴル
日　時　２０２１年１０月８日（金）
テーマ　日・モンゴルにおける刑事司法制度の比較
担　当　国際協力部教官　河野龍三，伊藤みずき
　　　　国際専門官　北野月湖

⑻　ウズベキスタン
日　時　２０２１年１０月２７日（水）
テーマ　交番システム
担　当　国際協力部教官　庄地美菜子，及川裕美，黒木宏太
　　　　国際専門官　岡田泰弘，北野月湖

２　シンポジウム

⑴　第１回法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラム（Ｃｏｌ－ＹＦ）
日　時　２０２１年１０月９日（土）及び同月１０日（日）
場　所　東京国際フォーラム
形　式　ハイブリッド方式（来場参加・オンライン参加の併用）
テーマ　多様性と包摂性のある社会に向けた若者の役割
　　　　　①成年年齢に達することと社会への参画
　　　　　②コロナ後の犯罪防止・刑事司法
担　当　国際協力部教官　庄地美菜子，伊藤みずき，黒木宏太
　　　　国際専門官　岡田泰弘，山田寛子

⑵　国際知財司法シンポジウム（ＪＳＩＰ）２０２１（法務省パート）
日　時　２０２１年１０月２１日（木）
場　所　弁護士会館講堂「クレオ」
形　式　ハイブリッド方式（来場参加・オンライン参加の併用）
テーマ　①商標権侵害に関する民事訴訟
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　　　　②模倣品に対する行政上のエンフォースメント
担　当　国際協力部教官　曽我学，西尾信員，黒木宏太，矢尾板隼
　　　　国際専門官　山田寛子

３　その他

⑴　霞が関インターンシップ
日　時　２０２１年８月３０日（月）から同年９月３日（金）
形　式　Ｗｅｂ会議システムを利用してオンライン実施
担　当　国際協力部教官　及川裕美，伊藤みずき
　　　　統括国際専門官　中埜征悟
　　　　国際専門官　山田寛子

⑵　法務省インターンシップ
日　時　２０２１年９月６日（月）から同月１０日（金）
形　式　Ｗｅｂ会議システムを利用してオンライン実施
担　当　国際協力部教官　及川裕美，伊藤みずき
　　　　統括国際専門官　中埜征悟
　　　　国際専門官　山田寛子
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業務調整専門家の眼

ミャンマー法整備支援に関わって

［ミャンマー］法・司法制度整備支援プロジェクト（フェーズ２）　
前業務調整専門家　

黒　田　龍　二

１　はじめに

ミャンマー法・司法制度整備支援プロジェクトは２０１８年６月にフェーズ２が開始
しましたが，私は，２０１９年１２月から２０２１年３月まで業務調整専門家として
ミャンマーに対する法整備支援に従事しました。プロジェクトの「業務調整」の仕事
は，予算管理や関係者との連絡・調整や必要な物資の調達等，裏方的な業務が中心で
す。

本稿では，現場で業務を進める上で留意したことや，工夫したこと，感じたこと等を
挿話的に紹介することで，本稿を読まれた方がミャンマーの法整備支援プロジェクトに
ついて少しでも興味を持ってくだされば幸いです。

なお，本稿中，意見にわたる部分は，当方の私見です。

２　スーパー・プロジェクト・セクレタリー

プロジェクトでは，ミャンマーにとって新しい知的財産法や調停等の制度の導入に向
けての検討や準備を支援していましたが，スケジュールが急に決まり物事が動き出すこ
とがあります。

プロジェクトが支援をして，最初は地域を限定して試行的に導入された裁判所ベース
の調停制度については，利用者からの好意的な評価が多く，２０２１年３月にヤンゴ
ン，マンダレーといった大都市圏に対象地域を拡大することを最高裁判所が決定しまし
た。これに伴い最高裁は，調停人の研修及び必要な機材の供与についてＪＩＣＡに対し
て支援を要望しました。その後のミャンマー全土への展開も見据えた計画であり，プロ
ジェクトの成果を発展的に普及させていく形となることから，日本側にとっては朗報で
すので支援を進めることにしました。供与物品として要望があったのは調停人室のデス
クや椅子などの什器，パソコン，空調機等の調達で，２０２１年２月第４週までに全て
を揃えたいとして納品期限も指定されました。

最高裁側は，こちらからの物品供与の可否や納品時期の返事の確認を急いでいる様子
です。こちらとしても早く返事をしたい気持ちはあるものの，一定金額以上の調達はネ
ピドーのプロジェクト内の判断だけでは決められず，ヤンゴンにあるＪＩＣＡ事務所の
調達手続きを通す決まりになっていて，手続きに要する日数等を確認したり，製品の仕
様や型番，見積価格，数量を絞り込んだ上で，業者に納期を事務所を通じて照会したり
する必要があります。まずいろいろ調べて調整してからでないと物事を決められない状
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況というのは日本人的な仕事の場面では致し方ないのかもしれませんが，説明の仕方に
よっては否定的なニュアンスのメッセージとしてミャンマー側に受け止められてしまう
ことが懸念されます。そうならないように手続きを含めた細々としたこちら側の事情の
説明を織り交ぜながら，うまく最高裁との連絡・調整を進める必要があります。

この時もそうでしたが，このような場合，プロジェクト・オフィスのミャンマー人ス
タッフのウェイ（Ｍｓ．Ｗａｉ）さんに最高裁に対する説明をしてもらうとスムーズに
事が運びます。我々と毎日同じ場所で働いているとはいえ，やはりミャンマー人と日本
人では習慣や考え方は異なります。最高裁の担当課長代理は流暢な英語を話しますが，
日本人が前面に出て英語であれやこれや説明すると角が立ってかえってうまくいかない
こともあるだろうと考え，私はあえて一歩下がって後ろで控えることが多かったように
思います。ウェイさんは，以前，日系企業に勤めていた経験もあり，日本人的な考え方
やＪＩＣＡ側の事情をよく理解しているので頼りになります。

最高裁のリクエストの件では，調停人室の什器，パソコン等の調達の手続きはすぐに
開始したものの，空調機については調達を進めるのに情報が不足していました。そこ
で，支援対象となるヤンゴン調停センター，ヤンゴン高裁，マンダレー高裁に設置され
る予定の計１１の調停室について，それぞれの部屋の容積，アンペア容量，空調機の設
置方法，配管の長さ等をウェイさんに各所のエンジニアと何度も連絡を取って確認して

プロジェクト・オフィス内の様子（右から２人目がウェイさん，左端は筆者）
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もらい，ようやく調達手続きに取り掛かることができました。
ウェイさんは，てきぱきと仕事をこなし，先読み能力も高く，プロジェクト・オフィ

スの中では日本人専門家の誰もが頼りにする存在です。仕事がなく手持無沙汰になると
仕事をしたくてじっとしていられないタイプです。雇用契約を更新する際に肩書を
“Project Staff”から“Project Secretary”に変更したいという要望がウェイさんからあ
り，チーフアドバイザーの岩井専門家とも相談のうえ，変更することにしました。最高
裁や連邦法務長官府との関係で“Secretary”という言葉の方がより気品があるという
か，重みがあるということが理由のようです。仕事ぶりが素晴らしいので“Super-Project 

Secretary”にしてはどうかとウェイさんに提案してみましたが，笑って一蹴されてしま
いました。しかし，日本人専門家は，彼女の Super な業務遂行に頭が上がりません。

３　新しい目標に向かって

プロジェクトの活動は，最高裁，連邦法務長官府のそれぞれに設置されるワーキン
グ・グループ（ＷＧ），ワーキング・コミッティー（ＷＣ）に分かれて行われます。そ
れぞれ契約審査，裁判官研修，知的財産，調停等のテーマについて３つのＷＣと４つの
ＷＧがあります。ＷＧ，ＷＣ毎に日本人専門家との打合せ，協議等が行われます。会議
のスケジュールや研修テーマの検討，必要な資料の準備等についてはミャンマー側との
連絡・調整をナンさん（Ｍｓ．Ｎａｎｇ）という別のミャンマー人スタッフが担当して
いました。法制度など内容面にも関わるミャンマー側とのコミュニケーションを担う重
要な業務です。

私がミャンマーに赴任して半年近くが過ぎ，仕事に慣れてきた２０２０年の６月頃，
ナンさんからプロジェクトの仕事を辞めたいと相談を受けました。話を聞くとミャン
マー人の友人と一緒に教育関係のＮＧＯを立ち上げたいとの希望を持っていることが分
かりました。高校を卒業した若者向けに進路相談や研修・教育のサービスを提供するこ
とを考えているようです。その友人が数か月後に海外ドナー向けのプレゼンテーション
をする予定があり，その準備を進めている友人を手伝うことに専念したいことが退職の
理由と説明を受けました。ナンさんは，穏やかな性格で，受け答えや応対がとても丁寧
である一方，しっかりした自分の考えを内に秘めているような印象を受けるスタッフで
す。ナンさんの出身地は，青い海と白い砂浜が広がるミャンマー随一のビーチリゾート
と言われるミャンマー西部ラカイン州のガパリです。ご両親は，郷里のガパリで学校の
教師の仕事をされているとも聞きました。仏教徒の多いミャンマーにおいては，一般的
に否定的なことを相手に対してはっきり言うことは憚れる雰囲気があるようにも感じて
いましたので，もしかすると，担当業務について悩みを抱えていたり，職場環境に何か
問題があったりするのではないかとも思ってじっくり話を聞きましたが，私の思い過ご
しでした。今の職場に不満があるわけではなく，新しい目標に向かって挑戦したいとい
う意思は固く，引き留めるのは難しいと感じました。岩井チーフをはじめ日本人専門家
全員と相談して，後任者への引継ぎの完了を目途にナンさんは退職することになりまし
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た。

４　「お父さんです！」

ナンさんが退職を表明した日から１か月以内にナンさんの後任を探さなくてはなりま
せん。私としてもミャンマーで新たなスタッフを採用するのは初めてだったため，募集
方法についていろいろと検討した結果，人材派遣会社１社からの候補者の紹介サービス
とＵＮＤＰ（国連開発計画）が運営するインターネット掲示板を利用することにしまし
た。人材の募集をかけると総勢約４０名の応募・推薦がありました。送られてきた履歴
書をひとつひとつ丁寧にチェックして職歴などから候補者を８名に絞り込み，候補者そ
れぞれにネピドーまで来てもらい簡単なペーパーテストと日本人専門家全員での面接を
行いました。結果は，我々の想定していた採用基準を満たす候補者がその８名からは見
当たらず，採用手続は振り出しに戻ってしまいます。どうしたものかと岩井チーフに相
談し，今回の試験・面接の対象とならなかった候補者の履歴書を再チェックして数名を
選んであらためて試験と面接を行いました。

７月１日にある一人の候補者の面接を行うことになりました。彼は，学部の専攻がコ
ンピュータ・サイエンスであり，直近の職務経験もコンピュータ関係であったため，当
初の候補者リストから外れていました。彼は，ヤンゴンに在住していて，面接のために
高速バスに乗ってネピドーまで来てくれました。ちなみにヤンゴンからネピドーまで
は，約４００ｋｍ離れています。面接後は同じ日の深夜高速バスで家族のいるヤンゴン
へ戻らなければならないとのことです。ペーパーテストや面接の結果，彼は，英語能力
とコミュニケーション能力が非常に高く，面接終了後，「ナンさんの後任者は彼が最適
任者だ。彼を採用しよう。」と日本人専門家４名全員の意見が一致しました。彼の名前
は，トウさん（Ｍｒ．Ｔｏｗ）。我々はすぐに彼の獲得に動きます。こういう時は，ス
ピードが大事です。彼の携帯電話に連絡を取り，もう一度会って話ができるかと訊く
と，トウさんは既に高速バスの出発ターミナルがある方面に向かっていて，予約したバ
スの出発時刻までの数時間なら空いているとの返事です。バスターミナルから車で行け
ばさほど遠くないホテルのレストランで会う約束をし，日本人専門家全員で向かいまし
た。既に日は暮れていて，ホテルのレストランの電球色の照明と蝋燭の橙色の光に照ら
されたテーブルで軽食を取りながらトウさんとなごやかに会話が進みます。採用された
場合それを受ける意思があるか否かをあらためて確認し，オフィスを出る前に急いで
作った採用条件の紙を手渡して説明します。彼には他の応募先からのオファーももらっ
ていたようですが，この時の面談で彼はプロジェクト・オフィスに来ることを即決しま
した。

７月１１日，ネピドーのタイ料理レストランでナンさんの送別会兼トウさんの歓迎会
を執り行いました。ナンさんは皆に惜しまれつつ，プロジェクト・オフィスを後にしま
した。一方のトウさんは，ミャンマーのツアーガイドの経験があり，片言の日本語がほ
んの少ししゃべれます。歓迎会での彼は，面接の時の真面目なイメージを突き破る，ま
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るで駆け出しの芸人のような明るい雰囲気と大きな声で「私は，トウさんです！あなた
のお父さんです！」とジョークを繰り返し話し，ガハハと笑っています。「強者がプロ
ジェクト・オフィスに来た」，そう思いました。今では，「お父さん」は，ＷＧ，ＷＣの
担当スタッフとしてなくてはならない存在となり，大いに活躍しています。

新旧プロジェクト・スタッフの歓送迎会での記念撮影

５　フローリング　ＶＳ　タイル・カーペット論争

「某国の某ＪＩＣＡプロジェクトで小火が発生した」という注意喚起のお知らせが私
のＥメール受信箱に飛び込んできました。そのプロジェクトでは，プロジェクト・オ
フィス内の電気配線コードから出火し，その周りに置いてあった物に火が燃え移ったと
のこと。幸い大事には至らなかったそうです。

早速，防火・耐火の対策という観点で我々のプロジェクト・オフィスの内装や配線を
見直したところ，長年の使用でかなり傷んだ床のカーペットを難燃性の素材を使ったタ
イル・カーペットに替えた方がよいだろうという話しになりました。電気配線コードに
ついても接続する機器をリストアップし，機器ごとの最大消費電力を確認してから，配
線をやり直しました。

「タイル・カーペットは敷かずにフローリングにしてはどうですか？連邦法務長官府
の他の部署のようにサンダルを脱いでオフィスの中に入ることができるようになるとい
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いと思います。」とプロジェクト・スタッフから意見が出ました。
このサンダルとは外履き用でミャンマーでは「パナ」と呼ばれ，伝統衣装をまとうと

きに履きます。日本人の感覚では「オフィス内は土足」が一般的ですが，ミャンマーで
は外履き用のサンダルは脱いで素足で室内に入るスタイルとしているオフィスが多くあ
ります。連邦法務長官府の各部署の入口の前には，職員達が部屋の中へ入るときに脱い
だ黒色，青色，赤色等の様々な色とデザインの付いたサンダルがきれいに並べてありま
す。職員達は皆，室内では素足のまま仕事をしています。ネピドーは，１０月から３月
頃にかけて乾季が訪れ，気温が摂氏３０度以上の猛暑日が続き，摂氏４０度に達する日
もあります。フローリングに素足だとひんやりとして確かに気持ちいいのです。

「フローリング　ＶＳ　タイル・カーペット論争」については，結局，タイル・カー
ペットを敷くことで決着したのですが，プロジェクト・スタッフの意見も一部取り入れ
て室内は土足禁止とする「和緬折衷方式」を採用しました。しかし，今度は，カーペッ
トの上を素足で歩くことには違和感があるという意見が日本人専門家から出て，履くか
履かないかは各個人が自由に決めて構わないというルールで室内用のスリッパを用意し
ました。この「和緬折衷方式」は，ミーティングのためにプロジェクト・オフィスを訪

連邦法務長官府の事務次官との記念撮影 

伝統衣装のロンジーとタイポンを着用する日本人専門家たち 

法曹のイメージカラーは，「黒」
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れる連邦法務長官府の職員達にはそれなりに好評でした。もちろん，トウさんとウェイ
さんも嬉しそうな様子でした。

ところで，ミャンマー，特にネピドーで働くＪＩＣＡ専門家のほぼ全員が「パナ」を
履き，服装もミャンマー人の人々と同じように「ロンジー」と呼ばれる民族衣装の腰巻
布と上着の「タイポン」を着用して仕事をしています。「ロンジー」は，履いてみると
足回りがとても涼しく，ミャンマーの風土と生活様式に合っています。上着のタイポン
は，職業や所属する機関ごとに独自の色の決まりがあって，法曹関係者は黒色のものを
着用することになっています。私がミャンマーに赴任し，ネピドー入りして最初にした
仕事はスーパーに行って伝統衣装を一式購入し，それに着替えてとりあえず外見だけは
ミャンマー人になりきることでした。着替えた後すぐに私の前任者に連れられて，カウ
ンターパート機関の関係者のところへ挨拶に行きましたが，行く先々で「あら，あなた
も早速ロンジーを履いたのね」等と言われ，すぐに打ち解けた雰囲気になりました。新
しいことを始める際に「まずは形から入る」という言葉がありますが，伝統衣装は効果
てきめんでした。

６　予想していなかった展開

２０２０年３月下旬，ＪＩＣＡ事務所から専門家に日本への避難一時帰国の指示が出
されました。ミャンマーにおいてもコロナ・ウィルスの感染拡大のおそれが強く，現地
の医療事情の悪化が懸念されたためです。２０２０年４月１３日の早朝，ネピドーに赴
任していたプロジェクトの日本人専門家たちは，前日のヤンゴン発ＡＮＡの深夜便で日
本へ帰国しました。早朝の成田空港第一ターミナルの手荷物受取場で荷物をカートに積
み終え，「それでは，また。お元気で。」と言ってお互いに軽く会釈をし，別れました。
それ以来，他のメンバーとはオンラインでは何度も顔を合わせましたが，直接会うこと
は叶わないまま私の任期は終わってしまいました。

避難一時帰国の指示が出た時は，しばらくミャンマーに戻れないだろうと予想はして
いました。しかし，結局，日本での避難一時帰国は予想以上に長引き，一年以上も続き
ました。２０２１年１月にようやく再赴任に向けてＪＩＣＡが本格的に準備を進めだし
た矢先に，ミャンマーでは軍事クーデターが発生し，再赴任どころかプロジェクトの活
動が実質的に停止する事態になろうとは，予想もしませんでした。

赴任して以来，このプロジェクトは，日本人，ミャンマー人ともにいいメンバーが
揃っている，だから，大きな成果を出せると確信に近い思いがあっただけに，このよう
な状況になってしまったことは，とても残念です。

７　コロナ・ウィルスの感染拡大

多くの日本人を途上国に派遣するＪＩＣＡとしては，日本人関係者の心身の健康と安
全の確保のために細心の注意を払っています。しかし，日本への避難一時帰国の話を伝
え聞いた時は，ミャンマーの感染状況はそこまで切迫したものではないのではないかと
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考えていました。日本では，新規感染者数が徐々に増え，２０２０年４月７日に７都道
府県に初めての緊急事態宣言が出されました。４月１２日には，同月の１日あたりの新
規感染者数としては最多となる７２０人を記録しています。他方，ミャンマーでは，３
月下旬に１日当たり２～３名の新規感染者が確認されましたが，４月に入ってからも多
くても２０名程度でした。ミャンマー政府は，感染者が出たホテルをロックダウン（営
業停止に）する等，感染拡大の防止のために強い措置を講じていました。こうしたこと
もあって，「ミャンマーは，コロナ・ウィルスの感染拡大をしっかり抑え込んでいる」
とか「ネピドーにいる方が日本へ戻るよりも安全」と思わせてしまう状況があったのか
もしれません。

コロナ・ウィルス感染のリスクを軽視していたわけではありません。私は２００３年
に発生した重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳコロナウィルス）の影響で，中華人民共和
国への自らの赴任スケジュールが４か月近く遅れるという経験をしました。ＳＡＲＳの
時は，３２か国の国や地域に感染が拡大しましたが，感染者の総数は約８０００人で１
年以内に終息が宣言されています。今回の新型コロナ・ウィルスは，感染者数の増加
ペースが速く，直感的に「ＳＡＲＳと違う，危ない。」と感じました。赴任地のネピ
ドーでは，医療機関のリソースが限られており，都市間の人の移動が制限される状況
下，ネピドーでコロナ感染症を発症し，重症化すれば命に関わる事態になりかねませ
ん。プロジェクトでは，ミャンマーでの感染が出始めた３月の時点でＪＩＣＡ事務所に
相談し，プロジェクトの専門家，スタッフ並びに研修等に参加するカウンターパート機
関の参加者に使用してもらうため，不織布マスクや消毒液を事業費で購入することを認
めてもらいました。市中では既に需要増を見越してマスクや消毒液の値段が上がり始め
ていました。カウンターパート機関の最高裁判所，連邦法務長官府も感染予防に気を
使っていて，政府のガイドラインに沿って会議室の席にアクリル板を設置したり，ス
タッフの来庁を見合わせるようプロジェクトに対して要請したりしていました。

８　軍事クーデターの発生

法・司法制度整備支援プロジェクト（フェーズ２）は，当初，２０２１年３月までの
２年１０か月を協力期間としてスタートしました。その後，２０２０年５月にプロジェ
クトの基本枠組みを定めるＲ／Ｄ（Record of Discussion）を変更し，２０２３年５月末
まで協力期間を延長しています。ＪＩＣＡの技術協力プロジェクトで行う人材育成支援
や技術移転は，相手国政府の協力なしに進めることはできません。政権が交替すると政
府の政策や方針の大幅な変更や政情の悪化等によりプロジェクトを継続することが困難
となったりすることがあります。このため，特に政情について不安定な要素があること
が懸念される国において，要請された協力期間を途中で区切って，協力開始から一定期
間が経過した後にプロジェクトを継続するかどうかを判断することがあります。本プロ
ジェクトもその対象のひとつと聞いていました。

２０２０年の時点では，特に大きな政情の悪化等はありませんでしたし，Ｒ／Ｄ変更
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後は，一時帰国した日本人専門家がオンラインでミャンマー側との打合せや会議をこな
し，人材育成の活動や様々な書籍作りも順調に進められていました。そして，２０２０
年１１月には，５年に一度のミャンマーの総選挙が行われ，アウン・サン・スー・チー
氏が率いる国民民主連盟（ＮＬＤ）が議会の過半数議席を獲得し，圧勝します。コロ
ナ・ウィルスの問題は残るものの，ミャンマー国内の政情に限っていうなら，政権与党
が圧勝したことで，これでプロジェクトの終了までは安泰だろうと思いました。総選挙
の結果について「不正があった」とする国軍側の主張と「選挙は公正に行われた」とす
るＮＬＤ側の主張は，対立していましたが，まさか軍事クーデターが起きるとは思いま
せんでした。その「まさか」が起きてしまいました。

２０２１年２月１日に国軍総司令官による国家非常事態宣言が出された後，もはや後
戻りできないというか，潮目が変わったと思った出来事が２つありました。

ひとつは，２月３日，拘束されたアウン・サン・スー・チー氏が無線機の違法輸入等
を理由に警察当局により追訴されたことです。日本においても技術基準に合致しない，
又は許可されていない使用周波数帯の送信が可能な外国規格の無線機の使用は，他の無
線局等の運用が妨害されるおそれがあり，違法となるケースがあるようです。しかし，
なぜこのタイミングで，このような微罪でスー・チー氏を追訴するのか。スー・チー氏
に前科をつけることによって，国軍が主張する再選挙から同氏を排除しようとする意図
があるのではとの疑念を禁じえませんでした。

もうひとつは，２月９日にネピドーで行われていた抗議デモに参加していた女性が銃
撃により亡くなったことです。犠牲者が出たかもしれないとプロジェクトのスタッフか
ら連絡があり，スタッフと共に情報を収集していました。インターネット上では「ゴム
弾が使われた」，「いや，実弾だ」等と様々な憶測が飛び交っていました。被害に遭った
女性は，頭部に銃撃を受けた際にヘルメットを着用していたにも関わらず，亡くなりま
した。ゴム弾にそこまでの威力はなく，インターネット上で映像も出回り，実弾が使わ
れたのは明らかでした。これ以降，軍事クーデターに対するデモ隊や市民による抗議運
動と国軍による実力行使による弾圧は，激しさを増していきました。

そんな中，ミャンマーに戻る機会がないまま，２０２１年３月末日をもって私は任期
を終えました。

９　おわりに

私は，２００３年以降，ＪＩＣＡ本部の案件管理担当者や他国のプロジェクトの業務
調整専門家の立場で知的財産，競争法，税務等の様々な法律関係のプロジェクトに係る
業務に従事してきました。ずいぶん以前のことになりますが，中国への赴任中に「民事
訴訟法・仲裁法改善プロジェクト」の案件発掘・形成の初期段階にＪＩＣＡ事務所で関
わりましたが，その後，法務省が協力する法整備支援プロジェクトには縁がなく，一度
中に入って仕事をしてみたいと以前から思っていました。また，ミャンマー経済構造調
整支援プロジェクトの日本側事務局担当者の一人として部会の運営業務を経験したこと
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があり，いつかまたミャンマーに貢献できる機会があればと思っていました。ミャン
マーの法整備支援に関わる機会を得て，私の２つの念願がかないました。

連邦法務長官府の本庁舎の研修室の片隅に英語で書かれた標語のプレートが壁に貼っ
てあります。“Legal profession is a noble profession”。私は，この言葉の由来を知りませ
んが，意訳すると「法曹とは崇高な職業である」となるでしょうか。「法律を取り扱う
者は常に公平を体現する勇気を持ち，ゆえにその使命は高貴であり，崇高である」とい
うのがこの文言についての私なりの理解と解釈です。プロジェクトの研修やセミナーで
は，ミャンマーの法曹を担う連邦法務長官府の検察官，最高裁の判事等の参加者が講師
の日本人専門家と真剣に議論し，熱心に学んでいます。その更なる高みを目指そうと意
気込むミャンマー側の参加者の様子を間近に見て，時に近寄りがたい雰囲気さえ感じる
ことがありました。私は，ミャンマーと日本との間の国境を越えた法曹同士の対話と切
磋琢磨に法整備支援の原点のようなものを垣間見たような気がします。そして，ミャン
マーと日本との間の法曹の交流と信頼関係は，エーヤワディー川の悠久の水の流れのよ
うにこれからも連綿と続いていくものと信じ，またそうなることを願っています。

最後になりますが，この機会を利用して，法務省，ＪＩＣＡ，在ミャンマー日本大使
館をはじめとする，私がミャンマーの法整備支援に在任中にお世話になった関係者の皆
様に，あらためて感謝，御礼申し上げます。
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専門官の眼

国際専門官の業務

法務総合研究所総務企画部国際事務部門　
国際専門官　北　野　月　湖

１　はじめに

“国際専門官”という肩書きを聞くとどのような仕事をしている人を想像されます
か？

私は，昨年度の４月に国際専門官になるまで，具体的にどのような仕事をしているの
かはよく分かっていませんでした。というより，恥ずかしながら全くその業務内容につ
いては知りませんでした。そこで，今回のＩＣＤ　ＮＥＷＳの「専門官の眼」を執筆す
るに当たって，国際専門官の業務内容とその特色に着目した記事を書かせていただきた
いと思います。

２　国際事務部門

まず初めに，国際専門官が所属する部署と私の経歴について簡単に御紹介します。
国際専門官は，法務省法務総合研究所総務企画部国際事務部門に所属しております。

この国際事務部門には，現在，法務局，矯正局，保護局，出入国在留管理庁，検察庁の
出身者が在籍しており，庶務，企画，経理，研修第一及び研修第二の五つの担当で構成
されております。今回フォーカスを当てる国際協力部に従事する国際専門官は，研修第
二担当に所属しております。

私は，２０２０年４月に国際事務部門庶務担当に配属となり，本年度から研修第二担
当の国際専門官として国際協力部に従事しております。以前は，東京地方検察庁で検察
事務官として勤務しておりました。元々外国語を使って仕事をしたいと思っていた私
は，国際分野の部署に異動希望を出し，ありがたいことにその希望が叶った結果，今に
至ります。

３　法整備支援とは

次に，国際協力部の業務について御説明いたします。
国際協力部は，法務省が国際協力の一環として，独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣ

Ａ）等の関係機関と協力して，アジア諸国に対する“法整備支援活動”を行っておりま
す。

ここでいきなり，“法整備支援活動”というかっこいい（？）単語を出しましたが，
私は国際専門官になるまで全く馴染みがありませんでした。しかし，国際協力部の業務
を語る上では“法整備支援活動”は欠かせませんので，ここで簡単に説明したいと思い
ます。
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先ほど，アジア諸国に対して法整備支援活動を行っているとお伝えしましたが，この
アジア諸国というのは，いわゆる開発途上国のことです。開発途上国では，法律の整備
やその運用が不十分であるという問題が生じています。そういった国々に対して，法律
（法令）を作るサポートであったり，法律の運用を改善するサポートを行っておりま
す。これらのサポートのことを法整備支援と呼んでいます。

法整備支援の具体的な内容としましては，①基本法令の起草支援，②制定された法令
が適正に運用・執行されるための制度の整備支援，③法律家等の人材育成支援の３つを
基本的な柱とし，これらの支援を実現するために，国際協力部はＪＩＣＡ等の関係機関
と協力して，支援対象国に対して，日本国内での研修の実施，現地セミナーへの講師の
派遣，現地へのアドバイザー型専門家の派遣等を行っております。

以上，簡単ではございますが，私ができる法整備支援の説明になります。法整備支援
についてイメージしていただけましたでしょうか。

４　国際専門官の業務

３の後半で記載した業務の中で，国際専門官が関わるものの一つとして“日本国内外
での研修の実施”が挙げられます。

国際協力部が行う研修は，支援対象国の立法関係者（裁判官，検察官，弁護士等）が
対象です。以前は，関係者を日本に招いたり，逆に日本側が現地に赴いたりしてセミ
ナーを行うこともありましたが，新型コロナウイルスの感染が拡大する中で，日本と外
国との間の往来は難しくなってしまいました。

そのため，コロナ禍である間の研修はオンラインでの開催を主として行っておりま
す。オンラインでセミナー等を開催する場合，国際専門官は，先方関係機関と連絡・調
整をしたり，オンラインで参加される方にセミナー招待メールを行ったり，セミナーを
記録したり，資料を共有したり，といった業務を行います。また，日本側で大学教授や
弁護士の先生等の外部講師を招いて講義をしていただく際にはその方の対応も必要とな
ります。

研修第二担当に配属された当時は，「色々な国に出張に行けるのかな。」というような
期待を持ってはいたのですが，新型コロナウイルスの感染拡大により世界の情勢が変化
する中で，現在のところ海外出張は行けていない状況です。

ただ，画面越しのコミュニケーションの力というものは想像より大きく，「研修は対
面で行わなければならない。」という私がかつて持っていた固定観念を覆すものでし
た。実際にやってみるとオンライン研修でもできることは多く，日本と何千キロも離れ
た場所にいる方々と交流ができるというのはすごいことだなと感じました。

しかし，私は，オンラインでの交流というものは対面でのコミュニケーションを「代
替」するツールではなく，あくまで対面のコミュニケーションの「一助」となるものだ
と考えています。やはり，直接会ってコミュニケーションをする，ということは他のど
の手段よりも強い意思疎通の方法であると思います。そのため，いつか海外出張ができ
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る日が来たら，それまでずっとオンラインで交流してきた方々と実際にお会いできる喜
びというものはひとしおだろうと思います。

５　印象深い出来事

個人的に印象的だった業務は，２０２１年８月にモンゴル国立法律研究所（ＮＬＩ）
と法務総合研究所の間で協力覚書（ＭＯＣ）を締結するセレモニーを開催したことで
す。

ＮＬＩとは，National Legal Institute の略称で，モンゴル法務・内務省の一機関とし
て，法案や法政策に関する研究，法律実務家等に対する研修，法情報の提供等を実施す
る機関です。

当初はモンゴルを訪問して対面でＭＯＣの締結を目指していましたが，新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響で対面での実施は叶わず，オンラインでの締結となりました。
国際協力部においてＭＯＣをオンラインで締結することは初めてのことであり，全てが
手探りの状況でした。

ＰＣは何台必要なのか，Wi-Fi ルーターは何台必要なのか，電波接続状況に問題はな
いか，最悪の場合，途中で接続状況が悪化して止まってしまったらどうするか，法務総
合研究所長がＭＯＣに署名される手元を撮影するにはどのようにカメラを配置するか，
どのようなレイアウトでモニターに投影するかなど，オンライン開催だからこそ生じる
問題を一つずつ解消していく必要がありました。

全てが初めてのことでしたので，混乱の連続でしたが，研修第二担当の統括を始め，
専門官の皆様に多大なご協力をいただいたおかげで，無事にセレモニーを終えることが
できました。この場を借りてお礼を申し上げます。

６　国際専門官の特色

外国語を使用する機会があること，出身庁で使用する法律以外の知識と触れ合えるこ
と，そして出身庁では出会えないような人たちと一緒に仕事ができること，以上の３つ
が国際専門官として働く上での特色だと感じています。

１つ目として，外国語を使用できることだというと，瞬間的に拒絶反応を示す方もお
られると思います。この専門官の眼のコーナーでは「英語は使えなくても問題はない。」
とよく記載されており，その記載には間違いはないと思いますが，逆に英語を使用した
いと思えばいくらでも使用するチャンスはあります。

英語でメールをやり取りしたり，翻訳ソフトでは足りない部分を自分で考えたりする
機会があることは私にとって嬉しく，楽しいですし，この部署ならではだと感じていま
す。

また，日本語と英語以外の外国語を使用できるというのも大変面白いですし，他の部
署だと経験できないことじゃないかと思います。

私は，最近，韓国語の勉強を始めたのですが，韓国との研修において，早速使用する
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機会があり，私のつたない韓国語でもかなりコミュニケーションを取ることができまし
た。簡単な言葉でも，間違いを恐れず，恥ずかしがらずに話してみるということが重要
だと感じました。あなたとあなたの国に興味がありますよ，という姿勢が伝わることが
大事なのかなぁと思ったりしています。さらに，私はポルトガル語を理解できるのです
が，ポルトガル語は東ティモールの公用語の一つなので，東ティモールの研修資料を見
たりすると結構理解できたりするのもなかなか面白いです。

日本語が理解できるだけで１億２０００万人とコミュニケーションができ，英語がで
きるとさらに１５億人と意思疎通ができます。それだけでもすごいと思いますが，違う
言語ができるともっと多くの人と交流ができると考えると，わくわくするのは私だけで
しょうか。

２つ目に，出身庁で使用する法律以外の知識と触れ合えることを挙げたいと思いま
す。私は検察庁出身であり，主に刑法と刑事訴訟法などを使用し仕事をしていました。

しかし，今では民法，行政法及び商法，そして法律そのものではありませんが犯罪白
書の起草支援をする研修を担当しています。全く管轄外であると思っていた法律や，今
まで触れたことのない知識を吸収できるというのは隠れた特色だと思います。

３つ目に，仕事内容だけではなく，出身庁では出会うことのなかった方々と一緒に仕
事ができるという点も私にとって貴重な経験だと感じています。私は，今まで検察庁以
外の組織の方とは仕事をしたことはありませんでした。しかし，先述したとおり，今ま
で出会ったことのない方と働くことはそれだけで刺激になりますし，様々な考え方を吸
収できる貴重な機会だと感じています。

７　おわりに

いかがでしたでしょうか。国際専門官の業務について，少しでも理解を深めていただ
ければ，嬉しいです。

国際事務部門は，都心から離れた場所にありますが，職員全員の顔と名前が分かる環
境で執務できることもその魅力の一つだと思います。

国際専門官の業務に興味を持たれた方は，是非，異動を希望してみてください。きっ
と忘れられない経験になると思います。
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各国プロジェクトオフィスから

各国プロジェクトオフィスから

ミャンマーミャンマー

カンボジアカンボジア

ラオス ベトナム

インドネシアインドネシア

ハノイ市では，７月下旬から続いていた社会隔離措置が９月下旬よ

り徐々に緩和され，長らく閑散としていた街にも，かつての賑わいが

戻りつつあります。一定の制限はあるものの，飲食店，スポーツ施

設，理容室，タクシーなどの営業が再開しております。改めてハノイ

にはこんなにも人がいたのかとびっくりするほど，道路にはバイクや

車がひしめき合っています。１１月６日には，ハノイ市初となる都市

鉄道（メトロ）２Ａ号線が１０年にわたる工期を経てようやく開業

し，私も早速乗車してきました。最初の１５日間は無料となってお

り，駅員さんから渡されるパスカードを自動改札にタッチして入場し

ます。ホームに上がると，多くの人が電車の前で記念写真を撮るなどしていて，久々に賑やかな光景を見

ることができました。

現在，ベトナム政府は，ウィズコロナを前提とした「ニューノーマル（新常態）」への移行を掲げてお

り，外国人観光客の受け入れ再開に向けたプランなども公表されつつあります。遅れていたワクチン接種

も急ピッチで進んでいます。一方で，コロナの新規感染者数（全国）は，１０月中旬には１日当たり３，

０００人程度まで減少していたものの，その後徐々に増加し，１１月６日現在で約７，５００人程度と

なっています。今後さらに緩和の方向に進むのか，再び制限が厳しくなるのかは全く読めず，活動の見通

しが立てにくいところですが，状況に応じて柔軟に対応していくしかないと思いますので，引き続きご協

力・ご支援をどうぞよろしくお願いします。

（ベトナム長期派遣専門家　渡部吉俊）

１０月になりカンボジアのコロナ感染状況は数か月前に比べてかな

り落ち着き始めました。２０２１年２月２０日より閉鎖されていた学

校での対面授業の再開や入国制限および隔離期間の緩和など，徐々に

ではありますが以前の日常に戻りつつあります。

カンボジアではコロナ予防ワクチン接種は６歳以上が対象となって

おり，人口の７６．５２％が既にワクチン接種を終えました。また

１８歳以上については接種率９９．８１％（対象人口１，０００万人）

と世界の他の国と比べてもかなり高い数字となっています。（クメー

ルタイムズ，２０２１年１０月２６日報道）

カンボジアでは，国民のほとんどがワクチン接種済みということもあり，多くのスーパーやレストラン

では入店時にワクチン接種証明書の提示を求められるようなりました。スーパーに入店する際には，ワク

チン接種証明書を提示し，検温を行い，手指の消毒を行い，行動履歴確認のためのＱＲコードの登録を

行って，やっと入店できるといった具合です。

コロナ前と比べると不自由なこともまだまだたくさんあるのですが，それでも本年４月に経験したロッ

クダウン時の状況よりはかなり改善されてきました。完全にコロナが終息したとは言い難い状況の中予断

は許しませんが，プロジェクトにおいても今できることに集中して活動を進めていきたいと思っています。

（カンボジア業務調整専門家　川口裕子）
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１１月に入り，早いもので私も派遣後１年が経過しました（２０２０

年１０月１７日派遣）。その間を振り返ると，派遣当初は，既にＣＯ

ＶＩＤ１９感染拡大は始まっていたものの，ラオスでは水際政策が功

を奏してか，日々の感染者はほとんど出ていませんでした。他国への

旅行や出張はできませんが，ラオス国内では，ほぼ自由に他県へ移動

もできるし，人が集まってワークショップやセミナーも行っていまし

た。私も２０２０年１１月～２０２１年３月までの間は，北部ウドム

サイ県で普及ワークショップ，ターラートやヴァンビエンでリトリー

ト，年末年始はルアンパバンへ旅行など，ラオス国内限りですが，動

き回っていました。

しかし，その後ラオスでも２０２１年４月下旬以降はロックダウン規制が延々と続いています。規制内

容は，感染者の増減状況により厳しくも緩くもなり，８月後半から９月前半頃は，だいぶ感染者も減り，

そろそろロックダウン解除かという空気も流れました。しかし，９月中旬に首都ビエンチャン内の工場で

クラスターが発生してからは，再び感染者数が激増し，１０月以降も強めのロックダウン規制（首相府令

と首都市長令）の延長がおおむね２週間単位で繰り返されている状況です。この投稿の直近の状況を見て

も，首都ビエンチャンの感染者数は，１１月１日は３４９名，２日は４２７名，３日は５２０名，４日は

５９１名，５日も４９１名となっており，レッドゾーンも多く，東京都の１４分の１程度の人口の首都ビ

エンチャンにおいては，どこに行っても感染リスクがある状況になっていると言えます。

こうした状況が続きますが，プロジェクトでは，オンラインミーティングの開催がだいぶ板についてき

たと思います。私の担当するグループの皆さんも，おおむね円滑にオンラインで会議に出席し，発言もほ

ぼ自在にしています。しかし，接続状況が悪いのか，なかなか出席確認ができないままフェードアウトし

てしまう人もいますし，こちらもオンラインですから，やはり細かな点での配慮という意味では対面にか

ないません。それぞれ長所も短所もあると思うので，状況に応じ，オンラインと対面の両方を駆使できる

ような状況を作っていければと思います。

（ラオス長期派遣専門家　前田佳行）
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本年１１月１８日付けで細井直彰専門家の後任者としてインドネシ

アに着任した西尾信員です。

平成２３年（２０１１年）１月に裁判官に任官してから，宮崎，米

国ペンシルベニア州フィラデルフィア（海外留学），尼崎及び東京で

勤務し，主に民事事件を担当してきました。最後の東京地裁では，最

初の２年間は民事通常部で右陪席を担当し，最後の１年間は知的財産

権専門部で左陪席を担当しました。

本来は，新プロジェクト「ビジネス環境改善のためのドラフターの

能力向上及び紛争解決機能強化プロジェクト」が開始した本年１０月

１日付けの赴任を予定していましたが，新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う手続遅延の影響によ

り，赴任が延期となりました。インドネシアを含むアジアの国を訪れるのは初めての経験ですが，ようや

くアパートも決まり，仕事に集中して取り組んでいくための環境が整ってきたところです。これから，欧

米とは異なるアジア特有のエスニックな雰囲気を楽しんでいきたいと思います。

今後は，前プロジェクトに引き続き，主として知財事件を担当する裁判官の能力向上を目指した活動を

進める予定です。皆様におかれましては，益々のご指導ご鞭撻を賜りますよう，よろしくお願い申し上げ

ます。

（インドネシア長期派遣専門家　西尾信員）

ミャンマープロジェクトは，引き続き専門家が再赴任できない状況

が続いていますが，業務調整担当の貝瀬香織さんが他国のプロジェク

トに移られるため，１０月末をもって本プロジェクトを離任されまし

た。小職と小松健太専門家及び現地スタッフの計５名で定期的に情報

交換し，現地情勢の情報収集やプロジェクトの維持管理に必要な会計

業務等を行っております。

１０月１１日，当プロジェクトが民政下のミャンマー連邦最高裁に

制度構築支援を行っていた民事調停制度を全国で実施するための改正

民事訴訟法が公布されました。現在ミャンマーでは連邦議会が機能し

ていませんので，国軍の掌握する国家行政評議委員会（State Administration Council）による法制化と

なっており，２０１６年の制度設計段階から携わっていたプロジェクトとしては全く想定していた形では

ありませんが，紛争解決の一手段として国民に広く受け入れられる制度になることを願っています。

ミャンマーでは新型コロナウィルスの感染状況はこの数か月で落ち着いており，人々の生活は普段に戻

りつつあります。ただ，全国的にガソリンや食料品が大幅な値上がりをしており，人々の暮らしは以前と

全く同じというわけにはいかないようです。

このような状況ですが，先日，プロジェクトスタッフの１人，スーさん（２０代・女性）から一時出家

をするため２週間の有給休暇を取得したいという申し出がありました。

上座部仏教徒の多いミャンマーでは，一生に一度ないしは数度，２週間ほど寺院に入って修行を行う一

時出家をする方がたくさんいます。人生において功徳を積む上で重要な行事で，女性では２０歳前後に出

家をする人が多いそうです。出家をする際には，家族と離れるのはもちろんですが，鶏肉や卵などの動物

性の食事は摂らず，金銭にも触れないようです。そして何より，頭髪を剃らなければなりません。

スーさんは黒髪のロングヘアーで，シャンプーやトリートメントにもこだわっている方なのですが，出

家の際に髪を剃るのは受け入れられるようです。切った長い髪は，寄付をすることでさらに功徳を積むよ

うです。

ミャンマーの街中や職場には，ベリーショートヘアの女性も多くおり，髪型を見れば，この方は一時出

家を終えたばかりなのだろうなと推測がつきます。

国民の多くが信心深いミャンマーでは，悪いことをすれば仏様が見ているという意識が根底にあり，

ミャンマーが比較的治安の良い国である一つの要因になっていると思います。

（ミャンマー長期派遣専門家　岩井具之）
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－編　集　後　記－

ＩＣＤ　ＮＥＷＳ第８９号を最後までお読みいただきまして，誠にありがとうございま
した。

本号（１２月号）は２０２１年中に発行する最後のＩＣＤ　ＮＥＷＳとなります。本年
も当部は新型コロナウイルス感染症防止対策を踏まえた業務活動を行ってまいりました。
本号の研修に関する「活動報告」記事からもお分かりになるかと思いますが，支援対象国
とのセミナーの実施は全てオンラインを利用している状況にあります。

他方，会合に関する「活動報告」記事としても掲載しました，「第１回法遵守の文化の
ためのグローバルユースフォーラム」は，来場参加とオンライン参加を組み合わせたハイ
ブリッド方式によって開催されており，新しい活動方法を模索しつつある状況にもありま
す。

かつてのように対面を主とする活動を早期に再開できることを期待しつつ，現状で取り
得る最善の方法を思案する日々が続いております。

改めまして，本号に掲載された記事を御紹介させていただきます。

「巻頭言」では，　当部の内藤晋太郎部長から，「伝統を繋ぐということ」と題して，創
設より２０年以上にわたり法制度整備支援活動を行っている当部の「伝統」と，その伝統
を繋いでいく際の考え方について御寄稿いただきました。

当部には，相手国の自主性を尊重して支援を行う点，そして，相手国との間で徹底した
議論を行い，法令の適切な運用とこれを担う相手国の人材の育成も含めて，継続的，か
つ，きめ細やかに実施するという点に「伝統」があることを御紹介いただくとともに，
「和紙」という伝統工芸を例に，伝統に対し向かい合う姿勢，考え方を述べていただき，
大変示唆に富む内容となっております。

「外国法制・実務」では，ベトナム，ラオス，インドネシアにおける法制度・実務等に
ついて，ＪＩＣＡ長期派遣専門家の皆様から御紹介いただきました。

ベトナムについては，枝川充志専門家及び当部黒木宏太教官から，「ベトナム司法制度
の概要」において，ベトナムの統治機構，裁判所の種類や裁判官採用制度，民事訴訟手続
や民事判決執行制度の概要，そして日本の裁判制度との主な相違点について御紹介をいた
だきました。

また，「ベトナムの判例についての覚書（２）」においては，ＩＣＤ　ＮＥＷＳ第８８号
に引き続いて，判例勉強会で取り上げた判例について御紹介いただきました。本号では，
下級審も含む「民事判決」と「民事判例」の書式構成について概観された上で，３つの
「民事判例」について解説される構成となっております。

ラオスについては，鈴木一子専門家から，ＩＣＤ　ＮＥＷＳ第８７号，第８８号に引き

編集後記

国際専門官　岡田　泰弘
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続いて，「ラオス最高裁判決の評釈」として，ラオス最高人民裁判所ホームページに掲載
されている２件の刑事判決について，判決の意義を含めた詳細な解説とともに御紹介いた
だきました。

インドネシアについては，西尾信員専門家から，「インドネシア新プロジェクトの概要
～ビジネス環境改善のためのドラフターの能力向上及び紛争解決機能強化プロジェクト
～」として，前プロジェクトの概要の振り返りとともに，新プロジェクトの形成過程及び
概要について御紹介をいただきました。

「活動報告」では，本年１０月にハイブリッド方式で開催された「第１回法遵守の文化
のためのグローバルユースフォーラム（Ｃｏｌ－ＹＦ）」，本年８月に実施された「カンボ
ジア王立司法学院とのオンラインセミナー」，本年３月及び９月に実施された「ラオス国
立司法研修所との共同セミナー」，本年９月に実施された「インドネシア法整備支援オン
ラインセミナー」，昨年１１月から本年９月までに合計８回実施された「東ティモールオ
ンラインセミナー」，本年１０月に実施された「モンゴルＮＬＩとのオンライン・ワーク
ショップ」，本年７月に実施されたバングラデシュでの「調停人オンライントレーニン
グ」，本年８月に実施された「スリランカオンラインセミナー」及び本年８月及び９月に
実施された２つの「インターンシップ」について，当部教官から紹介しております。

「業務調整専門家の眼」では，ミャンマー法・司法制度整備支援プロジェクトの前業務
調整専門家の黒田龍二氏から，業務調整員として現地で業務を進めるに当たって留意され
たこと，工夫されたこと，感じられたことを具体的なエピソードとともに御紹介いただき
ました。現地スタッフの方に関するお話もあり，ミャンマーの現地事務所を身近に感じる
ことができる内容となっております。現在のミャンマーの状況が一刻も早く好転すること
を願うばかりです。

「専門官の眼」では，北野月湖国際専門官から，当部及び国際事務部門の業務説明とと
もに，国際専門官の業務内容や特色について紹介しております。

最後になりましたが，御多忙の中，御寄稿くださいました執筆者の皆様に厚く御礼申し
上げます。

関係者の皆様におかれましては，今後とも更なる御協力を賜りますよう，何卒よろしく
お願い申し上げます。

 国際専門官　岡田　泰弘
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【表記誤りのお詫びと訂正】

ＩＣＤ　ＮＥＷＳ第８７号の前ＪＩＣＡ長期専門家　白出博之弁護士による「中国民法
典の制定について（３）」１８０頁上から６行目及び１８５頁上から１５行目に，表記の
誤りがございましたので訂正の上，お詫び申し上げます。

１８０頁上から６行目：第１０４８条表記
誤「三親等内の傍系血族」
正「三代以内の傍系血族」

１８５頁上から１５行目：第１０８４条３項表記
誤「子が満８歳未満の場合」
正「子が満８歳以上の場合」
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